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は
じ
め
に

　

日
本
列
島
各
地
に
お
い
て
生
産
・
使
役
さ
れ
て
き
た
日
本
在
来
馬
は
、
北

海
道
和
種
馬
（
北
海
道
）・
木
曽
馬
（
長
野
県
）・
対
州
馬
（
長
崎
県
）・
野
間

馬
（
愛
媛
県
）・
御
崎
馬
（
宮
崎
県
）・
ト
カ
ラ
馬
（
鹿
児
島
県
）・
宮
古
馬
（
沖

縄
県
）・
与
那
国
馬
（
同
）
の
八
種
の
み
が
現
存
す
る
。
そ
の
頭
数
は
、
二

〇
一
八
年
現
在
一
六
五
四
頭
と
な
り
、
軽
種
馬
等
も
含
め
た
総
飼
養
頭
数
七

万
五
五
九
七
頭
に
対
し
て
わ
ず
か
二
・
一
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
ず）

1
（

、
種
に
よ
っ

て
は
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
ら
八
種
に
つ
い

て
は
、
概
ね
飼
養
地
域
の
大
学
に
お
い
て
、
畜
産
学
ま
た
は
獣
医
学
の
見
地

か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
幕
藩
体
制
の
崩
壊
（
一
八
六
八
年
）
や
在
来
種
を
駆
逐
し
た
馬

政
計
画
（
一
九
〇
六
〜
四
五
年
）
施
行
以
前
に
は
、
南
部
馬
・
仙
台
馬
・
三

春
馬
・
三
州
馬
な
ど
、
各
地
域
の
風
土
や
使
役
目
的
に
応
じ
て
多
品
種
の
馬

が
生
産
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
至
極
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
畜
産
学
や
獣

医
学
の
研
究
者
に
と
っ
て
、
既
に
絶
滅
し
た
こ
れ
ら
の
馬
は
研
究
の
対
象
外

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
歴
史
学
、
狭
義
の
専
門
で
い
え
ば

江
戸
時
代
の
文
献
史
学
を
専
門
と
す
る
筆
者
と
し
て
は
、
古
文
書
や
古
記
録

を
活
用
し
絶
滅
し
た
在
来
馬
の
生
態
を
復
元
す
る
作
業
が
、
馬
文
化
の
発
展

と
普
及
を
図
る
う
え
で
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
作
業
は
容
易
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
筆
者
個
人
の
能
力

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
馬
産
農
家
や
家
畜
商
（
い
わ
ゆ
る
馬
喰
）
あ
る
い
は

使
役
農
家
と
い
っ
た
、
馬
の
生
産
・
流
通
・
消
費
に
関
わ
る
小
経
営
体
は
、

馬
の
生
態
が
わ
か
る
よ
う
な
史
料
を
ほ
と
ん
ど
書
き
残
し
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
大
規
模
な
経
営
ゆ
え
に
比
較
的
史
料
が
豊
富
に

現
存
し
て
い
る
牧
に
対
象
を
絞
っ
て
、
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

牧
と
は
、
馬
や
牛
を
放
牧
し
飼
養
・
育
成
す
る
施
設
で
、
自
然
地
形
を
利

用
し
た
前
近
代
社
会
に
お
け
る
牧
場
の
こ
と
で
あ
る
。
一
部
に
民
間
の
牧
も

佐
倉
牧
に
お
け
る
野
馬
の
生
産
と
生
態
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存
在
し
て
い
た
が
、
資
金
力
と
広
大
な
土
地
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
経

営
主
体
は
江
戸
幕
府
や
諸
藩
が
大
半
で
あ
っ
た
。
こ
の
牧
を
対
象
に
馬
の
生

産
を
論
じ
る
こ
と
で
、
絶
滅
し
た
日
本
在
来
馬
の
生
態
を
示
す
の
が
本
稿
の

目
的
と
な
る
。

　

以
下
、
右
の
関
心
に
も
と
づ
い
て
、
江
戸
時
代
の
牧
に
関
わ
る
研
究
史
を
、

と
り
わ
け
生
産
面
を
中
心
に
整
理
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
取
り
上
げ
る
べ

き
は
、昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
刊
行
の
『
日
本
馬
政
史
）
2
（

』
で
あ
る
。
本
書
は
、

古
記
録
類
を
抄
録
し
、
江
戸
幕
府
の
牧
か
ら
盛
岡
・
仙
台
・
鹿
児
島
藩
な
ど

諸
藩
の
牧
ま
で
幅
広
く
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
牧
の
沿
革
・
管

理
組
織
・
経
営
・
飼
養
方
法
・
馬
格
等
に
つ
い
て
、
網
羅
的
に
叙
述
し
て
お

り
、
日
本
で
初
め
て
馬
政
及
び
馬
産
の
歴
史
を
体
系
的
に
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
後
の
研
究
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
本
書
の
影
響
を
受
け
て
き
た

と
評
価
し
て
よ
い
。

　

戦
後
の
一
九
五
〇
・
六
〇
年
代
に
、
精
力
的
に
研
究
を
進
め
た
の
が
安
田

初
雄
で
あ
る
。
地
理
学
を
専
門
と
す
る
安
田
は
、「
一
つ
の
牧
内
に
、
四
季

を
通
じ
て
牡
牝
共
「
置
付
」
に
放
牧
し
、
自
然
の
繁
殖
に
ま
か
せ
て
お
く
放

牧
を
置
付
放
牧
）
3
（

」
と
概
念
化
し
、江
戸
幕
府
・
盛
岡
藩
・
相
馬
藩
・
種
子
島
・

伊
豆
諸
島
等
の
牧
を
対
象
に
、
放
牧
方
式
を
類
型
化
し
つ
つ
検
討
し
た）

4
（

。

　

一
九
六
〇
年
代
に
は
、『
日
本
産
業
史
大
系
』
に
お
い
て
、
盛
岡
・
相
馬
・

三
春
・
白
河
・
会
津
・
鹿
児
島
藩
な
ど
の
牧
や
馬
政
が
取
り
上
げ
ら
れ
た）

5
（

。

同
時
期
に
は
、
尾
山
通
男
が
、
畜
産
学
的
な
関
心
か
ら
『
日
本
馬
政
史
』
掲

載
の
史
料
や
軍
記
物
・
絵
画
資
料
な
ど
を
活
用
し
て
、
体
高
・
毛
色
と
い
っ

た
馬
体
に
関
わ
る
情
報
を
整
理
し
た
り
、
盛
岡
・
仙
台
・
水
戸
・
鹿
児
島
諸

藩
の
放
牧
面
積
や
頭
数
を
比
較
し
た
り
し
て
い
る）

6
（

。
ま
た
、
岩
根
雄
治
郎
は
、

盛
岡
藩
牧
と
江
戸
幕
府
の
愛
鷹
牧
を
検
討
し
、
特
に
盛
岡
藩
牧
を
扱
っ
た
論

考
で
は
、
経
営
コ
ス
ト
と
そ
の
農
民
負
担
と
の
関
連
か
ら
放
牧
方
式
の
変
化

が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た）

7
（

。

　

こ
れ
ら
戦
前
か
ら
一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
研
究
で
示
さ
れ
た
諸
事
実
に
、

そ
の
後
の
動
物
行
動
学
の
知
見
も
加
え
て
解
釈
し
直
せ
ば
、
概
ね
以
下
の
点

が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
病
馬
や
子
馬
の
養
育

を
目
的
と
し
た
一
時
的
な
舎
飼
い
や
給
餌
は
あ
る
も
の
の
、
昼
夜
周
年
放
牧

に
よ
る
自
然
放
牧
が
一
般
的
な
放
牧
方
式
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
盛
岡
藩
や

津
軽
藩
な
ど
の
寒
冷
地
で
は
、
冬
季
舎
飼
い
の
温
暖
季
放
牧
も
行
わ
れ
て
い

た
。
②
自
然
放
牧
さ
れ
て
い
た
馬
は
、
半
野
生
馬
、
再
野
生
馬
、Feral 

Horse

等
と
概
念
化
さ
れ
る
、
野
生
化
し
た
馬
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
牧
の
馬
は
、
野
に
自
然
放
牧
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
当

時
「
野
馬
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
③
種
雄
馬
の
頭
数
制
限
を
行
う
牧
は
多
く
、

種
雄
馬
の
み
選
抜
し
個
体
数
を
制
限
し
て
い
た
が
、
繁
殖
そ
の
も
の
に
人
為

的
な
介
入
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
、
血
統
の
人
為
的
選
抜
と

淘
汰
を
通
じ
た
品
種
改
良
を
主
と
す
る
近
代
的
育
種
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

　

続
く
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
成
果
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
千
葉
県
内
の

自
治
体
史
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
県
で
は
、
昭
和
三
〇

〜
四
〇
年
代
に
か
け
て
自
治
体
史
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
）
8
（

、
旧
家

に
所
蔵
さ
れ
て
き
た
古
文
書
が
大
量
に
収
集
・
整
理
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

県
北
部
に
所
在
し
た
江
戸
幕
府
直
営
牧
で
あ
る
小
金
牧
と
佐
倉
牧
の
具
体
像

が
格
段
に
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る）

9
（

。
そ
の
代
表
的
成
果
と
し
て
、
昭
和
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五
三
年
の
『
松
戸
市
史
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら

自
治
体
史
は
、
馬
の
生
産
に
関
わ
る
事
象
よ
り
も
、
牧
の
維
持
管
理
に
果
た

す
周
辺
村
落
の
役
割
、
牧
の
管
理
者
で
あ
る
牧
士
の
身
分
あ
る
い
は
新
田
開

発
と
い
っ
た
諸
点
が
、
叙
述
の
中
心
を
占
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

　

近
年
で
は
、
史
料
の
発
掘
に
加
え
て
、
首
都
圏
に
位
置
す
る
と
い
う
ア
ク

セ
ス
の
良
さ
と
も
相
ま
っ
て
か
、
牧
の
研
究
は
小
金
牧
と
佐
倉
牧
を
対
象
と

し
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
れ
ら
の
研
究
は
、
新
田
開
発
論
）
10
（

、
資
源

論
）
11
（

、
身
分
論
）
12
（

、
幕
政
・
制
度
論）

13
（

等
、
多
種
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
進
め

ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
馬
産
に
つ
い
て
の
専
論
は
管
見
の
限
り
確
認
で
き
ず
、

自
治
体
史
や
大
谷
貞
夫
）
11
（

・
青
木
更
吉
）
11
（

ら
に
よ
っ
て
一
部
言
及
さ
れ
る
程
度
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

以
上
、
江
戸
時
代
の
牧
に
関
す
る
諸
研
究
を
踏
ま
え
て）

11
（

、
本
稿
で
は
次
の

二
点
を
課
題
に
設
定
し
た
い
。
第
一
に
、
馬
の
生
産
及
び
生
態
面
を
追
究
す

る
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
馬
産
に
つ
い
て
は
、
概
ね
戦
前
か
ら
一
九
六

〇
年
代
ま
で
の
研
究
水
準
の
ま
ま
現
在
に
ま
で
至
っ
て
い
る
と
評
価
し
て
も

過
言
で
は
な
い
。
農
用
大
家
畜
行
動
研
究
で
は
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
化

が
進
み
、
家
畜
と
し
て
の
馬
の
需
要
が
激
減
し
た
一
九
六
〇
年
代
以
降
、
馬

が
完
全
に
研
究
対
象
か
ら
消
え
、
牛
へ
と
移
行
し
て
い
く）

11
（

。
歴
史
学
に
お
い

て
も
、
馬
が
身
近
な
動
物
で
な
く
な
り
、
馬
そ
の
も
の
へ
の
関
心
が
低
下
し

て
い
っ
た
結
果
、
牧
を
テ
ー
マ
と
し
た
研
究
自
体
は
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
馬
産
を
扱
っ
た
研
究
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
牧
」
を
扱
っ
て
い
て
も
、「
馬
」
そ
の
も

の
を
論
じ
た
研
究
は
少
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
六
〇
年
代
ま

で
の
研
究
を
批
判
的
に
継
承
し
な
が
ら
、
更
な
る
実
態
解
明
に
努
め
て
い
く

必
要
が
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
一
次
史
料
を
用
い
て
経
年
的
な
分
析
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
代
ま
で
の
研
究
は
、
当
時
の
研
究
水
準
に
規
定
さ
れ
て
問
題
点

も
少
な
く
な
い
。
尾
山
の
著
書
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
日
本
馬
政

史
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
史
資
料
や
、
信
憑
性
に
劣
る
回
顧
録
・
軍
記
物
な

ど
の
二
次
史
料
に
依
拠
す
る
傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
般
論

な
い
し
は
概
説
的
な
説
明
に
と
ど
ま
る
場
合
が
多
い
。
史
料
の
発
掘
が
進
み
、

研
究
手
法
も
確
立
し
た
現
在
の
研
究
水
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
一
次
史

料
＝
同
時
代
の
古
文
書
や
古
記
録
を
活
用
し
な
が
ら
、
長
期
的
な
分
析
を
加

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
精
度
の
高
い
研
究
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

以
上
の
課
題
設
定
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
、
史
料
が
比
較
的
豊
富
に
残
る

佐
倉
牧
を
対
象
と
し
た
い
。
佐
倉
牧
が
所
在
し
た
下
総
国
は
古
代
か
ら
馬
産

地
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
江
戸
幕
府
が
運
営
す
る
四
牧
の

う
ち
佐
倉
牧
と
小
金
牧
が
置
か
れ
て
い
た
。
両
牧
は
、
江
戸
近
郊
の
牧
と
し
て
、

江
戸
城
将
軍
家
の
厩
や
幕
臣
向
け
に
乗
用
馬
を
供
給
す
る
一
方
、
不
要
な
馬

は
牧
周
辺
の
村
々
に
売
却
さ
れ
、
農
用
馬
と
し
て
使
役
さ
れ
た
。
幕
府
直
営

牧
は
、
い
ず
れ
も
幕
藩
体
制
の
崩
壊
に
伴
い
順
次
縮
小
・
廃
止
と
な
る
が
、

佐
倉
牧
の
一
部
は
の
ち
に
下
総
御
料
牧
場
と
し
て
存
続
す
る
。

　

こ
の
佐
倉
牧
を
管
理
し
て
い
た
牧も
く
し士
と
呼
ば
れ
る
旧
家
に
、
酒し

す

い
々
井
町
島

田
家
と
富
里
市
藤
崎
家
が
あ
る
。
両
家
に
は
、
幕
府
か
ら
の
公
用
文
書
な
ど

を
書
き
写
し
た
御
用
留
が
現
存
し
て
お
り
、
寛
政
年
間
か
ら
明
治
初
年
に
わ

た
る
約
八
〇
年
間
の
動
向
を
明
ら
か
に
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
御
用
留
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を
主
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
前
述
の
課
題
に
答
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
、
江
戸
時
代
を
対
象
と
す
る
た
め
、
現
在
で
は
聞
き
慣
れ
な
い
用
語

が
頻
出
す
る
。
次
に
凡
例
を
掲
げ
て
お
く
の
で
、
適
宜
参
照
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

⑴ 

馬
齢
は
、
現
行
の
満
年
齢
で
は
な
く
、
生
ま
れ
た
年
を
当
歳
、
翌
年
を
二

歳
と
、
数
え
年
で
表
記
す
る
。

⑵
駒
は
雄
馬
を
指
す
。
た
と
え
ば
、
二
歳
駒
は
二
歳
の
雄
馬
と
な
る
。

⑶
駄
は
雌
馬
を
指
す
。
た
と
え
ば
、
二
歳
駄
は
二
歳
の
雌
馬
と
な
る
。

⑷
父
馬
は
三
歳
以
上
の
種
雄
馬
を
指
す
。

⑸ 

母
駄
は
三
歳
以
上
の
雌
馬
を
指
す
。
た
だ
し
、
秋
に
二
歳
駄
を
母
駄
と
し

て
数
え
る
た
め
、
二
歳
駄
を
一
部
含
む
。

一
　
佐
倉
四
牧
の
概
要

　
　
　
1
　
地
理
・
地
形

　

本
論
に
入
る
前
に
、
前
提
知
識
と
し
て
、
佐
倉
四
牧
の
概
要
を
説
明
し
て

お
き
た
い
。

　

図
1
は
、
千
葉
県
内
に
所
在
し
た
江
戸
幕
府
直
営
牧
の
お
お
よ
そ
の
位
置

を
示
し
た
地
形
図
で
あ
る
。
小
金
牧
と
佐
倉
牧
は
下
総
国
（
た
だ
し
、
佐
倉

牧
の
一
部
は
上
総
国
に
及
ぶ
）、
嶺
岡
牧
は
安
房
国
に
所
在
す
る
。
こ
の
三
牧

で
県
内
二
一
市
町
に
も
及
ん
で
お
り
、
極
め
て
広
大
な
面
積
を
誇
っ
て
い
た
。

　

各
牧
の
内
部
は
、
さ
ら
に
複
数
の
牧
で
構
成
さ
れ
る
。
小
金
牧
は
、
高
田

台
・
上か
み
の野

・
中
野
・
下し
も
の野

・
印い
ん
ざ
い西

の
五
牧
（
図
1
で
は
省
略
）、
佐
倉
牧
は
、

油
田
・
矢
作
・
取と
っ
こ
う香

・
高こ
う
や野

・
内
野
・
柳
沢
・
小お

ま

ご
間
子
の
七
牧
で
あ
る
。
佐

倉
牧
に
関
し
て
は
、
油
田
・
矢
作
・
取
香
・
小
間
子
の
四
牧
は
江
戸
幕
府
が

直
接
管
理
し
て
い
た
が
、
高
野
・
内
野
・
柳
沢
の
三
牧
は
佐
倉
藩
が
管
理
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
当
時
か
ら
前
者
を
佐
倉
四
牧
、
後
者
を
佐
倉

三
牧
と
区
別
し
て
い
た
。
本
稿
で
対
象
と
す
る
の
は
佐
倉
四
牧
で
、
現
在
の

自
治
体
で
は
、
香
取
市
・
成
田
市
・
多
古
町
・
芝
山
町
・
富
里
市
・
八や
ち
ま
た街
市
・

山さ
ん
む武

市
・
酒
々
井
町
・
佐
倉
市
・
東
金
市
・
千
葉
市
の
十
一
市
町
に
ま
た
が
る
。

　

小
金
牧
と
佐
倉
牧
が
位
置
し
た
下
総
台
地
西
部
は
、
利
根
川
・
江
戸
川
・

東
京
湾
か
ら
樹
枝
状
に
谷
が
入
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
台
地
が
侵
食
さ
れ
て

谷
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
谷
を
谷や

つ津
と
呼
び
、
豊
富
な
湧
水
を
利
用
し

た
谷
津
田
が
現
在
も
広
が
る
。
他
方
、
台
地
部
の
標
高
は
二
〇
〜
五
〇
メ
ー

ト
ル
程
で
、
水
を
得
に
く
く
、
耕
作
地
と
し
て
は
不
適
格
で
あ
っ
た
た
め
、

牧
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
明
治
十
年
代
製
の
迅
速
測
図
を
用
い
た
研

究
に
よ
れ
ば
、
佐
倉
牧
の
位
置
し
た
範
囲
に
は
、
雑
木
林
・
灌
木
地
・
草
地

が
多
く
分
布
し
て
お
り）

18
（

、
牧
地
と
し
て
整
備
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

次
に
、
佐
倉
四
牧
の
頭
数
と
放
牧
面
積
を
示
し
た
表
１
）
11
（

か
ら
、
四
牧
の
イ

メ
ー
ジ
を
つ
か
ん
で
お
き
た
い
（
な
お
、
正
確
な
数
値
が
不
明
な
た
め
面
積
は

概
算
値
と
な
る
）。
四
牧
で
最
も
頭
数
が
多
い
の
は
、
小
間
子
牧
の
四
八
五
頭
、

最
小
は
油
田
牧
の
一
二
一
頭
、
四
牧
合
計
で
一
二
一
六
頭
と
な
る
。
広
さ
と

面
積
は
、
頭
数
と
同
様
、
最
大
は
小
間
子
牧
、
最
小
は
油
田
牧
で
あ
る
。
一

頭
当
た
り
の
放
牧
面
積
は
、
最
大
が
油
田
牧
の
五
・
三
ha
、
最
小
は
取
香
牧

の
三
・
五
ha
で
、
平
均
値
は
四
・
二
ha
、
中
央
値
は
四
・
一
ha
と
な
る
。
参

考
と
し
て
、
東
京
ド
ー
ム
の
面
積
が
四
・
七
ha
、
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
の
適
正
放
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図1　房総の牧所在地
註1： 「デジタル標高地形図」（国土地理院ウェブサイト〔https://www.gsi.go.jp/common/000211138.jpg〕より2020年1月21

日ダウンロード）及び「県内牧跡分布」（註（11）『房総の近世牧跡』、10頁）を加工して作成。
註2：○は、『房総の近世牧跡』にもとづいて、捕込のおおよその位置を示したもの。



四　校

36

牧
面
積
が
二
ha
程
度
で
あ
る
こ

と
）
20
（

を
勘
案
す
る
と
、
広
大
な
土

地
に
少
数
の
馬
を
放
牧
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

た
だ
し
、
江
戸
時
代
の
牧
と

環
境
が
類
似
し
て
い
る
宮
崎
県

都
井
岬
で
は
、
約
五
〇
〇
ha
の

土
地
に
一
〇
〇
頭
程
の
御
崎
馬

が
自
然
放
牧
さ
れ
て
お
り
、
一

頭
当
た
り
の
放
牧
面
積
に
関
し

て
は
佐
倉
牧
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ

る
。
御
崎
馬
の
事
例
も
あ
わ
せ

て
考
え
る
と
、
軽
種
馬
生
産
の

よ
う
に
計
画
的
な
草
地
管
理
を

行
わ
な
い
牧
―
定
期
的
に
野
焼

き
は
行
っ
て
い
た
が
―
で
は
、
植
生
量
と
の
関
係
か
ら
、
一
頭
当
た
り
四
〜

五
ha
程
度
の
広
大
な
放
牧
面
積
が
、
む
し
ろ
必
要
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
2
　
管
理
組
織

　

行
論
上
必
要
と
な
る
の
で
、
牧
を
管
理
し
て
い
た
組
織
に
つ
い
て
も
、
江

戸
の
幕
府
役
人
、
現
地
の
野
馬
奉
行
・
牧
士
・
牧
付
村
に
区
分
し
て
説
明
し

て
お
き
た
い）

21
（

。

　

ま
ず
は
、
江
戸
に
在
住
す
る
幕
府
役
人
に
つ
い
て
。
本
稿
で
の
主
な
対
象

時
期
で
あ
る
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
か
ら
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
ま
で
は
、

将
軍
身
辺
の
日
常
雑
務
を
担
当
す
る
小
納
戸
頭
取
ま
た
は
小
納
戸
が
、
小
金
・

佐
倉
・
嶺
岡
の
三
牧
を
統
轄
し
、
そ
の
配
下
の
野
馬
方
役
所
が
実
務
を
担
当

す
る
部
局
で
あ
っ
た
。
慶
応
二
年
以
降
は
騎
兵
奉
行
か
ら
勘
定
奉
行
、
そ
し

て
維
新
後
に
は
明
治
政
府
附
属
の
会
計
官
や
民
部
官
と
、
組
織
改
編
と
と
も

に
目
ま
ぐ
る
し
く
変
遷
し
て
い
く
。

　

次
に
、
野
馬
奉
行
に
つ
い
て
。
野
馬
方
役
所
の
配
下
役
人
で
あ
る
綿
貫
氏

が
代
々
世
襲
し
た
。
葛
飾
郡
小
金
町
（
現
在
の
松
戸
市
）
に
は
、
小
金
御
厩

と
呼
ば
れ
る
事
務
所
兼
厩
舎
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
野
馬
方
役
所
の
指
示
を

牧
士
に
伝
達
し
た
り
、
反
対
に
牧
士
か
ら
の
報
告
を
野
馬
方
役
所
に
上
申
し

た
り
と
、
江
戸
と
現
地
を
つ
な
ぐ
中
間
管
理
職
の
役
割
を
果
し
た
。

　

野
馬
奉
行
の
配
下
と
し
て
、
牧
内
の
業
務
を
指
揮
し
て
い
た
の
が
牧
士
で

あ
る
。
牧
周
辺
の
有
力
な
家
か
ら
登
用
さ
れ
、
牧
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る

間
は
、
苗
字
帯
刀
や
騎
乗
を
許
さ
れ
た
武
士
身
分
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
た
。

佐
倉
四
牧
の
場
合
、
酒
々
井
町
の
牧
士
組
頭
島
田
家
宅
に
野
馬
会
所
が
設
置

さ
れ
、
管
理
事
務
所
と
し
て
機
能
し
た
。

　

最
後
に
、
牧
付
村
に
つ
い
て
。
牧
士
の
指
示
に
従
い
、
牧
内
の
業
務
に
動

員
さ
れ
た
り
、
維
持
管
理
費
を
負
担
し
た
り
し
た
の
が
牧
周
辺
の
村
々
で
あ

り
、
牧
付
村
や
野
付
村
と
呼
ば
れ
る
。
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
時
点
で
、

佐
倉
牧
の
牧
付
村
は
二
〇
九
か
村
を
数
え
る）

22
（

。

　

説
明
を
省
い
た
寛
政
五
年
以
前
も
含
め
れ
ば
、
牧
を
所
管
す
る
幕
府
・
明

治
政
府
の
部
局
は
、
組
織
改
編
に
伴
い
何
度
も
変
更
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に

頭数（頭） 広さ（町） 面積（ha） 一頭当たり
面積（ha）

小間子牧 485 108×16 2056.4 4.2

取香牧 255 54×14 899.7 3.5

矢作牧 355 72×16.6 1428 4

油田牧 121 54×10 642.6 5.3

合　計 1,216 ― 5026.7 4.1

表1　慶応期の頭数と放牧面積

出典：『酒々井町史』3-188、1-81。
註　：広さ及び面積の小数点第2位以下は、切り捨てて算出。
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も
か
か
わ
ら
ず
、
業
務
を
遂
行
で
き
て
い
た
の
は
、
現
地
の
管
理
組
織
、
す

な
わ
ち
野
馬
奉
行
―
牧
士
―
牧
付
村
の
指
揮
命
令
系
統
が
維
持
さ
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
牧
の
管
理
は
、
実
質
的
に
地
域
社
会
に
委
託
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
馬
体
の
特
徴

　
　
　
1
　
体
高

　

本
章
で
は
、
野
馬
の
体
高
と
毛
色
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
管
見
の
限
り
、

基
礎
的
な
情
報
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
証
的
に
こ
の
二
つ
を
明
ら
か
に
し
た
研

究
は
な
い
。

　

表
2
の
「
佐
倉
四
牧
」
は
、
御
用
留
に
記
載
さ
れ
て
い
た
五
八
頭
の
体
高

を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
も
の
で
あ
る
。
五
八
頭
の
内
訳
は
、
江

戸
城
に
繋
養
す
る
上
げ
馬
が
四
八
、
佐
倉
藩
拝
領
駒
が
三
、
父

馬
が
一
、
払
い
馬
が
六
と
な
っ
て
い
る
。
体
高
の
最
大
は
四
尺

九
寸
七
分
（
一
五
〇
・
五
七
㎝
）、
最
小
は
四
尺
（
一
二
一
・
二
）、

平
均
は
四
尺
一
寸
八
分
（
一
二
六
・
六
三
）、
中
央
値
は
四
尺
一

寸
五
分
（
一
二
五
・
七
三
）
で
あ
る
。

　
「
木
崎
牧
母
駄
」
に
は
、
盛
岡
藩
最
大
の
牧
で
あ
る
木
崎
牧

の
母
駄
を
比
較
対
象
と
し
て
掲
載
し
た
。
時
期
は
宝
暦
九
年
（
一

七
五
九
）
で
あ
る
。
そ
の
最
大
は
四
尺
六
寸
五
分
（
一
四
〇
・

八
八
㎝
）、
最
小
は
四
尺
（
一
二
一
・
二
）、
平
均
は
四
尺
二
寸

二
分
（
一
二
七
・
八
六
）、中
央
値
は
四
尺
二
寸
（
一
二
七
・
二
六
）

と
な
る
。

　

木
崎
牧
と
の
比
較
か
ら
、
佐
倉
牧
の
野
馬
は
、
①
馬
格
に
優
れ
、
日
本
列

島
各
地
に
種
雄
馬
と
し
て
供
給
さ
れ
て
い
た
南
部
馬
と
ほ
ぼ
同
一
の
体
高
で

あ
っ
た
こ
と
、
②
一
二
〇
㎝
台
に
分
布
す
る
現
在
の
対
州
馬
に
近
い
体
高
で

あ
っ
た
こ
と）

23
（

を
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
、
サ
ン
プ
ル
の
五
八
頭
中
、
払
い
馬

の
六
頭
を
除
く
五
二
頭
が
、
上
げ
馬
や
拝
領
駒
も
し
く
は
父
馬
に
選
定
さ
れ

た
優
良
馬
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
表
2
の
体
高
は
、
佐
倉
牧
一
般

の
馬
を
代
表
す
る
数
値
と
は
判
断
で
き
な
い
。

　

む
し
ろ
、
同
時
代
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
他
の
牧
と
比
較
し
て
小
型
と
認
知

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
文
政
期
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る

足
立
利
充
『
伯
楽
秘
鑑
』
で
は
、「
小
長
に
て
、
気
配
軽
く
、
爪
よ
く
里
馬

に
似
た
り
、
よ
き
馬
は
稀
な
り）

21
（

」
と
、
か
な
り
手
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い

体高
（尺.寸.分/cm）

佐倉四牧
（頭）

木崎牧母駄
（頭）

4.0.0/121.2～ 6 10
4.0.5/122.7～ 5 6
4.1.0/124.23～ 14 8
4.1.5/125.73～ 8 10
4.2.0/127.26～ 12 15
4.2.5/128.76～ 5 11
4.3.0/130.29～ 2 8
4.3.5/131.79～ 2 17
4.4.0/133.32～ 6
4.4.5/134.82～ 1 1
4.5.0/136.35～ 2
4.5.5/137.85～ 2
4.6.0/139.38～ 1 0
4.6.5/140.88～ 1
4.7.0/142.41～ 1
4.9.7/150.57～ 1

合　計 58 97

表2　野馬の体高比較

出典： 『酒々井町史』2-11・381・121、3-101・111・111・
111・111・112・111・111・182、1-112、天保13年

「御用留」（藤111）、安政2年「御用留」（同188）、
註（1）「南部藩木崎牧の経営」。

註　： センチメートルは、尺＝30.3cm、寸＝3.03cm、
分＝0.3cmで換算。
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る
。
ま
た
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）、
牧
士
が
牧
の
存
続
を
明
治
政
府
に

訴
え
た
願
書
で
は
、「
諸
国
出
産
之
里
馬
与
違
ひ
小
丈
ニ
者
有
之
候
得
共
）
21
（

」

と
述
べ
て
い
る
。

　

仮
に
右
の
証
言
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
馬
格
に
優
れ
て
い
た
南
部
馬
と
近

似
し
た
体
高
で
あ
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
一
〇
〜
一
二
〇

㎝
程
の
体
高
で
あ
る
ト
カ
ラ
馬
や
与
那
国
馬
な
ど
、
島
嶼
部
で
飼
養
さ
れ
て

い
る
小
型
の
在
来
馬
と
体
高
は
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
表
2

以
上
の
情
報
を
現
時
点
で
は
収
集
で
き
て
い
な
い
た
め
、
ひ
と
ま
ず
最
大
公

約
数
と
し
て
、
体
高
は
、
一
一
〇
〜
一
二
〇
㎝
台
を
分
布
の
中
心
範
囲
と
し

て
、
一
三
〇
㎝
台
の
北
海
道
和
種
馬
・
御
崎
馬
・
木
曽
馬
よ
り
も
低
か
っ
た

と
推
定
し
て
お
き
た
い
。

　

な
お
、
最
大
値
と
最
小
値
の
差
は
、
佐
倉
牧
で
二
九
・
三
七
㎝
、
木
崎
牧

で
一
九
・
六
八
㎝
と
、
同
じ
牧
内
で
も
著
し
い
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
る
。
同

品
種
間
で
二
〇
〜
三
〇
㎝
に
及
ぶ
体
高
差
は
想
定
し
づ
ら
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
交
配
を
自
然
に
任
せ
て
い
る
牧
で
は
、
個
体
差
が
極
め
て
大
き
か
っ
た

と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
2
　
毛
色

　

表
3
と
図
2
は
、
文
化
七
〜
明
治
五
年
（
一
八
一
〇
〜
一
八
七
二
）
の
う

ち
二
〇
年
間
・
二
四
八
三
頭
分
の
毛
色
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
毛
色

を
記
録
し
た
史
料
は
多
数
現
存
す
る
が
、
特
定
の
毛
色
に
偏
向
す
る
の
を
防

ぐ
た
め
、
一
つ
の
史
料
か
ら
五
〇
頭
以
上
の
多
頭
数
を
採
集
で
き
る
残
馬
帳

（
放
牧
頭
数
の
報
告
書
）
と
払
馬
代
金
帳
（
周
辺
村
々
に
売
却
し
た
馬
の
記
録
）

を
も
と
に
作
成
し
た
。

　

表
3
の
鹿
毛
・
黒
鹿
毛
・
青
毛
・
栗
毛
・
栃
栗
毛
・
河
原
毛
・
月
毛
・
芦

毛
は
、
日
本
馬
事
協
会
の
「
馬
の
毛
色
及
び
特
徴
の
記
載
要
領
」
に
記
載
の

標
準
的
な
毛
色
で
あ
る
が
、
白
鹿
毛
・
水
青
毛
・
白
栗
毛
は
現
在
で
は
用
い

ら
れ
て
い
な
い
。
藤
原
直
柎
編
輯
『
群
馬
毛
色
図
解
）
21
（

』
に
よ
れ
ば
、
白
鹿
毛

は
「
鹿
毛
の
色
薄
き
を
い
ふ
」、
水
青
毛
は
「
青
驤
の
色
薄
き
を
い
ふ
」
と

の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
両
毛
色
は
原
毛
色
よ
り
も
薄
い
色
を
表
現
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
白
栗
毛
は
「
黄
白
赤
の
三
色
を
合
わ
せ
た
り
か
こ
と
き
を
い

ふ
」
と
、
白
み
が
強
い
栗
毛
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
2
で
は
、

白
鹿
毛
は
鹿
毛
系
、
水
青
毛
は
青
毛
系
、
白
栗
毛
は
栗
毛
系
に
分
類
し
た
。

　

以
上
の
毛
色
理
解
を
前
提
と
し
て
、
表
3
と
図
2
か
ら
次
の
点
を
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

⑴ 

表
3
の
合
計
値
か
ら
頻
度
を
み
る
と
、
①
栗
毛
系
（
三
七
・
七
％
）、
②
青

毛
系
（
二
九
・
五
）、
③
鹿
毛
系
（
二
七
・
八
）、
④
ク
リ
ー
ム
色
の
河
原

毛
や
白
色
の
月
毛
（
五
）、
⑤
芦
毛
（
一
頭
）
の
順
と
な
り
、
栗
毛
・
青
毛
・

鹿
毛
が
全
体
の
九
五
％
を
占
め
る
基
本
の
毛
色
で
あ
っ
た
。

⑵ 

年
代
別
頻
度
に
関
し
て
は
、
一
八
四
九
（
嘉
永
二
）
年
ま
で
は
乱
高
下
し

て
一
定
の
傾
向
を
見
出
し
が
た
い
が
、
一
八
五
一
（
同
四
）
年
以
降
は
、

一
八
六
八
・
七
一
（
明
治
元
・
四
）
年
を
除
い
て
栗
毛
が
支
配
的
と
な
っ

て
い
る
。

⑶ 

そ
の
栗
毛
が
占
め
る
割
合
は
、
最
大
が
一
八
六
六
（
慶
応
二
）
年
の
五
二
・

八
％
、
最
小
が
一
八
一
〇
（
文
化
七
）
年
の
二
八
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。

次
点
の
鹿
毛
と
青
毛
は
、
一
八
五
一
（
嘉
永
四
）
年
以
降
年
に
よ
り
変
動
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す
る
が
、基
本
毛
色
で
あ
る
栗
毛
・
青
毛
・
鹿
毛
の
比
率
は
概
ね
四
：
三
：

三
で
あ
る
。

⑷ 

在
来
馬
に
多
い
と
さ
れ
る
河
原
毛
・
月
毛
・
芦
毛
が
一
〇
％
を
超
え
た
の

は
一
八
六
六
（
慶
応
二
）
年
の
み
で
、概
ね
五
％
前
後
を
推
移
す
る
。
ま
た
、

在
来
馬
に
少
な
い
と
い
わ
れ
る
駮
（
駁
）
毛
は
五
％
で
あ
る
。

⑸ 

⑴
〜
⑷
を
総
合
す
る
と
、
佐
倉
牧
で
放
牧
さ
れ
て
い
た
野
馬
の
姿
は
、「
茶

色
や
黒
色
の
馬
が
大
半
を
占
め
る
群
れ
の
中
に
、
白
色
や
ク
リ
ー
ム
色
と

い
っ
た
、
明
る
い
毛
色
の
馬
や
駁
毛
の
馬
を
ま
れ
に
見
か
け
る
」
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
他
の
事
例
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
毛
色
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た

い
。
江
崎
孝
三
郎
ら
は
、
木
曽
地
域
を
対
象
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
は
、
鹿

毛
（
四
〇
％
）・
青
毛
（
四
〇
）・
栗
毛
（
一
〇
）・
河
原
毛
（
八
）・
月
毛
（
八
）

の
毛
色
分
布
で
あ
っ
た
こ
と
、
昭
和
四
五
年
（
一
九
六
〇
）
に
は
、
鹿
毛
（
六
五

％
以
上
）・
青
毛
（
一
〇
）・
栗
毛
（
一
五
〜
二
〇
）・
河
原
毛
（
五
以
下
）・
月
毛
（
五

以
下
）
と
な
り
、
江
戸
時
代
と
比
較
し
て
鹿
毛
が
増
加
し
青
毛
が
減
少
す
る
な

ど
、
毛
色
分
布
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た）

21
（

。

　

江
崎
ら
の
研
究
で
重
要
な
の
は
、
①
洋
種
と
の
交
配
が
行
わ
れ
て
い
な
い

江
戸
時
代
に
は
、
在
来
馬
に
多
い
と
さ
れ
る
河
原
毛
・
月
毛
の
比
率
が
高
か
っ

た
こ
と
、
②
青
毛
の
減
少
が
人
為
淘
汰
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
お
り
、

人
為
的
な
要
因
で
毛
色
は
容
易
に
変
化
す
る
こ
と
、
以
上
の
二
点
を
実
証
し

た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
佐
倉
牧
の
場
合
、
鹿
毛
・
青
毛
・
栗
毛
で
九
五

％
を
占
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
研
究
蓄
積
が
僅
少
な
現
段
階
に
お
い
て
、
河

原
毛
・
月
毛
・
芦
毛
な
ど
白
色
や
ク
リ
ー
ム
色
の
毛
色
が
、
在
来
馬
に
多
か
っ

図2　毛色分布の変化
出典：表3に同じ。
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出典： 文化1年「野馬御払毛疵帳」（藤101）、天保13年「御用留」（同111）、同11年「御用留」（同111）、同11年「御用留」（同 118）、弘化3年「御用留」（同180）、嘉永元年「御用留」（同182）、同2年「御用留」（同183）、同1年「御用留」
（同181）、同1年「御用留」（同181）、同1年「御用留」（同181）、安政1年「御用留」（同110）、文久2「御払野馬代金帳」 （同388）、元治元年「御払野馬代金帳」（同311）、慶応元年「御払野馬代金帳」（同311）、同2「御払野馬毛疵
帳」（同311）、同3年「御払野馬代金帳」（同313）、明治元年「御払野馬代金扣」（同101）、同2年「巳年四牧御払野馬 代金扣」（同131）、同1年「矢作牧野馬巻捕並御払代金扣」（同312）、同年「取香小間子両牧捕馬並御払代金扣」

（同131）、同1年「取香牧去ル年暮ゟ当申四月迄馬数仕訳調帳」（同311）。

年　代
鹿毛 鹿毛駮 黒鹿毛 白鹿毛 青毛 青毛駮 水青毛 水青毛駮 栗毛 栗毛駮 栃栗毛 栃栗毛駮 白栗毛 河原毛 河原毛駮 月毛 芦毛 合　計

頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%） 頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）

文化7（1810） 28 （34.6） 5 （6.2） 0 （0） 1 （1.2） 16 （19.8） 3 （3.7） 1 （1.2） 0 （0） 20 （24.7） 2 （2.5） 1 （1.2） 0 （0） 0 （0） 1 （1.2） 0 （0） 2 （2.5） 1 （1.2） 81 （100）

天保13（1842） 40 （27.6） 1 （0.7） 2 （1.4） 1 （0.7） 42 （29） 2 （1.4） 0 （0） 0 （0） 52 （35.9） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 1 （0.7） 0 （0） 0 （0） 4 （2.8） 0 （0） 145 （100）

天保14（1843） 30 （36.6） 0 （0） 1 （1.2） 1 （1.2） 20 （24.4） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 24 （29.3） 0 （0） 1 （1.2） 0 （0） 1 （1.2） 0 （0） 0 （0） 4 （4.9） 0 （0） 82 （100）

弘化元（1844） 11 （20） 0 （0） 0 （0） 2 （3.6） 21 （38.2） 1 （1.8） 2 （3.6） 0 （0） 16 （29.1） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 1 （1.8） 0 （0） 1 （1.8） 0 （0） 55 （100）

弘化3（1846） 33 （28） 2 （1.7） 0 （0） 0 （0） 31 （26.3） 4 （3.4） 1 （0.8） 0 （0） 44 （37.3） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 2 （1.7） 0 （0） 1 （0.8） 0 （0） 118 （100）

嘉永元（1848） 24 （24.5） 0 （0） 1 （1） 0 （0） 36 （36.7） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 34 （34.7） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 3 （3.1） 0 （0） 98 （100）

嘉永2（1849） 26 （29.9） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 28 （32.2） 3 （3.4） 0 （0） 0 （0） 25 （28.7） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 3 （3.4） 0 （0） 2 （2.3） 0 （0） 87 （100）

嘉永4（1851） 24 （28.2） 0 （0） 2 （2.4） 0 （0） 16 （18.8） 3 （3.5） 0 （0） 0 （0） 35 （41.2） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 2 （2.4） 0 （0） 3 （3.5） 0 （0） 85 （100）

嘉永5（1852） 32 （22.7） 0 （0） 2 （1.4） 6 （4.3） 33 （23.4） 1 （0.7） 6 （4.3） 0 （0） 51 （36.2） 1 （0.7） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 6 （4.3） 0 （0） 3 （2.1） 0 （0） 141 （100）

嘉永7（1854） 16 （26.7） 0 （0） 1 （1.7） 1 （1.7） 16 （26.7） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 21 （35） 1 （1.7） 1 （1.7） 0 （0） 0 （0） 1 （1.7） 0 （0） 2 （3.3） 0 （0） 60 （100）

安政4（1857） 29 （28.4） 1 （1） 1 （1） 1 （1） 24 （23.5） 4 （3.9） 3 （2.9） 0 （0） 32 （31.4） 0 （0） 1 （1） 0 （0） 1 （1） 1 （1） 0 （0） 4 （3.9） 0 （0） 102 （100）

文久2（1862） 16 （22.9） 1 （1.4） 0 （0） 1 （1.4） 17 （24.3） 3 （4.3） 0 （0） 0 （0） 24 （34.3） 1 （1.4） 2 （2.9） 0 （0） 1 （1.4） 3 （4.3） 0 （0） 1 （1.4） 0 （0） 70 （100）

元治元（1864） 15 （18.8） 0 （0） 3 （3.8） 2 （2.5） 20 （25） 1 （1.3） 1 （1.3） 0 （0） 30 （37.5） 0 （0） 2 （2.5） 0 （0） 1 （1.3） 3 （3.8） 0 （0） 2 （2.5） 0 （0） 80 （100）

慶応元（1865） 17 （22.7） 1 （1.3） 0 （0） 0 （0） 9 （12） 4 （5.3） 3 （4） 0 （0） 32 （42.7） 0 （0） 2 （2.7） 0 （0） 3 （4） 3 （4） 0 （0） 1 （1.3） 0 （0） 75 （100）

慶応2（1866） 8 （9.2） 1 （1.1） 3 （3.4） 1 （1.1） 18 （20.7） 0 （0） 1 （1.1） 0 （0） 39 （44.8） 0 （0） 5 （5.7） 0 （0） 2 （2.3） 5 （5.7） 0 （0） 4 （4.6） 0 （0） 87 （100）

慶応3（1867） 23 （31.9） 0 （0） 2 （2.8） 0 （0） 17 （23.6） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 25 （34.7） 1 （1.4） 0 （0） 0 （0） 2 （2.8） 0 （0） 0 （0） 2 （2.8） 0 （0） 72 （100）

明治元（1868） 29 （26.9） 6 （5.6） 3 （2.8） 0 （0） 28 （25.9） 4 （3.7） 0 （0） 0 （0） 29 （26.9） 1 （0.9） 1 （0.9） 0 （0） 2 （1.9） 0 （0） 1 （0.9） 4 （3.7） 0 （0） 108 （100）

明治2（1869） 61 （18.3） 6 （1.8） 11 （3.3） 1 （0.3） 89 （26.7） 13 （3.9） 1 （0.3） 0 （0） 115 （34.5） 4 （1.2） 10 （3） 1 （0.3） 7 （2.1） 6 （1.8） 1 （0.3） 7 （2.1） 0 （0） 333 （100）

明治4（1871） 76 （20.8） 4 （1.1） 7 （1.9） 1 （0.3） 104 （28.5） 19 （5.2） 6 （1.6） 2 （0.5） 113 （31） 0 （0） 8 （2.2） 0 （0） 6 （1.6） 5 （1.4） 0 （0） 14 （3.8） 0 （0） 365 （100）

明治5（1872） 59 （24.7） 4 （1.7） 2 （0.8） 2 （0.8） 40 （16.7） 9 （3.8） 5 （2.1） 1 （0.4） 87 （36.4） 1 （0.4） 5 （2.1） 0 （0） 8 （3.3） 6 （2.5） 0 （0） 10 （4.2） 0 （0） 239 （100）

合　計 597 （24） 32 （1.3） 41 （1.7） 21 （0.8） 625 （25.2） 74 （3） 30 （1.2） 3 （0.1） 848 （34.2） 12 （0.5） 39 （1.6） 1 （0） 35 （1.4） 48 （1.9） 2 （0.1） 74 （3） 1 （0） 2483（100）
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出典： 文化1年「野馬御払毛疵帳」（藤101）、天保13年「御用留」（同111）、同11年「御用留」（同111）、同11年「御用留」（同 118）、弘化3年「御用留」（同180）、嘉永元年「御用留」（同182）、同2年「御用留」（同183）、同1年「御用留」
（同181）、同1年「御用留」（同181）、同1年「御用留」（同181）、安政1年「御用留」（同110）、文久2「御払野馬代金帳」 （同388）、元治元年「御払野馬代金帳」（同311）、慶応元年「御払野馬代金帳」（同311）、同2「御払野馬毛疵
帳」（同311）、同3年「御払野馬代金帳」（同313）、明治元年「御払野馬代金扣」（同101）、同2年「巳年四牧御払野馬 代金扣」（同131）、同1年「矢作牧野馬巻捕並御払代金扣」（同312）、同年「取香小間子両牧捕馬並御払代金扣」

（同131）、同1年「取香牧去ル年暮ゟ当申四月迄馬数仕訳調帳」（同311）。

年　代
鹿毛 鹿毛駮 黒鹿毛 白鹿毛 青毛 青毛駮 水青毛 水青毛駮 栗毛 栗毛駮 栃栗毛 栃栗毛駮 白栗毛 河原毛 河原毛駮 月毛 芦毛 合　計

頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%） 頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）頭数（%）

文化7（1810） 28 （34.6） 5 （6.2） 0 （0） 1 （1.2） 16 （19.8） 3 （3.7） 1 （1.2） 0 （0） 20 （24.7） 2 （2.5） 1 （1.2） 0 （0） 0 （0） 1 （1.2） 0 （0） 2 （2.5） 1 （1.2） 81 （100）

天保13（1842） 40 （27.6） 1 （0.7） 2 （1.4） 1 （0.7） 42 （29） 2 （1.4） 0 （0） 0 （0） 52 （35.9） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 1 （0.7） 0 （0） 0 （0） 4 （2.8） 0 （0） 145 （100）

天保14（1843） 30 （36.6） 0 （0） 1 （1.2） 1 （1.2） 20 （24.4） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 24 （29.3） 0 （0） 1 （1.2） 0 （0） 1 （1.2） 0 （0） 0 （0） 4 （4.9） 0 （0） 82 （100）

弘化元（1844） 11 （20） 0 （0） 0 （0） 2 （3.6） 21 （38.2） 1 （1.8） 2 （3.6） 0 （0） 16 （29.1） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 1 （1.8） 0 （0） 1 （1.8） 0 （0） 55 （100）

弘化3（1846） 33 （28） 2 （1.7） 0 （0） 0 （0） 31 （26.3） 4 （3.4） 1 （0.8） 0 （0） 44 （37.3） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 2 （1.7） 0 （0） 1 （0.8） 0 （0） 118 （100）

嘉永元（1848） 24 （24.5） 0 （0） 1 （1） 0 （0） 36 （36.7） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 34 （34.7） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 3 （3.1） 0 （0） 98 （100）

嘉永2（1849） 26 （29.9） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 28 （32.2） 3 （3.4） 0 （0） 0 （0） 25 （28.7） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 3 （3.4） 0 （0） 2 （2.3） 0 （0） 87 （100）

嘉永4（1851） 24 （28.2） 0 （0） 2 （2.4） 0 （0） 16 （18.8） 3 （3.5） 0 （0） 0 （0） 35 （41.2） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 2 （2.4） 0 （0） 3 （3.5） 0 （0） 85 （100）

嘉永5（1852） 32 （22.7） 0 （0） 2 （1.4） 6 （4.3） 33 （23.4） 1 （0.7） 6 （4.3） 0 （0） 51 （36.2） 1 （0.7） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 6 （4.3） 0 （0） 3 （2.1） 0 （0） 141 （100）

嘉永7（1854） 16 （26.7） 0 （0） 1 （1.7） 1 （1.7） 16 （26.7） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 21 （35） 1 （1.7） 1 （1.7） 0 （0） 0 （0） 1 （1.7） 0 （0） 2 （3.3） 0 （0） 60 （100）

安政4（1857） 29 （28.4） 1 （1） 1 （1） 1 （1） 24 （23.5） 4 （3.9） 3 （2.9） 0 （0） 32 （31.4） 0 （0） 1 （1） 0 （0） 1 （1） 1 （1） 0 （0） 4 （3.9） 0 （0） 102 （100）

文久2（1862） 16 （22.9） 1 （1.4） 0 （0） 1 （1.4） 17 （24.3） 3 （4.3） 0 （0） 0 （0） 24 （34.3） 1 （1.4） 2 （2.9） 0 （0） 1 （1.4） 3 （4.3） 0 （0） 1 （1.4） 0 （0） 70 （100）

元治元（1864） 15 （18.8） 0 （0） 3 （3.8） 2 （2.5） 20 （25） 1 （1.3） 1 （1.3） 0 （0） 30 （37.5） 0 （0） 2 （2.5） 0 （0） 1 （1.3） 3 （3.8） 0 （0） 2 （2.5） 0 （0） 80 （100）

慶応元（1865） 17 （22.7） 1 （1.3） 0 （0） 0 （0） 9 （12） 4 （5.3） 3 （4） 0 （0） 32 （42.7） 0 （0） 2 （2.7） 0 （0） 3 （4） 3 （4） 0 （0） 1 （1.3） 0 （0） 75 （100）

慶応2（1866） 8 （9.2） 1 （1.1） 3 （3.4） 1 （1.1） 18 （20.7） 0 （0） 1 （1.1） 0 （0） 39 （44.8） 0 （0） 5 （5.7） 0 （0） 2 （2.3） 5 （5.7） 0 （0） 4 （4.6） 0 （0） 87 （100）

慶応3（1867） 23 （31.9） 0 （0） 2 （2.8） 0 （0） 17 （23.6） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 25 （34.7） 1 （1.4） 0 （0） 0 （0） 2 （2.8） 0 （0） 0 （0） 2 （2.8） 0 （0） 72 （100）

明治元（1868） 29 （26.9） 6 （5.6） 3 （2.8） 0 （0） 28 （25.9） 4 （3.7） 0 （0） 0 （0） 29 （26.9） 1 （0.9） 1 （0.9） 0 （0） 2 （1.9） 0 （0） 1 （0.9） 4 （3.7） 0 （0） 108 （100）

明治2（1869） 61 （18.3） 6 （1.8） 11 （3.3） 1 （0.3） 89 （26.7） 13 （3.9） 1 （0.3） 0 （0） 115 （34.5） 4 （1.2） 10 （3） 1 （0.3） 7 （2.1） 6 （1.8） 1 （0.3） 7 （2.1） 0 （0） 333 （100）

明治4（1871） 76 （20.8） 4 （1.1） 7 （1.9） 1 （0.3） 104 （28.5） 19 （5.2） 6 （1.6） 2 （0.5） 113 （31） 0 （0） 8 （2.2） 0 （0） 6 （1.6） 5 （1.4） 0 （0） 14 （3.8） 0 （0） 365 （100）

明治5（1872） 59 （24.7） 4 （1.7） 2 （0.8） 2 （0.8） 40 （16.7） 9 （3.8） 5 （2.1） 1 （0.4） 87 （36.4） 1 （0.4） 5 （2.1） 0 （0） 8 （3.3） 6 （2.5） 0 （0） 10 （4.2） 0 （0） 239 （100）

合　計 597 （24） 32 （1.3） 41 （1.7） 21 （0.8） 625 （25.2） 74 （3） 30 （1.2） 3 （0.1） 848 （34.2） 12 （0.5） 39 （1.6） 1 （0） 35 （1.4） 48 （1.9） 2 （0.1） 74 （3） 1 （0） 2483（100）

表3　佐倉四牧の毛色分布



四　校

42

た
と
一
般
化
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
木
曽
地

域
と
比
較
し
て
、
な
ぜ
佐
倉
牧
で
は
栗

毛
の
比
率
が
高
か
っ
た
の
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
表
1
は
、
天
保
十
四
年
（
一

八
四
三
）
時
点
に
お
け
る
父
馬
の
毛
色

分
布
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表

か
ら
、
栗
毛
系
・
青
毛
系
・
鹿
毛
系
の

比
率
は
＝
三
：
三
：
三
と
、
ほ
ぼ
同
一

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
父
馬
は
、
複
数
頭
と
交
配

す
る
た
め
遺
伝
的
な
影
響
力
が
大
き
く
、

そ
れ
ゆ
え
毛
色
分
布
に
も
強
く
作
用
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
栗
毛
の
父
馬
が
三

割
程
存
在
し
た
こ
と
が
、
牧
全
体
に
お

け
る
栗
毛
の
比
率
を
高
め
て
い
た
可
能

性
は
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
遺
伝
的
な
影
響
は
母
駄
と

の
関
係
に
よ
り
決
定
す
る
が
、
典
拠
と

し
て
い
る
史
料
は
母
体
数
を
示
し
た
も

の
で
は
な
く
、
母
駄
の
毛
色
分
布
は
不

明
で
あ
る
。
ま
た
、
父
馬
全
体
の
毛
色

分
布
が
わ
か
る
史
料
も
他
に
現
存
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
現
時
点
で
は
、

毛
色
を
基
準
と
し
て
父
馬
が
選
抜
さ
れ
、
特
定
の
毛
色
の
馬
を
生
産
す
る
指

向
性
が
あ
っ
た
の
か
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

三
　
野
馬
の
社
会
体
制
と
社
会
行
動

　

馬
は
社
会
性
の
高
い
動
物
で
あ
り
、
野
生
状
態
に
置
か
れ
た
場
合
、
群
れ

を
形
成
し
て
行
動
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
行
動
を
記
録
し

た
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
お
ら
ず
、
特
に
個
体
行
動
を
追
跡
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
史
料
に
記
述
さ
れ
て
い
る
内
容
が
妥
当
で
あ

る
の
か
判
断
す
る
の
が
難
し
い
。
こ
う
し
た
制
約
か
ら
、
動
物
行
動
学
の
知

見
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
史
料
を
解
釈
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

史
料
1
は
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
十
二
月
、
佐
倉
牧
の
牧
士
が
、
当

時
同
牧
を
管
轄
し
て
い
た
明
治
政
府
会
計
官
附
属
の
野
馬
方
役
所
に
提
出
し

た
願
書
で
あ
る
。
主
旨
は
、
近
年
材
木
が
高
騰
し
、
植
林
が
活
発
に
行
わ
れ

た
結
果
、
牧
内
外
が
山
林
の
よ
う
に
な
り
野
馬
が
減
少
し
た
た
め
、
木
々
の

伐
採
を
願
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
こ
の
史
料
を
読
み
解
く
こ
と
を

通
じ
て
、
野
馬
の
社
会
体
制
と
社
会
行
動
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

〔
史
料
１
）
28
（

〕

　
　
　
　
　

以
書
付
奉
申
上
候

　
　

 
寛
政
度
御
改
正
以
来
、
牧
々
野
馬
生
育
方
之
義
格
別
御
世
話
方
被
為
在

候
ニ
付
、
追
々
馬
数
相
増
、
文
政
度
之
始
ゟ
天
保
之
頃
者
、
佐
倉
七
牧

御
払
馬
数
三
百
弐
三
十
疋
位
之
処
、
其
後
次
第
ニ
捕
馬
数
相
減
候
得
共
、

鹿毛
頭数（%）

黒鹿毛
頭数（%）

青
頭数（%）

栗毛
頭数（%）

栃栗毛
頭数（%）

月毛
頭数（%）

合　計
頭数（%）

小間子牧 3 （10） 2 （6.7） 12 （40） 9 （30） 1 （3.3） 3 （10） 30 （100）
取香牧 7 （36.8） 0 （0） 8 （42.1） 4 （21.1） 0 （0） 0 （0） 19 （100）
矢作牧 5 （23.8） 1 （4.8） 3 （14.3） 8 （38.1） 1 （4.8） 3 （14.3） 21 （100）
油田牧 3 （30） 0 （0） 4 （40） 2 （20） 0 （0） 1 （10） 10 （100）
合　計 18 （22.5） 3 （3.8） 27 （33.8） 23 （28.8） 2 （2.5） 7 （8.8） 80 （100）

表4　天保14年（1843） 父馬の毛色分布

出典：天保11年「総州佐倉四牧父馬帳」（藤313）。
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洩
馬
多
之
故
歟
与
相
心
得
、
追
方
便
利
ニ
可
相
成
場
所
々
々
江
新
土
手

御
普
請
等
相
願
、
生
育
方
者
勿
論
、
一
段
出
精
追
寄
仕
候
而
も
何
分
先

年
ニ
比
候
様
ニ
者
難
相
成
、
全
馬
数
減
候
様
相
見
へ
候
ニ
付
一
同
奉
恐

入
篤
与
勘
考
仕
候
処
、
享
保
年
中
牧
々
御
用
地
之
内
多
ク
林
畑
請
被　

仰
付
候
得
共
、
其
頃
者
木
品
直
段
至
而
下
直
ニ
而
、
野
縁
り
・
河
岸
遠

之
村
々
木
苗
植
付
之
者
聊
ニ
て
、
既
ニ
二
三
十
年
以
来
迄
者
其
侭
不
毛

之
原
多
く
、
生
育
方
・
追
寄
等
之
差
障
も
無
之
候
処
、
追
々
木
品
高
直

相
成
候
ニ
随
ひ
、
近
来
ニ
至
り
候
而
者
、
右
林
畑
不
残
植
込
繁
茂
致
し
、

悉
山
林
ニ
相
成
候
ニ
付
、
馬
数
相
減
候
義
与
奉
存
候
、
①
一
体
野
馬
立

場
与
申
者
打
開
ヶ
候
原
野
ニ
限
り
、
父
馬
之
強
弱
ニ
寄
、
多
少
之
党
を

帯
、
一
群
れ
ニ
而
引
分
り
、
彼
是
入
交
不
申
、
②
昼
者
五
七
町
或
者
拾

町
余
宛
も
分
散
致
し
候
得
共
、
③
暮
ニ
至
り
候
得
者
、
父
馬
己
ヶ
党
之

四
方
ヲ
駈
廻
り
、
忽
一
所
ニ
纏マ

ト
ヒ

ヒ
、
夜
者
当
才
・
二
才
之
弱
馬
を
中
ニ

置
、
父
馬
・
母
馬
ニ
て
囲
饒
致
し
相
守
候
事
、
都
而
者
父
馬
同
様
ニ
御

座
候
、
④
山
林
ニ
而
者
、
分
散
致
し
居
候
馬
、
即
時
ニ
集
聚ス

イ
メ

之
サ
イ

業
難

相
成
、
⑤
且
者

タ
ニ

多
ニ
付
嫌
り
候
義
与
相
見
へ
、
決
而
常
住
之
建
場

ニ
者
不
致
、
⑥
乍
去
三
四
歳
之
駒
ニ
至
り
候
而
者
、
春
向
父
馬
駄
ニ
掛

り
候
頃
、
是
を
悪
ミ
、
噛
荒
し
追
廻
り
候
ニ
付
、
野
ニ
立
兼
候
分
者
山

林
ニ
入
、
弐
三
疋
或
者
四
五
疋
之
群
れ
ニ
相
成
、
⑦
居
年
を
経
建
場
江

立
戻
り
、
歳
古
之
捕
馬
ニ
相
成
候
類
不
少
、
右
様
父
馬
立
場
を
広
ク
取

候
而
も
、
原
野
広
大
な
ら
て
ハ
多
く
之
馬
難
立
、
狭
ク
候
而
者
生
育
ニ

相
障
、
減
馬
仕
候
者
必
然
之
義
与
見
込
候
間
、
可
相
成
ハ
野
馬
入
林
畑

不
残
伐
払
、
素
御
用
地
ニ
御
引
戻
被　

仰
付
候
ハ
ヽ
、
往
々
馬
数
蕃
殖

盛
隆
可
仕
奉
存
候
、（
中
略
）

　
　
　
　

明
治
元
辰
年
十
二
月　
　
　
　
　

並
木
五
郎
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

根
本
鉄
之
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

京
増
健
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

島
田
幸
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
崎
源
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
崎
勝
左
衛
門

　
　
　
　

御
馬
方

　
　
　
　
　

御
役
所

　

ま
ず
は
、
傍
線
部
①
に
つ
い
て
。「
父
馬
之
強
弱
ニ
寄
、
多
少
之
党
を
帯
、

一
群
れ
ニ
而
引
分
り
、
彼
是
入
交
不
申
」
と
の
記
述
か
ら
、
父
馬
が
群
れ
を

伴
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
野
馬
の
よ
う
な
半
野
生
馬
の
場
合
、
一
頭
の

雄
馬
に
対
し
て
一
〜
一
〇
頭
前
後
の
雌
馬
と
子
馬
で
群
れ
を
形
成
す
る）

21
（

。
こ

れ
を
ハ
ー
レ
ム
（Harem G

roup

）
と
呼
ぶ
。

　

た
だ
し
、
ハ
ー
レ
ム
の
規
模
を
示
す
史
料
は
ほ
ぼ
現
存
し
て
い
な
い
。
わ

ず
か
に
、
父
馬
を
油
田
牧
へ
放
牧
し
た
際
に
、「
母
馬
六
、
七
疋
相
添
立
居

申
候
処
）
30
（

」
と
の
記
述
が
残
っ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
こ
の
一
文
に
よ
れ
ば
、

父
馬
一
頭
に
対
し
て
六
〜
七
頭
の
母
駄
を
単
位
と
す
る
ハ
ー
レ
ム
が
形
成
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
父
馬
の
頭
数
を
制
限
し
て
い
た
佐
倉
四
牧
の
場
合
、
デ
ー
タ
の
残

る
四
一
年
平
均
で
、
父
馬
の
比
率
は
五
・
九
％
、
母
駄
は
五
七
・
一
％
と
な
っ

て
い
る）

31
（

。
成
雌
馬
の
比
率
が
成
雄
馬
に
対
し
て
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。

種
雄
馬
の
頭
数
制
限
や
去
勢
を
行
っ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
ニ
ュ
ー
・
フ
ォ
レ
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ス
ト
や
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
ま
で
の
御
崎
馬
で
は
、
ハ
ー
レ
ム
に
入

れ
な
い
成
雌
馬
の
み
で
構
成
さ
れ
た
群
れ
が
報
告
さ
れ
て
い
る）

32
（

。
し
た
が
っ

て
、
自
然
の
性
比
を
人
為
的
に
変
え
て
い
る
以
上
、
佐
倉
牧
も
同
様
に
、
成

雌
馬
の
み
の
群
れ
も
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　

こ
の
成
雌
馬
の
群
れ
を
史
料
か
ら
直
接
的
に
証
明
す
る
の
は
難
し
い
が
、

父
馬
を
牧
替
え
す
る
際
、
母
駄
六
〜
九
頭
の
中
に
放
牧
し
た
例
を
三
件
確
認

で
き
る）

33
（

。
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
九
月
の
事
例
で
は
、「
矢
作
牧
之
内
字

四
本
木
前
与
申
所
、
野
馬
九
疋
立
ニ
相
添
立
」
て
て
、
江
戸
か
ら
連
れ
て
き

た
父
馬
を
放
牧
し
て
い
る）

31
（

。
こ
の
母
駄
を
父
馬
か
ら
引
き
離
し
て
連
れ
て
き

た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ハ
ー
レ
ム
の
安
定
的
な
形
成
は
生
産
頭

数
に
大
き
く
影
響
す
る
の
で）

31
（

、
わ
ざ
わ
ざ
既
成
の
ハ
ー
レ
ム
を
破
壊
し
て
ま

で
牽
き
連
れ
て
く
る
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
新
た
に
放
牧
す
る
父

馬
が
ハ
ー
レ
ム
を
形
成
し
や
す
い
よ
う
に
、
成
雌
馬
の
群
れ
を
牽
き
連
れ
て

き
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
②
に
つ
い
て
。
父
馬
を
中
心
と
し
た
群
れ
と
群
れ
と
の
間
は
、「
五

七
町
或
者
拾
町
余
宛
」
＝
面
積
で
約
五
〜
一
〇
ha
、
距
離
で
五
〇
〇
〜
一
〇

〇
〇
メ
ー
ト
ル
程
分
散
し
て
い
た
と
い
う
。
表
1
の
合
計
面
積
が
五
〇
二
六
・

七
ha
で
、
慶
応
三
年
時
点
の
父
馬
の
総
頭
数
が
八
〇
頭
で
あ
る
の
で
、
父
馬

一
頭
当
た
り
の
面
積
は
六
二
・
八
ha
と
な
る
。
上
記
は
机
上
の
数
値
で
は
あ

る
が
、
史
料
の
記
述
ど
お
り
、
一
つ
の
群
れ
で
五
〜
一
〇
ha
程
度
、
あ
る
い

は
そ
れ
以
上
の
社
会
空
間
を
有
し
て
い
た
と
判
断
し
て
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

　

③
で
は
、
父
馬
が
群
れ
の
四
方
を
駆
け
回
り
、
群
れ
を
統
率
す
る
様
子
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
雄
馬
が
、
群
れ
を
ま
と
め
て
先
導
し
た
り
、

移
動
を
促
す
行
動
を
し
た
り
と
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る）

31
（

。
し
か
し
、
③
の
後
半
部
分
で
、
夜
間
に
当
歳
・
二
歳
馬
と
い
っ

た
「
弱
馬
」
を
群
れ
の
中
央
に
移
動
さ
せ
、
そ
の
周
り
を
父
馬
と
母
駄
が
囲

む
こ
と
に
よ
り
外
敵
か
ら
守
る
行
動
を
と
っ
て
い
た
と
す
る
の
は
、
現
在
の

半
野
生
馬
で
は
観
察
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

続
く
④
で
は
、
牧
内
の
林
地
で
は
、
群
れ
が
分
散
す
る
た
め
、
人
が
馬
を

集
め
る
の
は
難
し
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
佐
倉
牧
は
草
地
の
み
で
占
め

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
史
料
1
に
あ
る
よ
う
に
植
林
が
行
わ
れ
て
お

り
、
野
馬
の
「
寒
暑
凌
」
の
林
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た）

31
（

。

　

御
崎
馬
の
場
合
、
九
月
以
降
草
地
の
植
生
量
が
減
少
し
始
め
る
と
、
水
や

雑
草
・
木
の
葉
を
求
め
て
、
杉
林
や
海
岸
沿
い
の
雑
草
地
に
行
動
圏
を
移
し

て
冬
を
過
ご
す
。
そ
の
た
め
、
冬
季
は
、
雄
馬
一
頭
に
雌
馬
一
〜
二
頭
、
種

馬
一
頭
に
雌
馬
一
〜
二
頭
と
子
馬
、
あ
る
い
は
雌
馬
と
子
馬
の
小
さ
な
群
れ

に
分
か
れ
る）

38
（

。

　

佐
倉
牧
も
同
様
に
、
植
生
量
の
減
少
す
る
冬
季
は
、
父
馬
・
母
駄
、
父
馬
・

母
駄
・
子
馬
、
母
駄
・
子
馬
の
群
れ
に
分
か
れ
て
、
林
地
で
行
動
す
る
頻
度

が
高
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
牧
内
の
野
馬
を
一
か
所
に
集
め
る
捕
馬
が
、

冬
本
番
前
の
七
〜
十
月
に
か
け
て
執
り
行
わ
れ
て
い
た
の
は
（
後
述
）、
群

れ
が
分
散
し
林
地
で
生
活
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
捕
馬
が
困
難
に
な
る
こ
と

と
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

⑤
で
は
、
林
地
に
は
ダ
ニ
が
多
い
た
め
、「
常
住
之
建
場
」＝
生
活
圏
と
し

て
い
な
い
と
い
う
。
こ
の
ダ
ニ
に
つ
い
て
、
盛
岡
藩
牧
で
は
、
ダ
ニ
の
除
去

を
一
つ
の
目
的
と
し
て
春
に
野
焼
き
を
行
っ
て
い
た）

31
（

。
佐
倉
牧
で
も
、
十
・
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十
一
月
に
野
焼
き
を
定
期
的
に
実
施
し
て
い
る
が
、
ダ
ニ
駆
除
を
目
的
と
し

て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
現
在
で
も
都
井
岬
で
は
、
毎
年
二
月
上

旬
に
ダ
ニ
駆
除
の
た
め
の
野
焼
き
を
、
五
月
下
旬
に
は
ダ
ニ
駆
除
の
薬
を
投

薬
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
ダ
ニ
で
は
な
い
が
、
代
官
小
宮
山
昌
世
の
手
代
諸
角
忠
太
夫
が
作

成
し
た
「
野
馬
一
件
覚
書
」
に
は
、
遅
れ
て
夏
に
生
ま
れ
た
当
歳
馬
を
「
あ

ふ
子
」
と
呼
び
、
キ
ジ
ラ
ミ
・
ア
ブ
・
カ
が
多
い
季
節
の
た
め
一
〇
頭
の
う

ち
一
頭
も
育
た
な
か
っ
た
こ
と
や
、
キ
ジ
ラ
ミ
を
取
る
た
め
江
戸
城
に
繋
養

す
る
上
げ
馬
を
湯
洗
い
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る）

10
（

。

　

以
上
の
事
例
か
ら
、
自
然
放
牧
さ
れ
て
い
た
野
馬
は
、
投
薬
は
勿
論
の
こ
と
、

手
入
れ
も
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
ダ
ニ
・
キ
ジ
ラ
ミ
な
ど
寄
生
性
の
虫
が

馬
体
に
付
着
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
ダ
ニ
を
嫌
が
っ
て
林
地
を

忌
避
す
る
行
動
を
と
っ
て
い
た
事
例
は
、
現
生
馬
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

　

次
に
⑥
に
つ
い
て
。
三
〜
四
歳
の
雄
馬
が
、「
春
向
父
馬
駄
ニ
掛
り
候
頃
」

＝
父
馬
と
母
駄
が
交
配
す
る
春
の
繁
殖
シ
ー
ズ
ン
に
、「
是
を
悪
ミ
、
噛
荒

し
追
廻
り
候
ニ
付
」＝
父
馬
に
噛
み
つ
い
た
り
追
い
か
け
廻
し
た
り
し
て
い
た
。

　

こ
こ
で
、
再
び
御
崎
馬
の
事
例
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
雄
子
馬
は
、
一

〜
四
歳
の
性
成
熟
に
達
す
る
前
に
、
生
来
の
群
れ
を
離
れ
て
若
雄
群
を
形
成

す
る
。
そ
し
て
、
性
成
熟
に
達
す
る
四
〜
五
歳
頃
か
ら
は
、
若
雄
群
を
離
れ
、

雌
馬
を
獲
得
す
る
た
め
、
既
成
の
ハ
ー
レ
ム
群
を
徘
徊
す
る
行
動
が
観
察
さ

れ
て
い
る）

11
（

。

　

つ
ま
り
、
⑥
で
雄
馬
が
父
馬
に
噛
み
つ
く
行
為
は
、
ハ
ー
レ
ム
を
持
た
な

い
雄
馬
が
、
ハ
ー
レ
ム
を
持
つ
雄
馬
の
周
囲
を
徘
徊
し
攻
撃
し
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
敵
対
行
動
は
半
野
生
馬
で
も
確
認
で
き
る
。
た

と
え
ば
、
カ
ナ
ダ
・
セ
ー
ブ
ル
島
の
半
野
生
馬
で
は
、
繁
殖
シ
ー
ズ
ン
に
な

る
と
、
雄
馬
間
で
の
噛
む
、
蹴
る
、
後
脚
で
立
っ
て
前
肢
で
組
み
合
う
、
追

走
す
る
な
ど
の
敵
対
行
動
が
観
察
さ
れ
て
い
る）

12
（

。

　

表
1
に
、
売
却
対
象
と
な
っ
た
野
馬
の
う
ち
か
ら
「
駒
喰
（
い
）」
と
記

録
さ
れ
た
疵
痕
を
一
覧
で
示
し
た
。
こ
の
表
か
ら
、
目
・
耳
・
首
・
肩
・
股

と
、
ほ
ぼ
全
身
に
か
け
て
攻
撃
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
、
噛
み
つ

き
や
す
い
耳
か
ら
肩
に
か
け
て
集
中
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
史
料
1
と
表

1
か
ら
、
父
馬
と
雄
馬
間
あ
る
い
は
雄
馬
間
で
、
現
生
の
半
野
生
馬
と
同
様

の
敵
対
行
動
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。

　

続
く
文
章
で
は
、「
野
ニ
立
兼
候
分
者
山
林
ニ
入
」＝
草
地
で
生
息
で
き
な

い
雄
馬
は
林
地
で
行
動
し
、
二
〜
五
疋
の
群
れ
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
。
後

述
す
る
と
お
り
、
父
馬
と
な
る
一
部
の
馬
を
除
い
て
、
三
歳
以
上
の
雄
馬
は
、

捕
馬
時
に
捕
獲
さ
れ
て
牧
周
辺
村
々
に
売
却
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
部
の

雄
馬
は
、
捕
り
逃
が
す
な
ど
の
理
由
で
牧
内
に
生
息
し
て
お
り
、「
抜
馬
」「
洩

疵痕 頭数
左目上駒喰 1
右耳駒喰 2
左耳駒喰 3
平首ニ駒喰 1
右平首ニ駒喰 1
肩ニ駒喰 2
股ニ駒喰 1
左前足駒喰 1
左跡股ニ駒喰 1

表5　駒喰いの事例

出典： 慶応元年「御払野馬代金帳」（藤
311）、同2「御払野馬毛疵帳」

（同311）、同3年「御 払 野 馬
代金帳」（同313）、明治元年

「御払野馬代金扣」（同101）、
同2年「巳年四牧御払野馬代
金扣」（同131）、同年「取香
小間子両牧捕馬並御払代金扣」

（同131）。
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馬
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
御
崎
馬
の
事
例
も
踏
ま
え

る
と
、「
弐
三
疋
或
者
四
五
疋
之
群
れ
」
は
、
ハ
ー
レ
ム
を
持
た
な
い
三
歳

駒
や
「
抜
馬
」
な
ど
で
構
成
さ
れ
た
若
雄
群
と
解
釈
で
き
よ
う
。

　

最
後
の
⑦
で
は
、
歳
古
＝
老
齢
の
馬
が
野
に
戻
っ
た
際
、
捕
馬
で
捕
獲
さ

れ
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
と
い
う
。
ハ
ー
レ
ム
群
を
形
成
し
た
経
験
の
あ

る
雄
馬
や
、
高
齢
等
の
理
由
で
体
力
が
低
下
し
た
雄
馬
は
、
群
れ
を
離
れ
て

単
独
で
行
動
す
る）

13
（

。
⑦
は
こ
う
し
た
雄
馬
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
史
料
か
ら
推
定
で
き
る
限
り
、
野
馬
の
社
会
体
制
は
、
①
父
馬
一

頭
に
対
し
て
複
数
の
母
駄
及
び
子
馬
で
構
成
さ
れ
る
ハ
ー
レ
ム
群
、
②
母
駄

の
み
の
成
雌
馬
群
（
た
だ
し
、
出
産
し
た
場
合
は
子
馬
を
伴
う
）、
③
独
身
若

雄
群
の
三
つ
の
群
れ
で
成
り
立
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
野
馬
が

示
す
社
会
行
動
は
、
現
在
観
察
で
き
る
半
野
生
馬
と
概
ね
同
一
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
種
雄
馬
を
制
限
し
て
い
る
ニ
ュ
ー
・
フ
ォ
レ
ス
ト
や
昭
和
二
八

年
ま
で
の
御
崎
馬
で
は
、
③
は
通
常
出
現
し
な
い）

11
（

。
こ
の
点
で
、
本
稿
で
示

し
た
事
実
と
矛
盾
す
る
。
現
段
階
で
は
、
そ
の
要
因
が
人
為
的
な
も
の
で
あ

る
の
か
、
あ
る
い
は
史
料
1
が
事
実
を
反
映
し
て
い
な
い
か
ら
な
の
か
は
不

明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
な
る
史
料
の
発
掘
が
必
要
と
な
ろ
う
。

四
　
頭
数
の
推
移

　
　
　
1
　
全
体

　

前
章
ま
で
で
野
馬
の
基
礎
的
な
情
報
を
示
し
た
の
で
、
次
に
、
放
牧
頭
数

を
経
年
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

使
用
す
る
主
な
資
料
は
、
御
用
留
に
記
録
さ
れ
て
い
る
残
馬
帳
で
、
寛
政

七
年
（
一
七
九
五
）
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
ま
で
の
七
三
年
間
の
う

ち
四
一
年
分
が
現
存
し
て
い
る
。
佐
倉
牧
で
は
、
七
〜
十
月
に
か
け
て
実
施

さ
れ
る
捕
馬
後
に
、
牧
士
が
父
馬
・
母
駄
・
二
歳
駒
・
当
歳
の
頭
数
を
報
告

す
る
。
そ
の
記
録
が
残
馬
帳
で
あ
る
。
た
だ
し
、
捕
馬
後
、
父
馬
な
ど
に
選

抜
さ
れ
な
か
っ
た
三
歳
駒
や
不
要
な
馬
は
、
周
辺
村
々
に
売
却
さ
れ
る
た
め
、

そ
れ
ら
の
馬
は
残
馬
帳
に
含
ま
れ
な
い
。
ま
た
、
捕
馬
時
に
捕
獲
で
き
な
か
っ

た
「
抜
馬
」
や
「
洩
馬
」
と
称
さ
れ
る
馬
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
で

本
史
料
に
は
不
備
が
あ
る
も
の
の
、
全
体
の
傾
向
や
父
馬
以
下
の
頭
数
を
把

握
す
る
う
え
で
は
有
用
な
史
料
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
、
各
牧
の
総
頭
数
を
示
し
た
図
3
か
ら
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

⑴ 

一
七
九
五
〜
九
九
（
寛
政
七
〜
十
一
）
年
の
頭
数
は
、
①
小
間
子
牧
→
②

③
取
香
牧
ま
た
は
矢
作
牧
→
④
油
田
牧
の
順
で
多
く
、
取
香
牧
と
矢
作
牧

と
の
間
で
変
動
が
あ
る
が
、
一
八
〇
〇
（
同
十
二
）
年
以
降
は
、
①
小
間

子
牧
→
②
矢
作
牧
→
③
取
香
牧
→
④
油
田
牧
の
順
で
固
定
化
す
る
。

⑵ 

一
八
〇
一
・
〇
二
・
〇
五
・
一
七
（
享
和
元
・
二
・
文
化
二
・
十
四
）
年
に

全
牧
で
最
大
頭
数
を
記
録
す
る
。
一
八
〇
〇
年
代
の
取
香
牧
は
減
少
傾
向

に
あ
る
が
、
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
一
七
九
五
〜
一
八
一
七
（
寛
政

七
〜
文
化
十
四
）
年
は
増
加
基
調
と
な
っ
て
い
る
。

⑶ 

一
八
二
八
（
文
政
十
一
）
年
に
全
牧
で
減
少
す
る
。
特
に
小
間
子
・
矢
作

牧
で
は
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。

⑷ 

一
八
二
九
〜
三
二
（
文
政
十
二
〜
天
保
三
）
年
は
回
復
基
調
に
あ
っ
た
が
、
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一
八
三
三
（
天
保
四
）
年
に
全
牧
で
最
小
頭
数
を
記
録
す
る
。
頭
数
ベ
ー

ス
で
は
前
年
比
二
四
五
（
小
間
子
）
〜
八
二
頭
（
油
田
）、
減
少
率
で
は
前

年
比
六
二
・
一
（
油
田
）
〜
三
〇
％
（
取
香
）
と
、
い
ず
れ
も
激
減
し
て

い
る
。

⑸ 

一
八
三
九
〜
六
七
（
天
保
十
〜
慶
応
三
）
年
は
、
一
八
四
八
（
嘉
永
元
）
年

に
全
牧
で
や
や
大
き
く
減
少
す
る
が
、
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
緩
や

か
な
増
減
を
繰
り
返
し
な
が
ら
安
定
的
に
推
移
し
て
い
る
。

　
　
　
2
　
父
馬

　

父
馬
は
三
歳
以
上
の
雄
馬
で
あ
る
。
佐
倉
四
牧
の
場
合
、
秋
の
捕
馬
時
に

三
歳
駒
の
う
ち
か
ら
年
平
均
四
・
三
頭
が
父
馬
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
る
が
、

そ
の
他
の
大
半
は
周
辺
村
々
に
払
い
下
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
父
馬
は
人
為

的
に
選
抜
さ
れ
、
頭
数
を
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

父
馬
の
頭
数
を
示
し
た
図
1
か
ら
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

⑴ 

一
七
九
五
〜
一
八
〇
六
（
寛
政
七
〜
文
化
三
）
年
の
十
二
年
間
は
、
二
〜

九
年
ス
パ
ン
で
一
定
の
変
動
が
み
ら
れ
る
。

⑵ 

一
八
二
八
・
二
九
（
文
政
十
一
・
十
二
）
年
に
全
牧
で
大
幅
な
減
少
が
生

じ
て
い
る
。
特
に
一
八
二
九
年
は
、
油
田
牧
を
除
く
三
牧
で
最
小
頭
数
を

記
録
し
て
い
る
。

⑶ 
一
八
三
一
（
天
保
二
）
年
以
降
は
回
復
基
調
に
あ
っ
た
が
、
一
八
三
三
（
天

保
四
）
年
に
全
牧
で
大
幅
な
減
少
が
生
じ
て
い
る
。
頭
数
ベ
ー
ス
で
は
前

年
比
一
八
（
小
間
子
）
〜
八
頭
（
油
田
）、減
少
率
で
は
前
年
比
八
〇
（
油
田
）

〜
四
七
・
六
％
（
矢
作
）
と
、
い
ず
れ
も
激
減
し
て
い
る
。

図3　佐倉四牧の牧別頭数
出典： 『酒々井町史』2-212・301・111・112・113・101・110、3-18・211・221・211・288・311・382・100・101・

111・123・111・111・113・111・118・188・111、寛政1年「四牧馬数覚」（藤381）、同10年「佐倉矢作牧・
小間子牧・油田牧・取香牧残馬帳」（同212）、同11年「佐倉矢作牧・取香牧・小間子牧・油田牧残馬帳」（同
211）、天保3年「（佐倉牧残馬帳）」（同331）、同13年「御用留」（同111）、同11年「御用留」（同111）、同11
年「御用留」（同118）、弘化3年「御用留」（同180）、嘉永元年「御用留」（同182）、同2年「御用留」（同
183）、同1年「御用留」（同181）、同1年「御用留」（同181）、同1年「御用留」（同181）、同1年「御用留」（同
181）、安政2年「御用留」（同188）、同3年「御用留」（同181）、同1年「御用留」（同110）。
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⑷ 

一
八
三
九
（
天
保
十
）
年
以
降
は
、
小
間
子
牧
三
〇
、
取
香
牧
一
九
、
矢

作
牧
二
一
、
油
田
牧
一
〇
頭
と
、
一
定
の
頭
数
で
推
移
し
て
い
る
。
一
八

三
四
〜
三
八
（
天
保
五
〜
九
）
年
の
デ
ー
タ
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
、
正

確
な
時
期
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
一
八
三
〇
年
代
中
頃
（
天
保

年
間
半
ば
）
に
は
、放
牧
頭
数
が
決
定
し
固
定
化
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
　
　
3
　
母
駄

　

母
駄
は
三
歳
以
上
の
雌
馬
で
あ
る
。
病
気
や
著
し
い
障
が
い
・
疵
が
な
い

場
合
は
、
秋
の
捕
馬
後
に
、
性
成
熟
前
の
二
歳
駄
を
母
駄
と
し
て
取
り
立
て

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
父
馬
の
よ
う
な
選
抜
・
淘
汰
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

母
駄
の
頭
数
を
示
し
た
図
1
か
ら
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

⑴ 

一
八
〇
一
・
〇
二
（
享
和
元
・
二
）
年
に
全
牧
で
最
大
頭
数
を
記
録
す
る
。

取
香
牧
で
一
八
〇
六
（
文
化
三
）
年
に
大
き
く
減
少
し
て
い
る
が
、
全
体

的
な
傾
向
と
し
て
は
、
一
七
九
五
〜
一
八
一
七
（
寛
政
七
〜
文
化
十
四
）

年
は
増
加
基
調
と
な
っ
て
い
る
。

⑵ 

一
八
二
八
（
文
政
十
一
）
年
に
小
間
子
・
矢
作
牧
で
大
幅
な
、一
八
二
九
（
同

十
二
）
年
に
取
香
・
油
田
牧
で
緩
や
か
な
減
少
が
生
じ
て
い
る
。

⑶ 

一
八
三
一
（
天
保
二
）
年
以
降
は
回
復
基
調
に
あ
っ
た
が
、
一
八
三
三
（
天

保
四
）
年
に
取
香
牧
を
除
く
三
牧
で
最
小
頭
数
を
記
録
す
る
。
頭
数
ベ
ー

ス
で
は
前
年
比
一
八
三
（
小
間
子
）
〜
五
四
頭
（
油
田
）、
減
少
率
で
は
前

年
比
六
二
（
油
田
）
〜
二
八
・
四
％
（
取
香
）
と
、
い
ず
れ
も
激
減
し
て

い
る
。

⑷ 

一
八
三
九
〜
一
八
六
七
（
天
保
十
〜
慶
応
三
）
年
は
、一
八
四
九
・
五
〇
（
嘉

図4　父馬の牧別頭数
出典：図3に同じ。
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永
二
・
三
）
年
に
向
か
っ
て
全
牧
で
や
や
減
少
傾
向
に
あ
る
が
、
全
体
的

な
傾
向
と
し
て
は
、
緩
や
か
な
増
減
を
繰
り
返
し
な
が
ら
安
定
的
に
推
移

し
て
い
る
。

　
　
　
4
　
二
歳
駒

　

二
歳
駒
は
父
馬
予
備
軍
で
あ
る
。
残
馬
帳
で
は
、
二
歳
駒
の
毛
色
を
記
録

し
て
お
り
、
父
馬
予
備
軍
と
し
て
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

母
駄
と
同
様
、
人
為
的
な
選
抜
・
淘
汰
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
よ
っ
て
、
そ

の
頭
数
は
前
年
の
出
生
数
と
死
亡
率
に
左
右
さ
れ
る
。

　

二
歳
駒
の
頭
数
を
示
し
た
図
1
か
ら
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

⑴ 

一
七
九
五
〜
一
八
一
七
（
寛
政
七
〜
文
化
十
四
）
年
ま
で
は
、
油
田
牧
を

除
く
三
牧
で
乱
高
下
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
七
九
五
・
一
八
〇
〇
・
〇
一

（
寛
政
七
・
十
二
・
享
和
元
）
年
に
全
牧
で
最
大
頭
数
を
記
録
す
る
一
方
、

一
八
〇
五
（
文
化
二
）
年
に
小
間
子
・
油
田
牧
で
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。

⑵ 

一
八
二
八
（
文
政
十
一
）
年
に
小
間
子
・
矢
作
・
油
田
牧
で
大
き
く
減
少

し
て
い
る
。
取
香
牧
で
も
、
一
八
二
九
（
同
十
二
）
年
に
そ
れ
ま
で
で
最

小
頭
数
を
記
録
し
て
い
る
。

⑶ 

一
八
三
一
（
天
保
二
）
年
以
降
は
回
復
基
調
に
あ
っ
た
が
、
一
八
三
三
（
天

保
四
）
年
に
全
牧
で
最
小
頭
数
を
記
録
す
る
。
頭
数
ベ
ー
ス
で
は
前
年
比

二
〇
（
小
間
子
）
〜
四
頭
（
油
田
）、
減
少
率
で
は
前
年
比
八
〇
（
油
田
）

〜
五
三
・
三
％
（
取
香
）
と
、
い
ず
れ
も
激
減
し
て
い
る
。

⑷ 

一
八
三
九
〜
六
七
（
天
保
十
〜
慶
応
三
）
年
は
、一
七
九
五
〜
一
八
一
七
（
寛

政
七
〜
文
化
十
四
）
年
と
比
較
し
て
、
緩
や
か
な
増
減
を
繰
り
返
し
な
が

図5　母駄の牧別頭数
出典：図3に同じ。
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ら
安
定
的
に
推
移
し
て
い
る
。

　
　
　
5
　
当
歳

　

最
後
に
、
図
1
か
ら
当
該
年
に
出
生
し
た
当
歳
馬
を
取
り
上
げ
た
い
。

⑴ 

一
七
九
五
〜
一
八
一
七
（
寛
政
七
〜
文
化
十
四
）
年
ま
で
は
、
油
田
牧
を

除
く
三
牧
に
お
い
て
、
一
年
ス
パ
ン
で
大
幅
な
増
減
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

ま
た
、
一
七
九
九
・
一
八
〇
二
・
〇
六
・
一
七
（
寛
政
十
一
・
享
和
二
・

文
化
三
・
十
四
）
年
に
各
牧
で
最
大
頭
数
を
記
録
す
る
一
方
、一
八
〇
五
（
文

化
二
）
年
に
油
田
牧
で
大
き
く
減
少
し
て
い
る
。

⑵ 

一
八
二
八
（
文
政
十
一
）
年
に
全
牧
で
大
き
く
減
少
す
る
が
、
翌
二
九
（
同

十
二
）
年
に
は
増
加
に
転
じ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
八
三
一
（
天
保
二
）

年
に
再
度
大
幅
な
減
少
が
生
じ
る
が
、
翌
三
二
（
同
三
）
年
に
は
増
加
に

転
じ
て
い
る
。

⑶ 

一
八
三
三
（
天
保
四
）
年
に
矢
作
・
油
田
牧
で
最
小
頭
数
を
、
小
間
子
・

取
香
牧
で
も
大
幅
な
減
少
を
記
録
し
て
い
る
。
頭
数
ベ
ー
ス
で
は
前
年
比

六
二
（
小
間
子
）
〜
二
四
頭
（
油
田
）、
減
少
率
で
は
前
年
比
八
六
・
六
（
油

田
）
〜
三
二
・
四
％
（
取
香
）
と
、
い
ず
れ
も
激
減
し
て
い
る
。

⑷ 

一
八
三
九
〜
六
七
（
天
保
十
〜
慶
応
三
）
年
は
、一
七
九
五
〜
一
八
一
七
（
寛

政
七
〜
文
化
十
四
）
年
と
比
較
し
て
、
緩
や
か
な
増
減
を
繰
り
返
し
な
が

ら
安
定
的
に
推
移
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
八
四
八
（
嘉
永
元
）
年
に
小

間
子
・
取
香
牧
で
最
小
頭
数
を
、
矢
作
・
油
田
牧
で
も
大
幅
な
減
少
を
記

録
し
て
い
る
。

図6　二歳駒の牧別頭数
出典：図3に同じ。
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6
　
時
期
区
分

　

1
〜
1
を
整
理
し
て
時
期
区
分
す
る
と
、
次
の
と
お
り
と
な
る
。

【
増
加
期
】
寛
政
七
〜
文
政
年
間
末
（
一
七
九
五
〜
一
八
二
〇
年
代
末
）

　

こ
の
期
間
に
、
父
馬
で
は
三
牧
が
、
母
駄
・
二
歳
駒
・
当
歳
で
は
全
牧
が

最
大
頭
数
を
記
録
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
八
〇
〇
年
代
の
取
香
牧
は
減
少
傾

向
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
増
加
基
調
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
父
馬

の
頭
数
が
二
〜
九
年
ス
パ
ン
で
変
動
し
て
い
る
こ
と
、
母
駄
・
二
歳
駒
・
当

歳
の
増
減
幅
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、
不
安
定
期
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

【
減
少
期
】 

文
政
年
間
末
〜
天
保
年
間
半
ば
（
一
八
二
〇
年
代
末
〜
一
八
三
〇

年
代
中
頃
）

　

文
政
十
一
・
十
二
年
（
一
八
二
八
・
二
九
）
に
全
牧
で
大
幅
な
減
少
が
、

続
く
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
は
、
全
牧
で
最
大
の
減
少
が
生
じ
て
い
た
。

特
に
天
保
四
年
は
、
小
間
子
・
取
香
牧
の
当
歳
を
除
く
全
性
齢
で
最
大
の
減

少
を
記
録
し
て
い
る
。

【
安
定
期
】
天
保
年
間
半
ば
〜
慶
応
三
年
（
一
八
三
〇
年
代
中
頃
〜
一
八
六
七
）

　

天
保
十
年
以
降
父
馬
は
一
定
と
な
り
、
か
つ
、
母
駄
・
二
歳
駒
・
当
歳
は
、

緩
や
か
な
増
減
を
繰
り
返
し
な
が
ら
推
移
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
嘉
永
元
年

（
一
八
四
八
）
に
全
牧
で
当
歳
が
激
減
し
、
母
駄
も
嘉
永
二
・
三
年
に
向
か
っ

て
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
一
時
的
な
減
少
期
を
挟
み
つ
つ
も
、
増

加
期
と
比
較
す
る
と
、
長
期
に
わ
た
っ
て
安
定
的
に
推
移
し
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
天
保
年
間
半
ば
（
一
八
三
〇
年
代
中
頃
）
以
降

の
頭
数
は
、
適
正
放
牧
数
を
示
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

　

特
に
、
父
馬
の
頭
数
が
変
動
な
く
一
定
で
推
移
し
て
い
た
点
に
は
注
目
し

図7　当歳馬の牧別頭数
出典：図3に同じ。
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た
い
。
父
馬
の
頭
数
は
、
ハ
ー
レ
ム
の
安
定
的
な
形
成
、
す
な
わ
ち
母
駄
の

交
配
機
会
の
多
寡
に
関
係
す
る
こ
と
か
ら
、
生
産
頭
数
に
大
き
な
影
響
を
与

え
る
。
し
た
が
っ
て
、
頭
数
が
一
定
と
な
っ
た
天
保
年
間
半
ば
は
、
牧
の
管

理
者
が
適
正
放
牧
数
を
把
握
し
、
父
馬
の
頭
数
を
制
限
す
る
よ
う
に
な
っ
た

画
期
と
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

五
　
野
馬
の
管
理
方
法

　
　
　
1
　
捕
馬

　

本
章
で
は
、
野
馬
の
管
理
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
な
が
ら
、
前
章
で
明
ら

か
に
し
た
増
加
期
の
背
景
を
探
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

牧
で
最
も
重
要
な
行
事
は
、
各
牧
に
設
け
ら
れ
た
捕と
っ
こ
め込

に
野
馬
を
追
い
込

む
「
捕
馬
」
で
あ
る
。
捕
馬
は
、
野
馬
捕
り
、
野
馬
追
い
、
野
馬
懸
な
ど
と

も
呼
ば
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
相
馬
小
高
神
社
の
野
馬
懸
に
そ
の
一
端
が
残
っ

て
い
る
。
佐
倉
七
牧
で
は
、
七
〜
十
月
に
一
か
月
半
程
か
け
て
執
り
行
わ
れ

て
い
た
。
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
の
場
合
、
八
月
八
日
に
油
田
牧
か
ら
始

ま
り
、
九
〜
十
日
矢
作
牧
、
十
一
〜
十
二
日
取
香
牧
、
二
六
〜
二
七
日
小
間

子
牧
、
九
月
七
日
内
野
牧
、
九
日
高
野
牧
の
順
で
実
施
さ
れ
、
最
終
的
に
は

九
月
十
九
日
に
終
え
て
い
る）

11
（

。

　

図
1
の
白
丸
に
捕
込
の
位
置
を
示
し
た
。
捕
込
は
、
野
馬
を
追
い
込
み
や

す
い
よ
う
に
、
牧
の
端
や
狭
隘
に
な
っ
た
場
所
に
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
原
状
を
良
く
残
す
取
香
牧
の
場
合
、
捕
込
は
土
手
で
築
造
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
外
周
は
約
三
八
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
、
土
手
の
高
さ
は
四
メ
ー

ト
ル
に
も
達
し
て
い
る）

11
（

。
捕
込
の
内
部
は
、
①
捕
込
が
二
室
、
②
溜
込
と
③

払
込
が
そ
れ
ぞ
れ
一
室
の
計
四
室
に
区
分
け
さ
れ
て
い
た
。
各
室
は
、
ま
ず

①
捕
込
に
馬
を
追
い
込
ん
だ
の
ち
、
江
戸
城
厩
に
繋
養
す
る
上
げ
馬
や
民
間

に
売
却
す
る
払
い
馬
は
②
溜
込
に
、
牧
に
返
す
野
馬
は
③
払
込
に
収
容
す
る

よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。

　

図
8
は
、
大
正
年
間
（
一
九
一
二
〜
二
六
）
に
、
旧
牧
士
家
の
人
物
が
幼

少
時
に
見
た
柳
沢
牧
で
の
捕
馬
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
か
ら
、
捕

込
内
に
追
い
込
ま
れ
た
野
馬
は
、
竹
竿
や
素
手
で
捕
獲
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
鉢
巻
姿
で
捕
獲
し
て
い
る
人
物
は
、
捕
手
や
網
掛
と
呼
ば
れ
る
牧

付
村
の
百
姓
で
あ
る
。
ま
た
、
竹
竿
の
先
端
に
輪
に
し
た
縄
を
結
ん
で
い
る

が
、
こ
の
よ
う
な
馬
捕
り
竿
は
、
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
が
用
い
る
オ
ー
ル
ガ
と

類
似
の
構
造
で
あ
る
。

　

画
面
中
央
の
捕
手
や
網
掛
の
横
で
、
羽
織
袴
に
大
小
の
脇
差
を
指
し
た
牧

士
が
、
両
手
で
焼
印
を
押
そ
う
と
し
て
い
る
。
捕
獲
さ
れ
た
野
馬
で
焼
印
の

な
い
当
歳
馬
な
ど
に
は
、
図
1
の
よ
う
に
、
各
牧
で
決
め
ら
れ
た
焼
印
を
臀

部
に
押
す
こ
と
に
よ
り
管
理
し
て
い
た
。

　

幔
幕
に
槍
を
置
い
た
小
屋
の
中
で
腰
を
掛
け
て
い
る
の
は
、
野
馬
奉
行
と

牧
士
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
に
は
、
江
戸
野
馬
方
役
所
の
役
人
も
加
わ
っ
て
、

捕
馬
を
検
分
し
て
い
た
。
ま
た
、
右
側
の
牧
士
は
手
に
帳
簿
を
持
っ
て
い
る
。

捕
馬
時
に
は
、
牧
士
が
捕
獲
し
た
馬
の
頭
数
や
払
い
馬
・
上
げ
馬
に
選
別
さ

れ
た
馬
な
ど
を
記
録
し
て
い
た
。
残
馬
帳
は
、
ま
さ
に
こ
の
捕
馬
に
際
し
て

作
成
さ
れ
た
書
類
で
あ
る
。

　

な
お
、
土
手
に
は
、
男
女
が
座
っ
て
捕
馬
を
見
物
し
て
い
る
様
子
も
描
か
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図8　捕馬の図下絵
出典：川嶋宏家所蔵（八街市郷土資料館提供）。
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れ
て
い
る
。
捕
馬
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な
見
物
人
に
対
し
て
酒
食
を
提
供
す

る
店
が
出
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
、『
成
田
参
詣
記
』
な
ど
の

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
や
浮
世
絵
の
画
題
に
も
な
る
名
物
・
名
所
と
し
て
認
知
さ
れ

て
い
た）

11
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
捕
馬
は
、
広
大
な
牧
地
に
分
散
し
て
い
る
野
馬
を
把
握
し
、

さ
ら
に
江
戸
城
厩
に
繋
養
す
る
上
げ
馬
を
選
定
し
た
り
、
不
要
と
な
っ
た
馬

を
払
い
馬
と
し
て
売
却
し
た
り
、
あ
る
い
は
後
述
す
る
よ
う
に
新
た
な
父
馬

を
選
抜
し
た
り
と
、
野
馬
を
管
理
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
行
事
で
あ
っ
た
。

　

表
1
は
、
捕
馬
で
選
別
さ
れ
た
野
馬
の
内
訳
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
野
に
返
す
の
が
前
提
の
父
馬
・
母
駄
・
二
歳
駒
・
当
歳
は
含
ま
れ
て

い
な
い
。
性
齢
の
内
訳
は
不
明
で
あ
る
が
、
三
歳
駒
を
中
心
に
、
以
前
の
捕

馬
で
捕
獲
で
き
な
か
っ
た
雄
馬
の
ほ
か
、
病
馬
や
疵
の
あ
る
牝
牡
も
含
ま
れ

て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
年
代
に
よ
っ
て
は
デ
ー
タ
が
な
い
項
目
も

あ
る
が
、
全
体
の
傾
向
を
把
握
す
る
に
は
充
分
と
考
え
る
。

　

本
表
か
ら
は
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

⑴ 

江
戸
城
厩
へ
繋
養
さ
れ
る
上
げ
馬
は
、
佐
倉
四
牧
で
年
間
二
頭
を
定
数
と

し
て
い
た
。
た
だ
し
、
年
に
よ
っ
て
は
三
頭
の
場
合
も
あ
っ
た
。

⑵ 

佐
倉
三
牧
を
管
轄
す
る
佐
倉
藩
へ
の
拝
領
駒
は
、
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）

に
八
頭
の
例
が
あ
る
が
、
年
間
一
〇
頭
を
定
数
と
し
て
い
た
。

⑶ 

新
た
に
父
馬
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
る
頭
数
は
、
年
間
〇
〜
十
五
頭
で
（
た

だ
し
、
後
述
す
る
四
牧
外
か
ら
の
補
充
分
は
除
く
）、
平
均
四
・
三
頭
、
中

央
値
三
・
五
頭
と
な
っ
て
い
る
。

⑷ 

佐
倉
三
牧
や
嶺
岡
牧
・
愛
鷹
牧
な
ど
の
他
牧
へ
移
動
さ
せ
る
牧
替
え
は
、

年
間
〇
〜
一
〇
頭
で
、
平
均
〇
・
五
頭
、
中
央
値
二
・
八
頭
と
な
っ
て
い

る
。

⑸ 
牧
に
返
す
野
返
し
は
、
年
間
〇
〜
七
頭
で
、
平
均
〇
・
七
頭
、
中
央
値
〇

頭
と
な
っ
て
い
る
。

⑹ 

牧
周
辺
の
村
々
に
売
却
さ
れ
る
払
い
馬
は
、
年
間
六
六
〜
一
三
八
頭
で
、

平
均
九
五
・
八
頭
、
中
央
値
八
九
・
五
頭
と
な
っ
て
い
る）

18
（

。

図9　佐倉牧の焼印
註： 屋代弘賢『古今要覧稿 禽十』（国立公文書館所蔵、請求記号特011-0001）をもと

に作成。
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⑺ 

デ
ー
タ
が
欠
落
し
て
い
る
文
化
三
・
文
政
七
・
十
三
年（
一
八
〇
六
・
二
四
・

三
〇
）
を
除
く
と
、
合
計
頭
数
に
対
し
て
、
⑹
払
い
馬
の
頭
数
は
年
平
均

八
二
％
を
占
め
る
。
表
1
は
雄
馬
が
す
べ
て
で
は
な
い
と
推
察
さ
れ
る
が
、

目
安
と
し
て
は
、
雄
馬
の
う
ち
約
八
割
強
は
牧
外
に
放
出
さ
れ
、
残
り
の

二
割
弱
が
牧
内
ま
た
は
江
戸
幕
府
や
佐
倉
藩
の
乗
用
馬
と
し
て
選
抜
さ
れ

て
い
た
と
考
え
て
大
過
な
か
ろ
う
。

⑻ 

父
馬
も
⑺
と
同
様
に
算
出
す
れ
ば
、
年
平
均
四
・
一
％
で
し
か
な
い
。
捕

馬
を
通
じ
て
、
父
馬
を
選
抜
し
個
体
数
を
制
限
す
る
一
方
、
大
多
数
の
雄

馬
は
、
牧
外
の
周
辺
村
々
に
放
出
さ
れ
、
人
為
的
に
淘
汰
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　
　
　
2
　
佐
倉
四
牧
か
ら
の
牧
替
え

　

表
1
の
牧
替
え
先
を
詳
細
に
示
し
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
は
、

以
下
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

⑴ 

増
加
期
に
該
当
す
る
寛
政
十
二
〜
文
化
十
四
年
（
一
八
〇
〇
〜
一
八
一
七
）

に
は
、
柳
沢
一
・
嶺
岡
十
六
・
愛
鷹
五
の
合
計
二
二
頭
（
内
雌
馬
十
七
頭
）

が
、
佐
倉
四
牧
か
ら
牧
替
え
さ
れ
て
い
た
。

⑵ 

減
少
期
で
は
あ
る
も
の
の
回
復
傾
向
に
あ
っ
た
天
保
二
〜
三
年
（
一
八
三

一
〜
三
二
）
と
、
安
定
期
の
天
保
六
〜
十
四
年
（
一
八
三
五
〜
四
三
）
に
か

け
て
、
小
金
牧
一
・
高
田
台
牧
一
・
嶺
岡
二
三
・
愛
鷹
二
の
合
計
二
七
頭

が
牧
替
え
と
な
っ
て
い
た
。

⑶ 

⑴
⑵
か
ら
、
雌
馬
を
中
心
と
し
て
、
特
定
の
時
期
に
嶺
岡
牧
と
愛
鷹
牧
向

け
に
牧
替
え
が
行
わ
れ
て
い
た
。
牧
替
え
に
関
し
て
は
、
現
地
の
野
馬
奉

出典： 『酒々井町史』2-111・111、3-11・201・211・211・213・211・281・288・302・311・331・311・311・381、天保13年「御
用留」（藤111）、同11年「御用留」（同111）。

年　代 上げ馬 拝領駒 父馬 牧替え 野返し 払い馬 その他 合　計
寛政12（1800） 3 10 6 5 99 123
文化 3（1806） 2 10 5 10 27
文化14（1817） 2 10 2 7 88 109
文政 7（1824） 138 27 165
文政10（1827） 2 10 94 106
文政11（1828） 2 10 2 1 84 1 100
文政13（1830） 2 10 6 1 19
天保 2（1831） 2 10 2 6 4 114 138
天保 3（1832） 2 10 5 10 7 135 169
天保 4（1833） 2 10 3 66 81
天保 5（1834） 3 10 66 79
天保 6（1835） 2 10 7 7 1 76 103
天保 8（1837） 2 10 7 86 105
天保 9（1838） 2 10 3 87 1 103
天保10（1839） 3 8 10 1 119 141
天保11（1840） 3 10 1 1 89 104
天保13（1842） 2 10 4 2 90 1 109
天保14（1843） 2 10 15 4 103 1 135

表6　捕馬における野馬の選別
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行
や
牧
士
に
裁
量
権
は
な
い
こ
と
か
ら
、
幕
府
側
の
指
示
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。

　

こ
の
牧
替
え
に
関
わ
っ
て
、
史
料
2
を
取
り
上
げ
た
い
。

〔
史
料
２
）
11
（

〕

　
　
　

諏
訪
部
八
十
郎
様
ゟ
長
右
衛
門
御
見
せ
候
御
書
付

　
　
　
　

丑
正
月
十
九
日
、
伊
井
兵
部
少
輔
殿
御
渡
御
書
付
写

　
　
　
　
　

諏
訪
部
八
十
郎

　
　
　
　
　

村
松
四
兵
衛　

 

江

　
　

 

峯
岡
牧
江
当
春
ゟ
奥
向
取
扱
を
以
、
小
金
野
馬
之
内
駄
馬
選
分
、
御
放

ニ
相
成
候
ニ
付
、
小
金
牧
之
儀
、
当
分
之
内
峯
岡
同
様
奥
向
取
扱
ニ
相

成
候
間
、
得
其
意
、
御
小
納
戸
岩
本
石
見
守
江
相
談
候
様
可
被
致
候

　
　
　
　

正
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

斉
藤
兵
右
衛
門
江

　
　

 

峯
岡
牧
江
是
迄
南
部
・
仙
台
之
駄
之
御
買
上
ニ
而
御
放
ニ
相
成
候
処
、

駒
多
出
来
致
間
敷
趣
ニ
付
、
奥
向
取
扱
を
以
、
当
春
よ
り
小
金
野
馬
之

内
駄
馬
選
分
、
峯
岡
牧
江
御
放
ニ
相
成
候
、
依
之
小
金
牧
之
儀
、
当
分

之
内
峯
岡
同
様
奥
向
ニ
而
御
取
締
等
も
取
扱
可
申
候
間
、
得
其
意
、
御

小
納
戸
岩
本
石
見
守
相
談
候
様
可
被
致
候

　
　
　
　

正
月

　

こ
の
史
料
は
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
二
月
三
日
、
牧
士
組
頭
島
田
長

右
衛
門
が
、
江
戸
野
馬
方
役
所
馬
預
の
諏
訪
部
定
員
宅
に
呼
び
出
さ
れ
た
際

に
、
諏
訪
部
か
ら
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
前
半
部
分
は
、
若
年
寄
井

伊
直
朗
が
馬
預
の
諏
訪
部
と
村
松
歳
尹
に
渡
し
た
書
付
で
あ
る
。
春
か
ら
小

金
牧
と
嶺
岡
牧
は
「
奥
向
」、
す
な
わ
ち
小
納
戸
頭
取
岩
本
正
倫
が
管
轄
し
、

年　代 雄馬 雌馬 不明 合　計柳沢 高田台 愛鷹 嶺岡 愛鷹 小金 嶺岡 愛鷹
寛政12（1800） 4 1 5
文化 3（1806） 1 9 10
文化14（1817） 7 7
天保 2（1831） 6 6
天保 3（1832） 10 10
天保 6（1835） 7 7
天保10（1839） 1 1
天保13（1842） 2 2
天保14（1843） 1 1

合　計 1 1 4 16 1 1 23 2 49

表7　佐倉四牧から他牧への牧替え先

出典：表1に同じ。
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ま
た
、
小
金
牧
の
内
か
ら
駄
馬
を
選
定
し
て
、
嶺
岡
牧
へ
牧
替
え
す
る
旨
が

記
さ
れ
て
い
る
。
後
半
部
分
は
、
諏
訪
部
の
配
下
で
あ
る
斉
藤
安
栄
に
渡
し

た
書
付
で
あ
る
。
前
半
部
分
と
同
様
の
趣
旨
に
加
え
て
、
南
部
馬
や
仙
台
馬

を
購
入
し
嶺
岡
牧
へ
放
牧
し
て
き
た
が
、
駒
の
生
産
が
順
調
で
な
い
こ
と
を

岩
本
へ
の
管
轄
替
え
の
理
由
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
表
1
に
お

い
て
、
雌
馬
の
嶺
岡
牧
へ
の
牧
替
え
が
集
中
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
は
、
同

牧
の
生
産
を
強
化
す
る
幕
府
の
政
策
方
針
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
寛
政
五
年
の
制
度
改
正
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い）

10
（

。
岩
本
着

任
以
前
は
、
小
金
牧
の
う
ち
中
野
・
下
野
牧
は
代
官
が
、
そ
れ
以
外
の
小
金

牧
と
佐
倉
牧
は
馬
預
―
野
馬
奉
行
が
、
嶺
岡
牧
は
馬
預
斉
藤
氏
が
管
轄
し
て

い
た
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
幕
府
直
営
牧
で
あ
っ
て
も
、
牧
に
よ
っ
て
管
轄
す

る
部
局
は
区
々
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
寛
政
五
年
正
月
、
将
軍
家
斉
の
叔
父

で
あ
る
小
納
戸
頭
取
岩
本
正
倫
が
、
小
金
・
佐
倉
・
嶺
岡
牧
を
一
元
的
に
統

括
す
る
よ
う
に
制
度
が
改
正
さ
れ
た
。
以
降
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
ま
で
、

小
納
戸
頭
取
も
し
く
は
小
納
戸
が
幕
府
牧
を
統
轄
す
る
が
、
先
行
研
究
で
は
、

こ
の
制
度
改
正
を
寛
政
の
「
牧
改
革
）
11
（

」
や
「
牧
改
正
）
12
（

」
と
呼
ぶ
。

　

そ
し
て
、
寛
政
の
制
度
改
正
以
降
、『
酒
々
井
町
史
』
収
録
の
御
用
留
か

ら
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
、
①
野
馬
除
土
手
や
捕
込
の
普
請
、
②
水
吞
場
・

天
水
場
の
調
査
、
③
牧
草
の
刈
取
り
禁
止
、
④
生
育
困
難
な
病
馬
や
当
歳
馬

の
保
護
と
そ
の
養
育
費
の
補
助
、
⑤
鉄
炮
や
落
し
穴
に
よ
る
野
犬
の
駆
除
な

ど
、
生
産
強
化
の
た
め
の
環
境
整
備
が
次
々
と
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
寛
政
九
年
に
は
、
岩
本
の
主
導
に
よ
っ
て
駿
河
国
愛
鷹
山
の
山

麓
に
愛
鷹
牧
が
開
設
さ
れ
て
お
り
、
幕
府
直
営
牧
の
拡
充
が
図
ら
れ
た
。
と

こ
ろ
が
、
同
年
三
月
時
点
で
一
七
四
頭
余
し
か
生
息
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

他
の
幕
府
牧
か
ら
愛
鷹
牧
へ
積
極
的
に
牧
替
え
を
行
っ
た
。
そ
う
し
た
牧
替

え
の
効
果
も
あ
っ
て
か
、
天
保
年
間
に
は
一
〇
〇
〇
頭
を
超
え
た
と
い
う）

13
（

。

表
1
に
お
い
て
、
駒
四
・
駄
一
の
合
計
五
頭
が
、
寛
政
十
二
年
に
愛
鷹
牧
へ

牧
替
え
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
同
牧
の
馬
匹
増
産
を
図
ろ
う
と
し
た
幕
府
の

方
針
を
反
映
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。

　

愛
鷹
牧
へ
の
牧
替
え
に
つ
い
て
は
、
作
成
者
が
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
次

の
興
味
深
い
史
料
が
残
っ
て
い
る
。

〔
史
料
３
）
11
（

〕

　
　

 

右
愛
鷹
山
等
も
古
来
よ
り
野
馬
有
し
を
、
寛
政
八
年
岩
本
氏
目
論
見
分

之
時
、
青
毛
而
已
ニ
而
他
之
毛
色
無
り
し
を
、
牧
に
元
立
て
ら
れ
、
同
（
寛
政
）

九
年
は
し
め
て
捕
馬
あ
り
て
、
小
金
・
佐
倉
等
之
牧
よ
り
牡
牝
共
に
種

馬
を
放
さ
れ
、
今
に
至
り
て
は
毛
色
品
々
成
し
と
な
り
。

　

寛
政
八
年
の
岩
本
に
よ
る
調
査
で
は
、
青
毛
の
み
で
他
の
毛
色
の
馬
は
い

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
翌
九
年
に
捕
馬
が
は
じ
め
て
執
り
行
わ
れ
、
そ
の
後
、

小
金
・
佐
倉
牧
な
ど
か
ら
牡
牝
を
放
牧
し
、
現
在
で
は
多
様
な
毛
色
が
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

広
く
な
だ
ら
か
な
山
麓
を
有
す
る
愛
鷹
牧
一
帯
は
、
古
代
よ
り
牧
が
設
置

さ
れ
た
馬
産
地
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
は
牧
と
し
て
の
機
能
は
失
わ
れ

て
お
り
、
少
数
の
野
馬
が
自
然
繁
殖
し
た
状
態
で
あ
っ
た）

11
（

。
外
部
集
団
と
接

触
す
る
機
会
に
乏
し
く
、
一
七
〇
頭
程
度
の
小
集
団
が
隔
離
さ
れ
た
環
境
で

世
代
を
重
ね
て
き
た
と
想
定
す
れ
ば
、
月
毛
・
河
原
毛
に
働
く
希
釈
遺
伝
子

が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
集
団
内
で
個
体
数
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が
減
少
し
近
親
交
配
が
進
ん
だ
結
果
、
現
在
の
ト
カ
ラ
馬
な
ど
島
嶼
部
の
在

来
馬
と
同
様
、
遺
伝
的
な
多
様
性
に
乏
し
い
状
態
に
陥
り
、
黒
っ
ぽ
い
毛
色

に
偏
向
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
、
表
1
で
愛
鷹
牧
に
牧
替
え
と
な
っ
た
野
馬
五
頭
の
毛
色
を
確
認

し
て
み
よ
う
。
五
頭
の
内
訳
は
、
小
間
子
牧
産
が
栗
毛
星
駒
二
歳
・
栗
毛
駒

二
歳
・
鹿
毛
駄
三
歳
、
矢
作
牧
産
が
鹿
毛
駒
二
歳
、
取
香
牧
産
が
白
鹿
毛
駮

駒
で
あ
る
。
ま
た
、
史
料
の
性
質
が
異
な
る
た
め
表
1
・
1
で
は
除
外
し
た
が
、

寛
政
九
年
に
も
六
頭
が
牧
替
え
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
内
訳
は
、
柳
沢
牧
産

が
鹿
毛
駄
二
歳
・
月
毛
駄
二
歳
・
白
栗
毛
駄
二
歳
、高
野
牧
産
が
鹿
毛
駄
二
歳
、

矢
作
牧
産
が
鹿
毛
駮
駄
二
歳
、
小
間
子
牧
産
が
月
毛
駄
二
歳
で
あ
る）

11
（

。

　

右
の
と
お
り
、
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
牧
替
え
と
な
っ
た
野
馬
に
青
毛

の
馬
は
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
岩
本
や
江
戸
野
馬
方
役
所
の
役
人
ら
は
、
頭

数
の
少
な
さ
と
単
一
の
毛
色
が
占
め
て
い
る
状
態
を
観
察
し
て
、
多
様
な
血

統
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
多
様
性

の
判
断
基
準
と
し
て
、
産
地
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
毛
色
も
考
慮
し
て
い
た

と
推
定
で
き
る
。
経
験
科
学
に
も
と
づ
い
た
基
準
で
あ
ろ
う
が
、
岩
本
ら
幕

府
役
人
は
、
遺
伝
学
的
な
知
見
を
活
か
し
て
生
産
強
化
を
図
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
　
　
3
　
父
馬
と
母
駄
の
供
給
元

　

本
章
の
最
後
に
、
佐
倉
四
牧
に
お
け
る
父
馬
と
母
駄
の
供
給
元
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。

　

表
8
は
、
記
録
の
残
る
四
一
年
間
分
を
対
象
と
し
て
、
父
馬
と
母
駄
の
供

給
元
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
父
馬
の
「
記
載
な
し
」
と
母
駄
の
「
二

歳
駄
」
は
自
牧
か
ら
取
り
立
て
ら
れ
た
頭
数
を
（
例
：
矢
作
牧
→
矢
作
牧
）、

父
馬
と
母
駄
の
「
佐
倉
四
牧
」
は
四
牧
内
で
の
牧
替
え
を
（
例
：
矢
作
牧
→

油
田
牧
）、性
別
不
明
の
「
佐
倉
七
牧
」
は
佐
倉
七
牧
内
で
の
牧
替
え
を
（
例
：

矢
作
・
高
野
牧
→
取
香
牧
）、
そ
の
他
は
該
当
地
か
ら
佐
倉
四
牧
内
の
い
ず
れ

か
の
牧
へ
の
牧
替
え
を
示
す
。

　

こ
の
表
か
ら
、
以
下
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

⑴ 

父
馬
の
供
給
元
は
、
①
自
牧
→
②
佐
倉
四
牧
→
③
佐
倉
三
牧
→
④
小
金
牧
・

酒
々
井
町
の
順
と
な
っ
て
お
り
、
①
自
牧
を
中
心
と
し
て
、
年
に
よ
り
②

佐
倉
四
牧
内
か
ら
補
充
す
る
の
が
基
本
で
あ
っ
た
。

⑵ 

父
馬
が
佐
倉
三
牧
か
ら
補
充
し
た
の
は
、
次
章
で
説
明
す
る
と
お
り
、
気

候
災
害
の
影
響
に
伴
い
頭
数
が
激
減
し
た
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）、
翌

十
二
年
及
び
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
の
み
で
、
例
外
事
項
で
あ
っ
た
。

⑶
母
駄
の
供
給
元
は
、
自
牧
の
二
歳
駄
が
原
則
で
あ
っ
た
。

⑷ 

母
駄
が
佐
倉
四
牧
と
佐
倉
三
牧
か
ら
補
充
し
た
の
は
、
気
候
災
害
の
影
響

に
伴
い
頭
数
が
激
減
し
た
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）、
翌
十
二
年
及
び

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
の
み
で
、
例
外
事
項
で
あ
っ
た
。

⑸ 

⑴
〜
⑷
か
ら
、
平
時
に
お
け
る
牧
間
の
移
動
は
、
四
牧
内
で
の
父
馬
の
移

動
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
各
牧
は
人
為
的
に
管
理
さ
れ
た
閉
鎖
的
な
空
間

で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
表
8
は
、
残
馬
帳
か
ら
主
に
採
集
し
た
デ
ー
タ
の
た
め
、
す
べ

て
の
牧
替
え
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
残
馬
帳
以
外
の

史
料
を
用
い
て
、
佐
倉
四
牧
へ
の
牧
替
え
を
紹
介
し
た
い
。
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年　代 父馬 母駄 性別不明 合計
記載なし 佐倉四牧 佐倉三牧 小金牧 酒々井町 二歳駄 佐倉四牧 佐倉三牧 佐倉四牧 佐倉四牧 佐倉七牧

寛政 7（1795） 3 1 4
寛政 8（1796） 2 154 156
寛政 9（1797） 1 145 146
寛政10（1798） 7 115 122
寛政11（1799） 2 130 132
寛政12（1800） 6 156 1 163
享和元（1801） 4 166 170
享和 2（1802） 3 155 158
文化 2（1805） 1 65 66
文化 3（1806） 5 113 118
文化14（1817） 2 141 143
文政11（1828） 2 3 86 6 9 106
文政12（1829） 63 14 12 21 110
天保 2（1831） 2 108 110
天保 3（1832） 5 67 72
天保 4（1833） 3 2 48 8 11 72
天保10（1839） 2 1 7 43 53
天保11（1840） 1 56 57
天保13（1842） 4 74 78
天保14（1843） 11 4 81 96
弘化元（1844） 3 71 74
弘化 3（1846） 3 1 61 65
嘉永元（1848） 2 49 51
嘉永 2（1849） 4 3 33 40
嘉永 3（1850） 2 2
嘉永 4（1851） 5 69 74
嘉永 5（1852） 6 69 75
嘉永 6（1853） 7 69 76
安政元（1854） 6 62 68
安政 2（1855） 10 81 91
安政 3（1856） 7 4 61 72
安政 4（1857） 12 1 64 77
安政 6（1859） 8 70 78
万延元（1860） 7 64 71
文久元（1861） 5 65 70
文久 2（1862） 5 58 63
文久 3（1863） 8 8
元治元（1864） 8 59 67
慶応元（1865） 10 80 90
慶応 2（1866） 9 65 74
慶応 3（1867） 3 3

合　計 181 27 5 1 7 3,116 14 21 14 12 21 3,419

表8　佐倉四牧における父馬と母駄の供給元

出典：表1に同じ。
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〔
史
料
４
）
18
（

〕

　
　

 
以
宿
継
申
達
候
、
然
者
野
放
御
馬
両
疋
村
継
を
以
差
遣
候
間
、
取
香
牧
・

矢
作
牧
江
相
放
シ
可
申
候
、
尤
別
紙
毛
付
之
通
相
心
得
取
斗
可
申
候
、

且
牧
付
牧
士
江
も
相
達
し
可
申
候
、
以
上

　
　
　
　

卯
九
月
朔
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
木
誂
一
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
井
猶
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

園
田
七
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
田
弾
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
田
長
右
衛
門
殿

　
　

 

尚
々
、
本
文
御
放
ニ
相
成
候
御
馬
、
帳
外
ニ
有
之
候
間
、
為
心
得
申
達

候
、尤
右
両
疋
懸
ヶ
遣
候
洗
轡
、早
々
宿
継
ニ
而
相
返
シ
候
様
可
致
候
、　

以
上

　
　
　
　
　

一
大
越
鹿
毛

　
　
　
　
　

一
花
松
鴇
毛

　
　

 

右
取
香
牧
・
矢
作
牧
両
牧
江
壱
疋
ツ
ヽ
御
放
ニ
相
成
候
間
、
何
れ
ニ
而

も
存
寄
次
第
取
斗
野
放
可
致
候
、
追
而
何
々
何
れ
之
牧
江
野
放
致
候
旨

可
相
聞
事

　
　
　
　

卯
八
月

　

史
料
1
か
ら
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に
、
矢
作
牧
に
大
越
鹿
毛
を
、

取
香
牧
に
花
松
鴇
毛
を
、
そ
れ
ぞ
れ
父
馬
と
し
て
放
牧
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
二
頭
の
出
自
で
あ
る
。
通
常
野
馬
に
は
名

前
を
付
け
な
い
が
、
こ
の
二
頭
に
は
「
花
松
鹿
毛
」「
大
越
鴇
毛
」
の
馬
名

が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
省
略
し
た
箇
所
で
は
、
虎
ノ
門
に
あ
っ
た
江

戸
野
馬
方
役
所
ま
で
牧
士
を
わ
ざ
わ
ざ
呼
出
し
、
江
戸
か
ら
牽
き
連
れ
て
き

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
傍
線
部
に
あ
る
と
お
り
、「
本
文
御

放
ニ
相
成
候
御
馬
帳
外
ニ
有
之
候
間
、
為
心
得
申
達
候
」
と
、
登
録
外
と
い

う
例
外
扱
い
の
「
御
馬
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
こ
の
二
頭
は

江
戸
城
厩
で
繋
養
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

高
見
澤
美
紀
に
よ
れ
ば
、
江
戸
城
厩
で
は
、
幕
末
時
一
八
〇
頭
程
を
繋
養

し
て
お
り
、
盛
岡
・
仙
台
藩
な
ど
馬
産
地
の
大
名
か
ら
の
献
上
馬
が
大
半
を

占
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
繋
養
馬
は
、
将
軍
の
乗
馬
に
用
い
ら
れ
る
ほ
か
、
諸

大
名
・
旗
本
へ
の
下
賜
品
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た）

11
（

。
要
は
、
産
地
は
不
明
で

あ
る
も
の
の
、
矢
作
牧
と
取
香
牧
に
放
牧
さ
れ
た
二
頭
は
、
同
時
代
の
最
優

良
馬
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う）

10
（

。
な
お
、
江
戸
城
厩
の
繋
養
馬

を
放
牧
し
た
事
例
は
他
に
確
認
で
き
ず
、
寛
政
七
年
だ
け
で
あ
る
。

〔
史
料
５
）
11
（

〕

　
　

 

以
宿
継
申
達
候
、
然
者
小
金
上
野
・
高
田
台
両
牧
野
馬
弐
拾
疋
、
矢
作

牧
江
牧
替
相
成
候
間
、
明
六
日
為
牽
差
遣
候
、
例
之
通
取
斗
可
申
候
、

依
之
申
達
候
、
以
上

　
　
　
　
　

三
月
五
日　
　
　
　
　

総
州
小
金
町
御
用
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
井
猶
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
崎
弥
惣
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

園
田
七
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
田
長
右
衛
門
殿

　
　

尚
々
、
追
日
漸
々
暖
気
ニ
候
得
共
、
弥
別
条
な
く
珍
重
存
候
、
已
上

　
　
　
　
　
（
中
略
）
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別
紙
毛
附
之
通
、
今
日
其
牧
江
御
牧
替
野
馬
差
遣
候
間
、
矢
作
牧
江
野

放
可
被
致
候
、
右
申
進
度
如
此
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　

三
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

綿
貫
夏
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
田
長
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　

覚

　
　

高
田
台
牧　
　
　
　
　

上
野
牧　
　
　
　
　
　

上

　
　

一
栗
毛
駄　

三
才　
　

一
栗
毛
星
駄
弐
歳　
　

一
栗
毛
星
駄
当
才

　
　

上　
　
　
　
　
　
　
　

高　
　
　
　
　
　
　
　

上

　
　

一
青
駮
駄　

四
歳　
　

一
鹿
毛
駄　

当
歳　
　

一
栗
毛
星
駄
三
才

　
　

高　
　
　
　
　
　
　
　

上　
　
　
　
　
　
　
　

上

　
　

一
芦
毛
駄　

弐
歳　
　

一
青
駮
駄　

弐
歳　
　

一
青
駮　
　

拾
歳

　
　

高　
　
　
　
　
　
　
　

上　
　
　
　
　
　
　
　

上

　
　

一
栗
毛
駄　

三
歳　
　

一
白
栗
毛
駄
三
歳　
　

一
白
栗
毛
駒
当
歳

　
　

高　
　
　
　
　
　
　
　

上　
　
　
　
　
　
　
　

上

　
　

一
栃
栗
毛
星
駄
歳
古　

一
鹿
毛
母　

五
歳　
　

一
栗
毛
駄　

四
歳

　
　

上　
　
　
　
　
　
　
　

上　
　
　
　
　
　
　
　

上

　
　

一
栗
毛
駄　

弐
歳　
　

一
栗
毛
母　
　

八
歳　

一
鹿
毛
駄　

弐
歳

　
　

高　
　
　
　
　
　
　
　

上
野

　
　

一
栗
毛
星
駄　

弐
歳　

一
鹿
毛
駄　
　

弐
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
鹿
毛
臼
井
宿
ニ
而
死
馬
ニ
相
成

　
　
　
　

〆
弐
拾
疋

　
　
　
　
　

辰
三
月
六
日

　
　
　

右
之
通
御
座
候
、
以
上　
　
　
　
　
　

綿
貫
夏
右
衛
門

　

史
料
1
に
よ
れ
ば
、
寛
政
八
年
に
、
野
馬
方
役
人
の
指
示
に
も
と
づ
き
、

小
金
牧
の
高
田
台
・
上
野
牧
か
ら
矢
作
牧
へ
二
〇
頭
が
牧
替
え
と
な
っ
た
。

そ
の
内
訳
は
、
当
歳
駒
一
・
駄
二
、
二
歳
駄
七
、
三
歳
駄
四
、
四
歳
駄
二
、

五
歳
母
駄
一
、
八
歳
母
駄
一
、
一
〇
歳
一
、
歳
古
駄
一
と
な
っ
て
い
る
。

　

表
8
で
説
明
し
た
と
お
り
、
頭
数
が
激
減
し
た
場
合
を
除
け
ば
、
母
駄
は

自
牧
の
二
歳
駄
か
ら
補
充
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、

こ
の
年
に
は
母
駄
と
そ
の
予
備
軍
で
あ
る
若
馬
を
牧
替
え
し
て
い
る
。
異
例

の
措
置
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
史
料
1
・
1
の
事
例
も
踏
ま
え
る
と
、
制
度
改
正
が
実
施
さ
れ
た

寛
政
五
年
以
降
、
牧
地
の
環
境
整
備
に
加
え
て
、
幕
府
直
営
牧
一
体
で
牧
替

え
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
気
候
災
害
に
伴
う
頭
数
の
激
減
時
を
除
き
、

牧
間
の
移
動
は
父
馬
に
限
定
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
こ
ろ
、
寛
政
期
に

は
、
嶺
岡
牧
と
愛
鷹
牧
を
中
心
と
し
つ
つ
、
父
馬
と
母
駄
を
新
た
に
移
入
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺
伝
的
な
多
様
性
を
確
保
し
、
馬
匹
の
増
産
を
試
み
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
政
策
効
果
は
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
の
か
。
牧
替
え
が
と
り
わ

け
積
極
的
に
行
わ
れ
た
寛
政
年
間
は
、
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
増
加
期
に
該

当
す
る
。
ま
た
、
寛
政
七
年
に
牧
士
は
「
御
野
馬
数
等
も
年
々
ニ
御
増
有
之
）
12
（

」

と
証
言
し
て
お
り
、
後
年
の
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
に
は
、「
寛
政
度
御

改
正
以
来
、
牧
々
野
馬
生
育
方
之
義
格
別
御
世
話
方
被
為
在
候
ニ
付
、
追
々

馬
数
相
増
、
文
政
度
之
始
ゟ
天
保
之
頃
者
、
佐
倉
七
牧
御
払
馬
数
三
百
弐
三

十
疋
位
之
処
」（
史
料
1
の
二
重
傍
線
部
参
照
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
実
証
的

な
デ
ー
タ
に
加
え
て
、
同
時
代
の
証
言
で
も
頭
数
が
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
こ
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と
が
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六
　
環
境
変
化
と
生
態
へ
の
影
響

　
　
　
1
　
大
雪
と
冷
夏

　

増
加
期
を
扱
っ
た
前
章
に
対
し
て
、
本
章
で
は
頭
数
が
減
少
し
た
要
因
を

探
る
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
注
目
す
る
の
は
、
減
少
期
の
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
と
天
保
四

年
（
一
八
三
三
）
で
あ
る
。
史
料
1
は
、
前
年
の
文
政
十
年
正
月
に
、
野
馬

奉
行
の
綿
貫
夏
右
衛
門
が
牧
士
の
島
田
長
右
衛
門
と
大
谷
勇
右
衛
門
へ
宛
て

た
通
達
で
あ
る
。

〔
史
料
６
）
13
（

〕

　
　

 

改
年
之
御
慶
御
同
意
目
出
度
申
納
候
、
弥
無
御
障
御
越
年
珍
重
存
候
、

然
者
去
ル
六
日
大
雪
解
兼
、
小
金
牧
々
野
馬
喰
草
雪
下
ニ
相
成
、
下
も

や
斗
之
喰
物
ニ
付
疲
馬
も
有
之
、
赤
キ
小
便
い
た
し
、
殊
両
三
日
寒
気

続
解
兼
候
間
、
先
年
之
振
合
ニ
草
藁
手
当
之
儀
、
束
数
代
銭
積
相
添
伺

差
出
置
手
当
申
付
候
、
佐
倉
牧
々
同
様
之
雪
ニ
有
之
候
間
、
兼
而
申
談

置
候
通
、
内
山
請
所
等
へ
取
斗
、
開
入
之
儀
相
察
、
其
段
江
戸
表
江
申

立
置
候
、
三
牧
方
江
も
相
談
、
野
馬
疲
候
様
子
ニ
候
ハ
ヽ
、
早
々
可
被

申
越
候
、
此
段
申
達
候
、
以
上

　
　
　
　

亥
正
月
十
一
日　
　
　
　
　
　
　
　

綿
貫
夏
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
田
長
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
谷
勇
右
衛
門
殿

　
　

 

尚
々
、
牧
々
ニ
寄
、
雪
も
薄
方
も
可
有
之
哉
、
牧
懸
之
存
寄
相
談
之
方

可
然
候
、
差
懸
之
儀
ハ
先
可
被
申
越
候
、
以
上

　

主
な
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
小
金
牧
で
は
、
正
月
六
日
の
大

雪
が
解
け
ず
草
が
雪
の
下
に
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
野
馬
が
草
の
芽
（「
下
も
や
」）

ば
か
り
を
食
べ
て
い
る
こ
と
、
②
そ
の
た
め
体
調
不
良
の
馬
（「
疲
馬
」）
や

血
尿
症
（「
赤
キ
小
便
」）
を
確
認
で
き
る
こ
と
、
③
寒
気
が
続
い
て
雪
が
解

け
な
い
た
め
草
藁
の
給
餌
を
命
じ
た
こ
と
、
④
佐
倉
牧
も
同
様
の
雪
で
あ
る

た
め
、
体
調
不
良
の
馬
を
確
認
し
た
場
合
は
報
告
す
る
こ
と
。

　

史
料
1
か
ら
、
文
政
十
年
正
月
六
日
に
大
雪
が
降
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
曲
亭
馬
琴
の
日
記
を
用
い
て
、
当
時
の
天
候
を
復
元
し
て
み
よ
う
。

な
お
、
馬
琴
は
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
や
『
椿
説
弓
張
月
』
な
ど
を
著
し

た
江
戸
時
代
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
で
、
当
時
は
神
田
明
神
下
（
現
在
の
千

代
田
区
外
神
田
）
に
居
住
し
て
い
た
。

　

馬
琴
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
文
政
十
年
正
月
五
日
の
深
夜
二
時
頃
か
ら
雪
が

降
り
始
め
、
翌
六
日
は
終
日
雪
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
寒
風
の
影
響
も
あ
り

二
〜
三
尺
＝
六
〇
〜
九
〇
㎝
程
の
大
雪
と
な
っ
た
（「
風
の
吹
ま
ハ
し
に
よ
り
て
、

深
サ
二
三
尺
に
至
る
」）。
さ
ら
に
、
十
二
日
に
も
朝
七
時
頃
か
ら
雪
が
降
り

始
め
、「
そ
の
雨
氷
レ
リ
。
昨
今
餘
寒
尤
甚
」
だ
し
い
天
候
で
、
夕
方
に
は

曇
り
空
と
な
っ
た
も
の
の
「
夜
ニ
入
大
風
烈
」
で
あ
っ
た）

11
（

。
史
料
1
で
野
馬

奉
行
綿
貫
が
述
べ
て
い
た
と
お
り
、
文
政
十
年
は
大
雪
と
寒
波
に
襲
わ
れ
た

年
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
大
雪
に
よ
り
、
草
が
雪
の
下
に
埋
も
れ
て
充
分
な
栄
養
を
摂
取
で
き

な
か
っ
た
こ
と
が
、
史
料
の
内
容
①
に
記
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
事
例
は
北
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海
道
和
種
に
も
み
ら
れ
る
。
北
海
道
和
種
は
、
道
内
で
も
積
雪
量
の
少
な
い

太
平
洋
沿
岸
地
域
に
分
布
す
る
と
は
い
え
、
冬
に
は
や
は
り
積
雪
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
冬
季
は
、
雪
の
下
に
埋
も
れ
た
草
や
笹
を
掘
り
出
す
た
め
、
摂

取
量
が
減
り
体
重
も
減
少
す
る
が
、
雪
解
け
後
の
春
に
若
草
を
摂
る
こ
と
で

回
復
す
る
。
た
だ
、
積
雪
量
が
多
い
場
合
、
自
力
で
雪
を
掘
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
特
に
寒
中
に
積
雪
が
あ
る
と
、
ア
イ
ス
バ
ー
ン
の
状
態
に
な
り
、
前

肢
で
雪
の
下
の
草
を
掘
ろ
う
と
し
て
体
力
を
消
耗
し
倒
れ
て
し
ま
う
と
い

う
）
11
（

。
ま
た
、
モ
ン
ゴ
ル
の
遊
牧
民
で
は
、
冬
の
天
候
災
害
を
「
ゾ
ド
」
と
呼

ぶ
が
、
特
に
、
雪
を
掻
き
分
け
て
も
雪
下
の
草
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
大
雪
に
よ
り
家
畜
が
飢
え
死
に
す
る
の
を
「
白
い
ゾ
ド
」
と
い
っ
た）

11
（

。

　

北
海
道
和
種
と
モ
ン
ゴ
ル
遊
牧
民
の
事
例
も
踏
ま
え
る
と
、
史
料
1
は
、

六
〇
〜
九
〇
㎝
程
の
異
常
な
積
雪
に
加
え
て
、
寒
波
に
覆
わ
れ
た
結
果
、
野

馬
が
雪
下
の
草
を
食
べ
ら
れ
な
く
な
り
、あ
る
い
は
ア
イ
ス
バ
ー
ン
が
発
生
し
、

十
分
な
量
の
草
を
摂
取
で
き
ず
栄
養
失
調
に
陥
っ
た
、
と
解
釈
で
き
よ
う）

11
（

。

　

も
っ
と
も
、
史
料
1
は
文
政
十
年
の
も
の
で
、
か
つ
当
該
年
の
頭
数
デ
ー

タ
が
現
存
し
て
い
な
い
た
め
、
翌
十
一
年
の
激
減
要
因
を
大
雪
に
よ
っ
て
そ

の
ま
ま
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
に
み
た
馬
琴
の
日
記
に
よ
れ
ば
、

文
政
十
一
年
は
、
一
月
に
七
〜
八
寸
＝
二
〇
㎝
台
の
積
雪
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
が）

18
（

、
二
月
は
雪
が
降
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
日
記
中
で
は
、「
大

風
烈
」
や
「
風
烈
」
と
記
さ
れ
た
日
を
一
月
に
十
日
間
、
二
月
に
九
日
間
確

認
で
き
る
。
東
海
・
近
畿
地
方
の
気
候
を
復
元
し
た
水
越
允
治
の
研
究
に
よ

れ
ば
、
文
政
十
一
・
十
二
年
は
、
前
年
と
は
異
な
り
、
冬
型
気
圧
配
置
の
平

均
出
現
日
数
五
七
・
三
日
を
超
え
る
頻
出
年
で
あ
っ
た）

11
（

。
つ
ま
り
、
文
政
十

一
年
は
、
太
平
洋
側
に
位
置
す
る
下
総
台
地
の
場
合
、
降
雪
量
は
多
く
は
な

い
も
の
の
、
馬
琴
が
「
大
風
烈
」「
風
烈
」
と
記
録
し
た
よ
う
な
冬
の
季
節

風
が
特
に
強
い
年
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
で
あ
れ
ば
、
文
政
十
一
年
の

数
値
は
、
当
該
年
の
大
雪
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
前
年
の
影
響
か
ら
回
復

で
き
て
お
ら
ず
、
頭
数
の
激
減
し
た
状
態
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
た
と

解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
前
年
出
生
の
二
歳
駒
の
頭
数
が
、
四
一
年
間
の

平
均
値
七
四
・
七
頭
の
約
半
数
で
あ
る
三
八
頭
な
の
は
、
文
政
十
年
の
大
雪

に
よ
る
影
響
が
甚
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
。

　

次
に
、
全
牧
で
最
小
頭
数
を
記
録
し
た
天
保
四
年
に
つ
い
て
、
史
料
1
か

ら
考
察
し
た
い
。

〔
史
料
７
）
10
（

〕

　
　

 

去
辰
冬
ゟ
当
春
江
掛
、
度
々
之
雪
降
積
候
而
茂
其
時
々
飼
方
も
能
、
野

馬
之
差
障
ニ
相
成
間
敷
差
含
居
候
処
、
暖
気
ニ
相
成
、
追
々
斃
馬
多
、

其
上
出
生
少
ニ
付
、
此
度
捕
馬
并
残
馬
共
大
造
ニ
相
減
、
恐
入
一
統
恐

痛
勿
論
之
事
ニ
候
、
畢
竟
四
牧
共
隔
候
牧
々
ニ
付
、
牧
士
会
談
等
不
行

届
、
斃
馬
多
出
生
少
ニ
付
馬
数
減
、
乍
相
弁
不
申
立
儀
ニ
も
可
有
之
候

間
、
以
来
牧
掛
ニ
而
相
談
之
上
、
都
而
之
儀
書
取
を
以
嶌
田
長
右
衛
門

江
可
相
達
候
、
猶
其
趣
意
ニ
寄
長
右
衛
門
方
ゟ
可
申
立
事

　
　

 

前
書
之
通
、
被
仰
渡
恐
入
承
知
奉
畏
候
、
依
之
御
請
連
印
奉
差
上
候
、

以
上

　
　
　
　

巳
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牧
士
惣
連
印

　
　
　
　
　

小
金
御
厩

　
　
　
　
　
　
　

御
役
所
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本
史
料
は
、
牧
士
が
野
馬
奉
行
に
提
出
し
た
文
書
で
あ
る
が
、
注
目
し
た

い
の
は
傍
線
部
で
あ
る
。
天
保
三
年
の
冬
か
ら
春
ま
で
度
々
積
雪
が
あ
っ
た

こ
と
、
温
暖
に
な
っ
た
春
以
降
に
死
亡
頭
数
の
増
加
と
出
生
数
の
減
少
が
み

ら
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
も
あ
り
、
牧
に
関
係
す
る

事
案
に
つ
い
て
は
、
牧
士
組
頭
の
島
田
長
右
衛
門
に
情
報
を
集
約
す
る
よ
う

牧
士
ら
は
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

再
び
馬
琴
の
日
記
を
参
照
す
る
と
、
天
保
三
年
十
二
月
か
ら
三
〜
八
寸
＝

二
四
㎝
程
の
雪
が
降
り
始
め
、
場
所
に
よ
っ
て
は
三
〇
㎝
余
の
積
雪
が
あ
っ

た
。
翌
年
一
月
二
十
七
日
に
は
、
六
〜
七
寸
＝
一
八
〜
二
一
㎝
程
の
積
雪
も

確
認
で
き
る
こ
と
か
ら）

11
（

、
史
料
1
で
の
記
述
ど
お
り
、
天
保
三
年
か
ら
四
年

に
か
け
て
断
続
的
な
積
雪
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
雪
が
解
け
て
草
を
摂
取
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
春
以
降
に
死
亡

頭
数
が
増
加
し
て
い
る
点
は
、
文
政
十
年
の
事
例
と
異
な
り
、
積
雪
の
み
が

原
因
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
気
候
学
の
成
果
を
援
用

し
て
説
明
を
加
え
た
い
。

　

武
蔵
国
多
摩
郡
上
椚
田
村
（
現
在
の
八
王
子
市
）
に
居
住
し
て
い
た
石
川

家
の
日
記
を
用
い
て
、
江
戸
時
代
の
気
候
を
復
元
し
た
三
上
岳
彦
に
よ
れ
ば
、

一
八
三
〇
年
代
の
七
月
の
推
定
気
温
は
、
天
明
の
飢
饉
が
発
生
し
た
一
七
八

〇
年
代
と
同
程
度
に
寒
冷
で
、
前
後
の
時
代
と
比
較
し
て
も
低
温
で
あ
っ

た
）
12
（

。
ま
た
、
水
越
は
、
一
八
三
〇
年
代
中
頃
は
冷
夏
が
し
ば
し
ば
現
れ
た
時

期
で
、
特
に
一
七
八
〇
年
代
の
天
明
の
飢
饉
と
一
八
三
〇
年
代
の
天
保
の
飢

饉
の
二
大
飢
饉
期
は
、
梅
雨
明
け
が
遅
れ
、
多
雨
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る）

13
（

。
近
年
で
は
、
中
塚
武
が
、
文
化
・
文
政
期
（
一
八
〇
四
〜
二
九
）

の
一
時
的
な
温
暖
期
か
ら
、
一
八
三
〇
年
代
に
は
寒
冷
期
へ
と
気
候
が
変
動

し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。

　

気
候
学
に
お
い
て
天
候
不
順
期
と
評
価
さ
れ
る
一
八
三
〇
年
代
は
、
天
保

四
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
全
国
的
に
発
生
し
た
、
天
保
の
飢
饉
に
該
当
す
る

時
期
で
あ
る
。
こ
の
飢
饉
は
、
右
の
諸
研
究
で
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
夏

季
の
冷
害
に
見
舞
わ
れ
て
大
凶
作
が
発
生
し
た
こ
と
が
要
因
で
あ
る
。
飢
饉

の
結
果
、
全
国
で
の
死
者
数
は
二
〇
〜
三
〇
万
に
及
ん
だ
と
推
定
さ
れ
て
い

る
）
11
（

。

　

こ
れ
ら
の
気
候
条
件
を
踏
ま
え
て
、
史
料
1
を
再
解
釈
し
よ
う
。
前
年
の

十
二
月
か
ら
の
断
続
的
な
積
雪
に
よ
っ
て
、
冬
季
の
栄
養
摂
取
量
が
例
年
以

上
に
減
少
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
八
三
〇
年
代
の
日
本
列
島
は
寒
冷
期

に
突
入
し
て
い
た
た
め
、
春
以
降
も
気
温
が
例
年
の
よ
う
に
上
昇
せ
ず
、
夏

も
冷
夏
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
青
草
が
十
分
に
生
育
せ
ず
植
生
量
が
不
足

し
た
。
そ
の
た
め
、
体
重
が
減
少
し
た
冬
季
か
ら
体
力
を
回
復
で
き
ず
（
栄

養
不
足
に
伴
い
疫
病
が
発
生
し
た
可
能
性
も
想
定
で
き
よ
う
）、
史
料
が
作
成
さ

れ
た
九
月
時
点
に
お
い
て
も
、
死
亡
頭
数
が
増
加
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ

れ
る
。
ま
た
、
出
生
頭
数
の
減
少
に
関
し
て
も
、
母
駄
が
充
分
な
栄
養
を
摂

取
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
要
因
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
史
料
1
・
1
の
検
討
に
よ
り
、
気
候
変
動
に
伴
い
大
雪
や
冷
夏
が

生
じ
た
結
果
、
文
政
年
間
末
か
ら
天
保
年
間
半
ば
に
か
け
て
、
最
大
規
模
の

減
少
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
の
死
亡
率
に
つ
い
て
は
、
子
馬
の
み
で
は
あ
る
が
判
明
す
る
。

図
10
は
、
該
当
年
の
二
歳
馬
か
ら
前
年
の
当
歳
馬
の
頭
数
を
引
い
て
算
出
し
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た
も
の
で
あ
る
。
サ
ン
プ
ル
の
二
一
年
間
で
、
死
亡
率
の
平
均
は
四
七
・
九

％
と
な
っ
て
お
り
、
生
ま
れ
た
馬
の
半
数
近
く
が
一
年
以
内
に
死
亡
す
る
計

算
で
あ
る
。
都
井
岬
の
御
崎
馬
も
、
当
歳
馬
の
死
亡
数
が
生
存
数
を
上
回
る

年
を
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら）

11
（

、
飼
養
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
牧
で
は
、
体

力
の
な
い
当
歳
馬
は
通
常
半
数
程
度
死
亡
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

注
目
し
た
い
の
は
、
文
政
十
二
年
と
天
保
四
年
の
死
亡
率
の
高
さ
で
あ
る
。

文
政
十
二
年
は
、
六
六
・
三
％
で
二
番
目
に
高
い
数
値
を
記
録
し
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
、
前
年
の
頭
数
が
不
明
な
た
め
、
頭
数
が
激
減
し
て
い
た
十
・

十
一
年
の
死
亡
率
は
不
明
で
あ
る
。
仮
に
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
の
当

歳
馬
五
五
三
頭
で
試
算
す
る
と
、
文
政
十
一
年
の
死
亡
率
は
七
七
・
五
％
と

な
る
。
ま
た
、
断
続
的
な
積
雪
と
冷
夏
に
見
舞
わ
れ
た
天
保
四
年
は
、
八
〇
・

四
％
と
最
大
値
を
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
数
値
か
ら
、
前
後
の
時
期
と

比
較
し
て
、
文
政
年
間
末
か
ら
天
保
年
間
半
ば
の
減
少
期
は
、
生
存
す
る
こ

と
が
困
難
な
過
酷
な
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

　
　
　
2
　
旱
魃

　

次
に
、
旱
魃
の
影
響
に
つ
い
て
、
史
料
8
を
用
い
て
示
し
た
い
。

〔
史
料
８
）
11
（

〕

　
　

追
而
御
触
書
写
弐
通
相
達
申
候
事

　
　

 
以
宿
継
致
啓
達
候
、
寒
冷
之
節
弥
無
御
別
儀
珍
重
御
事
ニ
御
座
候
、
然

者
自
分
儀
佐
倉
牧
御
用
済
出
府
之
処
、
丹
後
守
殿
ゟ
牧
々
残
馬
并
御
払

馬
等
年
々
相
減
候
趣
意
御
尋
ニ
付
、
近
年
旱
続
、
野
馬
水
呑
場
渇
水
、

場
所
狭
ニ
罷
成
候
ニ
付
、
弐
歳
・
当
歳
等
者
濁
水
呑
候
ニ
付
病
馬
相
成
、

図10　子馬の推定死亡率
出典： 『酒々井町史』2-212・301・111・112・113・101・110、3-211・221・211・288・111・123・111・111、寛政

10年「佐倉矢作牧・小間子牧・油田牧・取香牧残馬帳」（藤212）、同11年「佐倉矢作牧・取香牧・小間子牧・
油田牧残馬帳」（同211）、天保3年「（佐倉牧残馬帳）」（同331）、 同13年「御用留」（同111）、同11年「御用留」

（同111）、同11年「御用留」（同118）、嘉永元年「御用留」（同182）、同2年「御用留」（同183）、同1年「御
用留」（同181）、同1年「御用留」（同181）、同1年「御用留」（同181）、同1年「御用留」（同181）、安政2年「御
用留」（同188）、同3年「御用留」（同181）、同1年「御用留」（同110）。
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斃
馬
多
ニ
茂
御
座
候
段
申
立
候
処
、
呑
水
不
足
ニ
而
者
生
育
之
差
障
ニ

付
、
御
入
用
掛
候
而
も
修
復
可
致
旨
被　

仰
渡
候
間
、
先
達
而
出
役
中

申
談
置
候
通
、
牧
々
最
寄
宜
敷
場
所
浚
堀
下
築
留
等
修
復
之
積
り
、
人

足
積
仕
様
帳
可
被
差
出
候
、
尤
勢
子
土
手
御
修
復
之
振
合
を
以
、
土
坪

并
水
替
人
足
等
取
調
可
申
候
、
尤
城
主
方
江
茂
申
達
候
間
、
相
談
半
紙

帳
へ
積
立
差
出
候
様
可
被
致
候

　
　

右
之
段
可
得
御
意
如
此
候
、
以
上

　
　
　
　

卯
十
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

綿
貫
夏
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
田
長
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
谷
勇
右
衛
門
殿

　
　
　

 

尚
々
、
先
達
而
中
ハ
長
々
在
役
中
御
世
話
ニ
相
成
忝
存
候
、
乍
序
御

礼
申
置
候
、
以
上

　

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
十
月
、
牧
を
統
轄
す
る
小
納
戸
の
吉
川
従
行
が
、

放
牧
頭
数
と
払
い
馬
が
年
々
減
少
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
野
馬
奉
行
の
綿

貫
に
下
問
し
た
。
こ
の
下
問
に
対
し
て
、
綿
貫
は
、
①
近
年
旱
魃
が
続
い
た

た
め
水
飲
み
場
が
渇
水
し
狭
隘
に
な
っ
て
い
る
、
②
当
歳
馬
と
二
歳
馬
が
濁

水
を
飲
み
病
気
と
な
り
多
数
死
亡
し
て
い
る
、
と
答
え
て
い
る
。
傍
線
部
以

降
で
は
、
吉
川
か
ら
対
策
を
講
じ
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
綿
貫
が
、
牧
士
の
島

田
と
大
谷
に
対
し
て
、
水
飲
み
場
の
普
請
と
水
の
交
換
に
要
す
る
費
用
を
調

べ
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。

　

野
馬
は
清
水
・
池
・
湧
水
・
天
水
場
な
ど
で
水
を
補
給
し
て
お
り
、
小
間

子
牧
の
場
合
、
こ
う
し
た
水
飲
み
場
が
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
時
点
で
二

二
か
所
あ
っ
た）

18
（

。
し
か
し
、
水
飲
み
場
と
い
っ
て
も
、
常
時
水
を
供
給
で
き

る
人
工
施
設
で
は
な
い
た
め
、
日
照
り
が
続
く
と
た
ち
ま
ち
水
不
足
に
陥
り
、

史
料
8
の
よ
う
に
死
亡
頭
数
が
増
加
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
特
に
、
体
力

の
な
い
当
歳
と
二
歳
の
子
馬
に
顕
著
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、『
酒
々
井
町
史
』
か
ら
渇
水
が
あ
っ
た
年
を
列
挙
す
る
と
、

文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
三
月
、
同
十
年
十
二
月
、
文
政
二
年
十
月
、
同
四

年
七
月
、
同
五
年
六
月
、
同
十
三
年
七
月
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
八
月

と
な
る）

11
（

。
史
料
8
と
同
時
期
の
一
八
〇
〇
〜
二
〇
年
代
に
か
け
て
、
旱
魃
が

集
中
的
に
発
生
し
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

　

再
び
気
候
学
の
成
果
を
援
用
し
て
、
当
該
期
の
状
況
を
復
元
し
た
い
。
前

述
し
た
八
王
子
の
事
例
で
は
、
一
八
一
〇
・
二
〇
・
五
〇
年
代
の
七
月
平
均

気
温
は
、
前
後
の
時
代
と
比
較
し
て
高
温
で
あ
っ
た）

80
（

。
ま
た
、
長
野
県
木
曽

郡
上
松
町
の
ヒ
ノ
キ
を
分
析
対
象
と
し
て
、
年
輪
酸
素
同
位
体
比
分
析
を
行
っ

た
成
果
に
よ
れ
ば
、
一
七
〇
〇
〜
一
八
五
〇
年
の
一
五
〇
年
間
の
う
ち
①
明

和
七
年
（
一
七
七
〇
）
→
②
同
八
年
→
③
文
政
四
年
の
順
で
、
突
出
し
て
降

水
量
が
少
な
い
乾
燥
し
た
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る）

81
（

。
し
た
が
っ

て
、
一
八
〇
〇
〜
二
〇
年
代
に
旱
魃
が
集
中
的
に
発
生
し
て
い
た
の
は
、
高

温
・
乾
燥
傾
向
に
あ
っ
た
気
候
条
件
が
関
係
し
て
い
た
と
判
断
し
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
一
八
〇
〇
〜
二
〇
年
代
の
頭
数
デ
ー
タ
は
八
年
分
し
か
現
存
し

て
お
ら
ず
、
旱
魃
に
よ
る
影
響
を
数
値
に
も
と
づ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
そ
こ
で
、
一
七
〇
〇
〜
一
八
五
〇
年
の
間
で
三
番
目
に
降
水
量
が
少

な
か
っ
た
文
政
四
年
の
事
例
を
用
い
て
、
異
な
っ
た
角
度
か
ら
考
察
を
重
ね

た
い
。
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文
政
四
年
は
、
三
月
に
は
水
飲
み
場
が
一
部
渇
水
し
て
い
た
模
様
で
、
野

馬
奉
行
の
綿
貫
か
ら
牧
士
に
対
し
て
、
牧
内
を
油
断
な
く
見
廻
る
よ
う
通
達

が
出
て
い
る）

82
（

。
七
月
に
入
る
と
渇
水
の
影
響
が
大
き
く
現
れ
て
き
た
の
で
あ

ろ
う
、
牧
付
村
に
よ
っ
て
、
助
沢
新
田
（
現
在
の
香
取
市
九
美
上
）
の
清
水

か
ら
八
日
間
に
わ
た
り
「
一
日
ニ
四
斗
桶
ニ
而
百
六
拾
樽
ッ
ゝ
附
送
）
83
（

」
る
こ

と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
を
現
在
の
単
位
に
換
算
す
る
と
、
桶
七
二
ℓ
×
二

六
〇
樽
×
八
日
＝
一
四
九
・
七
六
t
と
な
り
、
極
め
て
膨
大
な
量
の
水
を
牧

内
に
運
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

馬
の
水
分
摂
取
量
は
、
個
体
・
運
動
量
・
季
節
等
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化

す
る
た
め
、
一
概
に
は
い
え
な
い
が
、
概
ね
一
日
二
〇
〜
三
〇
ℓ
が
必
要
と

な
る
。
寛
政
七
年
か
ら
慶
応
三
年
ま
で
の
年
間
平
均
頭
数
は
、
一
三
〇
三
頭

に
な
る
の
で
、
仮
に
一
頭
当
た
り
一
日
二
〇
ℓ
と
す
る
と
、
二
六
t
余
が
一

日
の
必
要
水
量
と
試
算
で
き
る
。
し
か
し
、
台
地
上
に
存
在
し
た
佐
倉
牧
は
、

耕
作
地
と
し
て
不
向
き
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
潤
沢
な
水

源
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
日
照
り
が
続
き
降
水
量
が

減
少
し
た
場
合
、
一
日
二
六
t
と
い
う
膨
大
な
水
量
を
賄
う
こ
と
は
困
難
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
政
四
年
の
大
旱
魃
時
に
、
牧
付
村
々
か
ら
人
足

を
大
量
に
動
員
し
、
水
を
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
下
総
台

地
の
自
然
環
境
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
3
　
伝
染
病

　

前
項
ま
で
で
、
気
候
災
害
に
伴
う
頭
数
の
減
少
を
検
討
し
て
き
た
。
次
に
、

安
定
期
の
天
保
年
間
半
ば
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
の
間
で
、
当
歳
馬

を
中
心
に
大
き
な
減
少
が
生
じ
て
い
た
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。

〔
史
料
９
）
81
（

〕

　
　
　

 

以
宿
継
啓
上
仕
候
、
春
和
之
砌
ニ
御
座
候
処
、
益
御
勇
健
被
遊
御
座

恐
悦
至
極
ニ
奉
存
候
、
然
者
当
月
上
旬
よ
り
追
々
斃
馬
多
ニ
罷
成
、

殊
ニ
二
歳
・
三
歳
多
分
ニ
而
、
四
牧
都
合
帳
廿
五
日
迄
凡
七
拾
七
疋

斃
馬
仕
候
、
右
者
一
統
甚
心
配
仕
り
、
只
今
評
儀
勘
弁
仕
候
処
、
旧

冬
ゟ
当
春
ニ
至
り
、
寒
暖
不
調
之
時
候
中
り
ニ
茂
御
座
候
哉
、
一
体

例
年
よ
り
肉
薄
ニ
相
成
、
此
節
者
病
死
馬
者
天
行
（
マ
マ
）病

と
相
見
へ
、
俄

ニ
煩
付
、
腰
痿
熱
気
甚
敷
、
或
者
一
日
或
者
一
夜
斃
馬
仕
り
、
病
体

凡
而
同
様
ニ
而
、
だ
■
（
虫
損
・
い
す
ヵ
）

■
ふ
り
と
申
病
之
由
新
蔵
申
聞
候
、
且
日
々

野
廻
り
先
ニ
而
見
付
候
病
馬
、
地
元
村
江
介
抱
申
付
候
得
共
、
療
養

無
甲
斐
、
何
れ
も
不
日
ニ
斃
馬
ニ
相
成
申
候
、
猶
此
上
之
儀
難
斗
甚

心
配
仕
候
、
追
而
当
月
分
斃
馬
取
調
帳
奉
差
上
候
へ
共
、
先
此
段
申

上
候

　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　

右
旁
可
奉
申
上
如
此
ニ
御
座
候
、
已
上

　
　
　
　

申
三
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

藤
崎
勝
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
崎
半
右
衛
門

　
　
　
　
　

綿
貫
夏
右
衛
門
様　
　
　
　
　
　

大
穴
継
キ

　
　
　

 
追
啓
仕
候
本
文
斃
馬
多
之
儀
、
三
牧
方
打
合
候
処
、
是
又
同
様
之
儀

御
座
候
、
且
右
届
書
以
竪
紙
可
申
上
儀
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
、
御
下
知
次

第
可
奉
差
上
候
、
已
上
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史
料
1
は
、
牧
士
か
ら
野
馬
奉
行
綿
貫
夏
右
衛
門
へ
の
報
告
で
あ
る
。
大

意
は
、
①
嘉
永
元
年
三
月
上
旬
か
ら
二
・
三
歳
馬
を
中
心
に
斃
馬
が
増
加
し

て
お
り
、
現
在
四
牧
で
七
七
頭
が
死
亡
し
て
い
る
、
②
症
状
と
し
て
は
、
肉

薄
、「
腰
痿
」＝
腰
の
異
常
な
動
き
、
発
熱
の
症
状
が
み
ら
れ
、
一
晩
か
ら
一

日
で
死
亡
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
牧
士
は
、
天
候
不
順
を
原

因
と
す
る
「
天
行
病
」
と
疑
っ
て
お
り
、
新
蔵
と
い
う
人
物
が
診
断
す
る
病

名
も
報
告
し
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
虫
損
の
た
め
判
読
で
き
な
か
っ
た
。

　

前
年
の
頭
数
デ
ー
タ
が
な
い
た
め
、
二
年
前
で
あ
る
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）

の
頭
数
で
減
少
率
を
試
算
す
る
と
、
一
一
八
四
頭
が
九
八
五
頭
と
、
嘉
永
元

年
に
全
体
で
二
割
程
度
の
大
幅
な
減
少
が
生
じ
て
い
る
。「
天
行
病
」
は
四

牧
全
体
に
拡
大
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
三
月
時
点
で

七
七
頭
が
死
亡
し
て
い
る
の
で
、弘
化
三
年
の
一
一
八
四
頭
ベ
ー
ス
だ
と
、六
・

五
％
と
い
う
急
激
な
減
少
が
、
わ
ず
か
一
か
月
の
間
で
生
じ
て
い
た
こ
と
と

な
る
。
異
常
な
挙
動
と
発
熱
、
加
え
て
発
症
後
短
時
間
で
死
亡
し
て
い
る
症

状
も
勘
案
す
れ
ば
、
何
か
し
ら
の
伝
染
病
が
蔓
延
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

第
四
章
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
、
当
歳
馬
の
減
少
率
は
父
馬
以
下
と
比

較
し
て
最
大
で
あ
っ
た
。
弘
化
三
・
嘉
永
元
・
三
年
の
当
歳
馬
の
推
移
は
、

三
〇
八
→
一
五
九
→
二
三
〇
頭
と
な
っ
て
お
り
、
頭
数
が
ほ
ぼ
半
減
し
て
い

た
。
五
〇
％
に
近
い
大
幅
な
減
少
率
は
、
母
駄
の
罹
患
や
死
亡
の
結
果
、
嘉

永
元
年
の
出
生
頭
数
が
減
少
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
解
釈
す
る
の
が
自
然

で
あ
ろ
う
。

　
　
　
4
　
過
放
牧

　

最
後
に
、
人
為
的
な
影
響
に
よ
る
頭
数
の
減
少
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た

い
。
史
料
10
は
、
牧
士
か
ら
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
当
時
佐
倉
牧
を
管

轄
し
て
い
た
大
蔵
省
勧
農
寮
牧
畜
掛
へ
の
報
告
で
あ
る
。

〔
史
料
⓾
）
81
（

〕

　
　
　
　
　

以
書
付
奉
申
上
候

　
　

 

佐
倉
取
香
牧
野
馬
之
儀
、
昨
未
秋
頃
ゟ
一
体
肉
薄
ニ
相
見
、
捕
馬
後
追
々

斃
馬
多
ニ
相
成
候
ニ
付
、
一
同
申
合
、
日
割
を
以
無
間
断
野
廻
、
病
馬

見
請
次
第
最
寄
村
々
江
牽
入
療
養
為
致
候
得
共
、
追
日
病
馬
多
、
其
容

躰
何
れ
も
打
臥
候
而
者
自
力
ニ
起
兼
、
腰
痿
候
迄
ニ
而
、
別
ニ
苦
悩
も

相
見
不
申
、
又
ハ
犬
鳥
等
ニ
被
傷
相
斃
申
候
、
如
斯
大
疲
労
之
趣
深
ク
、

去
ル
午
年
他
牧
ゟ
移
転
之
節
、
従
来
之
建
場
ニ
離
、
水
草
之
ヶ
所
を
失

ひ
候
而
、
昼
夜
元
牧
を
慕
、
矢
作
牧
添
当
牧
字
木
ノ
根
内
江
群
々
共
相

集
、
数
十
日
之
間
多
数
狭
地
ニ
混
乱
動
揺
致
し
、
喰
草
之
不
足
ゟ
稀
成

暑
寒
数
度
之
雪
等
ニ
相
中
候
儀
与
者
奉
存
候
得
共
、
惣
身
蟎
ニ
被
纏
、

馬
壱
頭
ニ
者
凡
四
五
升
程
宛
も
有
之
、
腰
痿
候
ゟ
喰
草
不
進
、
不
日
同

様
相
斃
申
候
ニ
付
、
流
行
伝
染
之
病
症
ニ
も
有
之
候
哉
、
容
易
快
馬
難

相
成
、
追
々
農
繁
之
時
節
ニ
至
り
、
村
方
御
預
之
儀
者
難
渋
ニ
も
相
見

候
ニ
付
、
猶
評
儀
之
上
根
木
名
村
・
岩
山
村
・
菱
田
村
三
ヶ
所
ニ
借
家

出
張
、
病
馬
之
分
牽
入
養
育
罷
在
、
三
橋
源
六
・
前
林
村
馬
医
八
郎
兵

衛
ニ
治
療
為
致
候
得
共
、
過
半
者
不
行
届
、
去
冬
以
来
之
処
ニ
而
移
候

野
馬
凡
七
八
分
、
在
来
之
内
三
分
余
斃
馬
ニ
相
成
、
一
同
当
惑
心
痛
深

奉
恐
入
候
、
猶
無
際
限
病
馬
出
来
候
ニ
付
、
悉
皆
飼
立
仕
候
ニ
者
日
数

も
相
掛
、
喰
草
刈
入
等
之
御
入
費
相
嵩
候
間
、
当
分
之
内
岩
山
村
ニ
而
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蟎
無
之
場
所
借
地
囲
付
仕
、
快
方
ニ
向
候
分
取
放
置
飼
立
仕
候
、
牽
入

并
村
々
御
預
斃
馬
等
之
員
数
、
追
々
可
申
上
候
得
共
、
先
此
段
奉
申
上

候
、
以
上

　
　
　
　

壬
申　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

根
本
鉄
平

　
　
　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

島
田
幸
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
崎
勝
左
衛
門

　
　
　
　

勧
農
寮

　
　
　
　

牧
畜
掛

　
　
　
　
　

御
役
所

　

本
史
料
で
は
以
下
の
点
に
注
目
し
た
い
。
①
取
香
牧
で
は
、
前
年
秋
頃
か

ら
肉
薄
な
馬
が
増
え
て
斃
馬
が
増
加
し
た
た
め
、
病
馬
を
最
寄
り
の
村
で
養

育
さ
せ
て
い
る
。
②
こ
れ
ら
の
病
馬
は
、
自
力
で
起
き
上
が
れ
ず
疲
れ
た
よ

う
な
容
態
で
あ
る
。
③
他
牧
か
ら
取
香
牧
へ
の
移
転
に
よ
っ
て
、
放
牧
地
が

狭
く
な
り
草
が
不
足
し
て
い
る
。
④
全
身
が
ダ
ニ
に
寄
生
さ
れ
、
腰
に
は
異

常
な
動
き
が
み
ら
れ
て
食
欲
も
減
退
し
て
お
り
、
伝
染
病
の
よ
う
な
容
態
で

あ
る
。
⑤
取
香
牧
で
元
々
放
牧
さ
れ
て
い
た
馬
の
三
％
、
移
転
し
て
き
た
馬

の
七
〜
八
％
が
死
亡
し
て
い
る
。

　

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
八
月
に
、
小
金
牧
と
佐
倉
牧
を
廃
止
し
て
開
墾

地
に
利
用
す
る
こ
と
が
決
定
す
る
と
、
翌
明
治
二
年
か
ら
、
野
馬
を
周
辺
村
々

へ
売
却
し
た
り
、
小
間
子
牧
と
取
香
牧
に
集
約
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
牧
は

漸
次
縮
小
・
廃
止
し
て
い
っ
た
。
史
料
10
の
時
点
で
は
、
小
間
子
牧
も
廃
止

と
な
り
、
取
香
牧
一
か
所
に
集
約
し
た
状
態
で
あ
っ
た
。

　

表
1
に
、
二
年
前
の
明
治
三
年
時
点
に
お
け
る
小
間
子
・
取
香
・
矢
作
牧

の
頭
数
と
放
牧
面
積
を
示
し
た
。
小

間
子
牧
は
一
八
〇
〇
頭
中
一
一
一
六

頭
が
、
取
香
牧
は
九
六
五
頭
中
六
六

五
頭
が
他
牧
か
ら
移
転
し
て
き
た
馬

で
あ
る
。
両
牧
に
関
し
て
は
、
一
頭

当
た
り
の
放
牧
面
積
は
一
ha
前
後
で
、

慶
応
期
の
表
1
と
比
較
す
る
と
、
約

四
分
の
一
に
ま
で
縮
小
し
て
い
た
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
牧
を
廃
止
し

開
墾
地
と
し
て
の
利
用
を
優
先
さ
せ

る
た
め
、
明
治
政
府
は
野
馬
を
取
香

牧
へ
移
転
・
集
約
さ
せ
た
。
そ
の
結

果
、
過
放
牧
の
状
態
に
陥
り
、
頭
数

に
対
し
て
植
生
量
が
不
足
し
、
野
馬

の
体
力
は
低
下
し
て
い
た
。
伝
染
病

が
蔓
延
す
る
条
件
は
揃
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
史
料
10
の
伝
染
病
は
、
適
正

な
放
牧
面
積
を
無
視
し
た
明
治
政
府
の
対
応
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
、
ま
さ

に
「
人
災
」
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
の
検
討
に
よ
り
、
佐
倉
牧
で
放
牧
さ
れ
て
い
た
野
馬
の
体
高
は
一

一
〇
〜
一
二
〇
㎝
台
で
、
現
在
島
嶼
部
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
在
来
馬
程
度
の

頭数（頭） 面積（ha） 一頭当たり
面積（ha）全体 内移転

小間子牧 1,800 1,116 2056.4 1.1（4.2）
取香牧 965 665 899.7 0.9（3.5）
矢作牧 100 1428 14.2（4）

合　計 2,865 1,781 4.384.1 1.5（4.1）

表9　明治3年（1870）の頭数と放牧面積

出典：『酒々井町史』1-81・222。
註 1 ：頭数は概算。
註 2 ：広さ及び面積の小数点第2位以下は、切り捨てて算出。
註 3 ：一頭当たり面積の括弧内は、慶応期の数値。
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大
き
さ
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
毛
色
は
栗
毛
・
青
毛
・
鹿
毛
を
中
心
に
分
布

し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
河
原
毛
・
白
毛
な
ど
希
釈
遺
伝
子
に

由
来
す
る
毛
色
が
日
本
在
来
馬
に
は
多
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
一

般
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
品
種
や
地
域
に
よ
っ
て
毛
色
分
布
は
多

様
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
体
高
・
毛
色
と
も
に
母
体
数
を
示
す
史

料
が
現
存
し
て
い
な
い
た
め
、
体
高
に
著
し
い
個
体
差
が
存
在
し
て
い
た
理

由
や
、
毛
色
分
布
の
要
因
を
説
明
し
え
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
毛
色
に
関
し

て
は
、
ま
と
ま
っ
た
デ
ー
タ
を
採
取
し
た
こ
と
で
、
一
定
の
傾
向
を
示
せ
た

と
考
え
る
。

　

野
馬
の
管
理
方
法
に
つ
い
て
転
じ
れ
ば
、
佐
倉
四
牧
の
場
合
、
雄
馬
の
八

割
以
上
を
牧
周
辺
村
々
へ
の
売
却
等
を
通
じ
て
牧
外
に
放
出
す
る
こ
と
に
よ

り
、
父
馬
の
個
体
数
を
制
限
し
、
性
比
を
人
為
的
に
変
更
し
て
い
た
。
そ
の

た
め
、
現
生
の
半
野
生
馬
群
と
は
異
な
り
、
ハ
ー
レ
ム
群
に
加
え
て
母
駄
（
及

び
子
馬
）
の
み
の
群
れ
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
気
候
災
害
に
伴
う
頭
数

の
激
減
時
を
除
き
、
原
則
と
し
て
牧
間
で
の
移
動
は
認
め
ら
れ
ず
、
頭
数
の

最
も
少
な
い
油
田
牧
で
あ
れ
ば
、
一
〇
〇
頭
前
後
の
小
集
団
で
閉
鎖
的
な
環

境
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
父
馬
に
つ
い
て
は
、
四
牧
内
で
の
牧
替
え
が
平
時
か
ら
行
わ
れ

て
お
り
、
寛
政
期
に
は
幕
府
直
営
牧
一
体
で
の
積
極
的
な
牧
替
え
が
牡
牝
と

も
に
進
め
ら
れ
た
。
自
然
放
牧
と
い
う
呼
称
の
と
お
り
、
近
世
牧
の
放
牧
方

式
が
粗
放
的
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
父
馬
の
選
抜
と
制
限
、
牧
替
え

に
よ
る
多
様
な
血
統
の
導
入
、
牧
地
の
環
境
整
備
な
ど
を
通
じ
て
、
と
り
わ

け
寛
政
期
以
降
、
江
戸
幕
府
は
馬
産
強
化
を
図
っ
て
い
た
。
こ
の
点
で
、
野

馬
は
手
つ
か
ず
に
野
放
し
に
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
父
馬
を
中
心
と

し
た
人
為
的
な
管
理
が
多
少
な
り
と
も
実
践
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
結
果
を
踏
ま
え
て
、
頭
数
の
動
向
と
気
候
条

件
と
の
関
係
を
改
め
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

【
増
加
期
】
寛
政
七
〜
文
政
年
間
末
（
一
七
九
五
〜
一
八
二
〇
年
代
末
）

　

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
制
度
改
正
を
契
機
と
し
て
、
馬
産
強
化
を
目

的
と
し
た
幕
府
の
政
策
が
積
極
的
に
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
七
九
〇
年
代

以
降
の
夏
季
気
温
は
上
昇
傾
向
に
あ
り）

81
（

、
特
に
一
八
一
〇
・
二
〇
年
代
は
高

温
・
乾
燥
の
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
、
前
後
の
時
期
と
比
べ
る
と
温

暖
で
、
旱
魃
に
よ
る
一
時
期
な
減
少
が
生
じ
た
も
の
の
、
頭
数
は
乱
高
下
し

な
が
ら
増
加
基
調
に
あ
っ
た
。

【
減
少
期
】 

文
政
年
間
末
〜
天
保
年
間
半
ば
（
一
八
二
〇
年
代
末
〜
一
八
三
〇

年
代
中
頃
）

　

寒
冷
期
に
突
入
し
た
こ
と
に
伴
い
、
断
続
的
な
大
雪
や
冷
夏
と
い
っ
た
天

候
不
順
が
生
じ
た
。
そ
の
結
果
、
植
生
量
が
不
足
し
、
あ
る
い
は
雪
の
下
に

草
が
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
栄
養
摂
取
量
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
牧
・

全
性
齢
で
死
亡
頭
数
が
急
増
、
出
生
頭
数
は
急
減
し
、
生
存
す
る
の
も
困
難

な
環
境
に
置
か
れ
て
い
た
。

【
安
定
期
】
天
保
年
間
半
ば
〜
慶
応
三
年
（
一
八
三
〇
年
代
中
頃
〜
一
八
六
七
）

　

伝
染
病
に
よ
る
一
時
的
な
減
少
は
発
生
し
た
も
の
の
、
父
馬
の
個
体
数
を

固
定
化
し
、
植
生
量
に
対
す
る
適
正
放
牧
数
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
安

定
的
に
推
移
し
た
。
安
定
期
に
当
た
る
一
九
世
紀
中
頃
以
降
は
、
次
第
に
温

暖
化
が
進
行
し
、
一
八
六
〇
年
代
に
は
現
在
と
同
程
度
の
暖
冬
が
一
時
的
に
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現
れ
る
な
ど
、
冬
の
寒
さ
が
和
ら
ぎ
始
め
た
温
暖
期
で
あ
っ
た）

81
（

。

　

以
上
の
整
理
か
ら
、
気
候
変
動
と
生
産
頭
数
は
相
関
関
係
に
あ
っ
た
と
理

解
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
寒
冷
期
に
突
入
し
た
文
政
年
間
末
か
ら
天

保
年
間
半
ば
は
、
全
牧
・
全
性
齢
で
急
激
な
減
少
が
発
生
し
た
。
他
方
で
、

そ
の
前
の
時
期
で
あ
る
寛
政
七
年
〜
文
政
年
間
末
は
頭
数
の
増
加
が
、
後
の

時
期
で
あ
る
天
保
年
間
末
以
降
は
安
定
的
な
推
移
が
み
ら
れ
た
。
江
戸
時
代

は
気
温
が
低
い
小
氷
期
に
該
当
す
る
が
、
そ
の
中
で
も
数
十
年
周
期
で
温
暖

期
と
寒
冷
期
を
繰
り
返
し
て
お
り）

88
（

、
こ
の
気
候
変
動
と
連
動
し
て
頭
数
が
変

化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

特
に
、
雪
害
や
冷
害
な
ど
寒
冷
期
の
気
候
災
害
は
、
栄
養
摂
取
量
と
植
生

量
に
与
え
る
影
響
が
甚
大
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
の
検
討
結
果
か
ら
、
計
画
的

な
草
地
管
理
や
舎
飼
い
・
給
餌
が
行
わ
れ
て
い
な
い
自
然
放
牧
で
は
、
温
暖

な
気
候
条
件
の
方
が
、
気
候
災
害
に
伴
う
リ
ス
ク
要
因
が
少
な
く
、
安
定
的

な
生
産
が
可
能
で
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
気
候
変
動
と
生
産
頭
数
が
相
関
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
粗
放
的
な
前
近
代
に
お
け
る
馬
産
は
、
自
然
環
境
の
変
化
に
規
定
さ
れ

る
段
階
に
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
寛
政
五
年
か
ら
生
産
強
化
の
取
り
組
み

が
次
々
と
実
施
さ
れ
、
同
時
代
の
証
言
で
も
頭
数
が
増
加
し
た
と
の
認
識
が

み
ら
れ
た
が
、
直
前
の
一
七
八
〇
年
代
は
、
天
明
の
飢
饉
が
発
生
し
た
寒
冷

期
に
当
た
る
。
頭
数
の
推
移
が
分
か
る
デ
ー
タ
が
残
っ
て
い
な
い
と
は
い
え
、

寛
政
期
以
降
の
増
加
現
象
は
、
寒
冷
期
か
ら
温
暖
期
に
気
候
が
変
動
し
た
結

果
と
無
縁
で
は
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
幕
府
の
馬
匹
増
産
策
は
、
温
暖

な
気
候
条
件
に
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
政
策
効
果
が
も
た
ら

さ
れ
た
と
理
解
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
は
、
検
討
時
期
が
八
〇
年
程
に
限
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
実
証
が
充
分

に
及
ば
な
か
っ
た
点
も
多
い
。
た
だ
、
従
来
さ
し
た
る
検
討
も
な
く
用
い
ら

れ
て
き
た
「
自
然
放
牧
」
の
具
体
像
や
、
検
討
す
ら
ほ
と
ん
ど
加
え
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
野
馬
の
姿
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
史
料
が
潤

沢
に
残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
以
上
、
限
ら
れ
た
史
料
を
最
大
限
に
利
用

し
、
当
時
の
生
態
を
復
元
す
る
作
業
を
今
後
も
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

註（
1
）
以
上
の
数
値
は
、
農
林
水
産
省
生
産
局
畜
産
部
畜
産
振
興
課
編
『
馬
関
係

資
料
』（
二
〇
二
〇
年
）
に
よ
る
。
公
益
社
団
法
人
日
本
馬
事
協
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（https://www.bajikyo.or.jp

）
よ
り
、
二
〇
二
〇
年
八
月
十
二
日

最
終
閲
覧
。

（
2
）
帝
国
競
馬
協
会
編
『
日
本
馬
政
史
二
』（
帝
国
競
馬
協
会
、
一
九
二
八
年
）、

同
編
『
日
本
馬
政
史
三
』（
帝
国
競
馬
協
会
、
一
九
二
八
年
）。

（
3
）
安
田
初
雄
「
近
世
に
お
け
る
本
邦
の
置
付
放
牧
に
関
す
る
地
理
的
研
究
（
そ

の
1
）」（『
福
島
大
学
学
芸
学
部
論
集
』
九
―
一
、
一
九
五
八
年
）。

（
1
）
安
田
前
掲
註
（
3
）
の
ほ
か
、
同
「
近
世
の
南
部
の
九
牧
に
関
す
る
歴
史

地
理
的
研
究
」（『
東
北
地
理
』
八
―
二
、
一
九
五
五
年
）、
同
「
伊
豆
諸
島
の

置
付
放
牧
―
近
世
に
お
け
る
本
邦
の
置
付
放
牧
に
関
す
る
地
理
的
研
究
（
そ

の
2
）
―
」（『
東
北
地
理
』
一
一
―
一
、
一
九
五
八
年
）、
同
「
奥
相
馬
の
所

謂
妙
見
神
馬
の
牧
に
つ
い
て
」（『
福
島
大
学
学
芸
学
部
論
集
』
一
一
―
一
、

一
九
六
〇
年
）、
同
「
近
世
の
種
子
島
に
お
け
る
放
牧
」（『
福
島
大
学
学
芸
学

部
論
集
』
一
二
―
一
、
一
九
六
一
年
）。
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（
1
）
森
嘉
兵
衛
「
南
部
の
馬
」（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
日
本
産
業
史
大
系
3 

東
北
地
方
篇
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
年
、
に
収
録
。
の
ち
林
英
夫
編

『
馬
の
文
化
叢
書  

第
四
巻
「
近
世
―
馬
と
日
本
史
3
」』
財
団
法
人
馬
事
文
化

財
団
、
一
九
九
三
年
、
に
再
録
）、
安
田
初
雄
「
南
奥
の
馬
」（
同
前
書
に
収
録
）、

堀
口
貞
幸
「
木
曾
駒
」（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
日
本
産
業
史
大
系
1 

中
部

地
方
篇
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
年
、
に
収
録
）、
芳
即
正
「
薩
摩
の
馬
」

（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
日
本
産
業
史
大
系
8 

九
州
地
方
篇
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
六
〇
年
、
に
収
録
）。

（
1
）
尾
山
通
男
『
日
本
馬
の
馬
体
変
遷
の
研
究
』（
故
尾
山
通
男
遺
稿
出
版
会
、

一
九
六
三
年
）。

（
1
）
岩
根
雄
治
郎
「
南
部
藩
木
崎
牧
の
経
営
」（『
国
史
学
』
七
九
、一
九
六
九
年
）、

同
「
江
戸
幕
府
に
よ
る
愛
鷹
牧
の
成
立
」（『
国
史
学
』
九
四
、
一
九
七
四
年
）。

（
8
）
清
水
詩
織
「
千
葉
県
に
お
け
る
自
治
体
史
編
纂
と
近
世
史
研
究
」（『
関
東

近
世
史
研
究
』
七
九
、
二
〇
一
六
年
）。

（
1
）
さ
し
あ
た
り
、
下
記
の
自
治
体
史
を
示
し
て
お
く
。『
佐
倉
市
史 

巻
一
』（
佐

倉
市
、
一
九
七
一
年
）、『
富
里
村
史 

通
史
編
』（
富
里
村
、
一
九
八
一
年
）、『
松

戸
市
史 

中
巻 

近
世
編
』（
松
戸
市
役
所
、
一
九
七
八
年
）、『
酒
々
井
町
史  

通
史
編 

上
巻
』（
酒
々
井
町
、
一
九
八
七
年
）、『
山
武
町
史 

通
史
編
』（
山
武

町
、
一
九
八
八
年
）、『
習
志
野
市
史 

第
一
巻 

通
史
編
』（
習
志
野
市
役
所
、

一
九
九
五
年
）、『
鎌
ケ
谷
市
史 

中
巻
』（
鎌
ヶ
谷
市
、
一
九
九
七
年
）、『
船
橋

市
史 

近
世
編
』（
船
橋
市
、
一
九
九
八
年
）、『
千
葉
県
の
歴
史 

通
史
編 

近
世

1
』（
千
葉
県
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
10
）
須
田
茂
「
享
保
期
佐
倉
牧
付
新
田
の
開
発
と
農
民
層
」（『
地
方
史
研
究
』

一
九
二
、
一
九
八
四
年
）、
中
村
勝
「
幕
府
の
牧
支
配
体
制
と
原
地
新
田
の
開

発
―
小
金
・
佐
倉
牧
の
享
保
期
開
発
を
中
心
に
―
」（
小
笠
原
長
和
編
『
東
国

の
社
会
と
文
化
』
梓
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
に
収
録
）、
高
見
澤
美
紀
「
享

保
期
佐
倉
牧
に
お
け
る
新
田
「
開
発
」
の
特
質
」（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
北

総
地
域
の
水
辺
と
台
地
―
生
活
空
間
の
歴
史
的
変
容
―
』
雄
山
閣
、
二
〇
一
一

年
、
に
収
録
）、
佐
々
木
克
哉
「
下
総
台
地
の
開
発
と
小
金
牧
―
延
宝
期
を
中

心
に
―
」（『
関
東
近
世
史
研
究
』
七
四
、
二
〇
一
三
年
）
等
。

（
11
）
白
井
豊
「
下
総
台
地
西
部
の
牧
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
薪
炭
林
化
―
寛
政

期
以
降
の
変
容
―
」（『
歴
史
地
理
学
』
四
九
―
二
、
二
〇
〇
七
年
）、
佐
々
木

克
哉
「
近
世
下
総
台
地
の
造
林
と
植
生
」（
根
岸
茂
夫
ほ
か
編
『
近
世
の
環
境

と
開
発
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、
に
収
録
）、
高
木
謙
一
「
近
世
佐
倉

牧
周
辺
村
々
に
お
け
る
林
産
資
源
の
管
理
と
利
用
」（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
』

四
九
、
二
〇
一
五
年
）
等
。

（
12
）
高
橋
覚
「
野
馬
奉
行
綿
貫
氏
支
配
の
牧
と
牧
士
」（『
千
葉
県
立
房
総
風
土

記
の
丘
年
報
』
八
、
一
九
八
五
年
）、
久
留
島
浩
「
牧
士
」（
同
編
『
シ
リ
ー

ズ 

近
世
の
身
分
的
周
縁
1 

支
配
を
さ
さ
え
る
人
々
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

〇
年
、
に
収
録
）
等
。

（
13
）
高
見
澤
美
紀
「
享
保
改
革
期
に
お
け
る
将
軍
狩
猟
と
旗
本
政
策
―
享
保
一

〇
年
小
金
原
鹿
狩
の
検
討
か
ら
―
」（『
千
葉
史
学
』
三
〇
、
一
九
九
七
年
）、

大
谷
貞
夫
『
江
戸
幕
府
の
直
営
牧
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）、
椿
田
有

希
子
「
治
者
・
被
治
者
の
「
一
体
感
」
創
出
―
嘉
永
二
年
小
金
原
鹿
狩
の
事
例
」

（
同
『
近
世
近
代
移
行
期
の
政
治
文
化
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
に
収
録
）、

横
山
輝
樹
「
徳
川
吉
宗
の
小
金
原
鹿
狩
―
勢
子
運
用
の
観
点
か
ら
―
」（『
日

本
研
究
』
五
〇
、
二
〇
一
四
年
。
の
ち
「
小
金
原
鹿
狩
」
と
加
筆
修
正
の
上
、

同
『
徳
川
吉
宗
の
武
芸
奨
励
―
近
世
中
期
の
旗
本
強
化
策
―
』
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
七
年
、
に
収
録
）
等
。

（
11
）
大
谷
前
掲
註
（
13
）。

（
11
）
青
木
更
吉
『
小
金
牧
を
歩
く
』（
崙
書
房
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）、
同
『
佐

倉
牧
を
歩
く
』（
崙
書
房
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）。
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（
11
）
本
論
で
は
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
林
編
前
掲
註
（
1
）
で
は
、
牧
と
馬
産

に
関
わ
る
論
考
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
解
題
（
林
英
夫
執
筆
）
と
文
献
目
録

も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
11
）
近
藤
誠
司
「
日
本
に
お
け
る
大
家
畜
の
行
動
研
究
の
流
れ
」（『
日
本
家
畜

管
理
研
究
会
誌
』
二
七
―
三
、
一
九
九
二
年
）。

（
18
）
白
井
豊
「
明
治
10
年
代
に
お
け
る
下
総
台
地
西
部
の
土
地
利
用
と
薪
炭
生

産
―
迅
速
測
図
と
『
偵
察
録
』
の
分
析
を
通
し
て
―
」（『
歴
史
地
理
学
』
四

四
―
五
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
「
下
総
台
地
西
部
に
お
け
る
松
林
の
意
義
」（『
景

観
生
態
学
』
九
―
二
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
11
）
以
下
、
図
表
の
出
典
も
含
め
て
、
酒
々
井
町
島
田
長
右
衛
門
家
文
書
の
引

用
は
、『
酒
々
井
町
史 

史
料
集
（
二
）（
佐
倉
牧
関
係
一
）』（
酒
々
井
町
役
場
、

一
九
七
六
年
）、『
酒
々
井
町
史 

史
料
集
（
三
）（
佐
倉
牧
関
係
二
）』（
酒
々
井

町
役
場
、
一
九
七
九
年
）、『
酒
々
井
町
史 
史
料
集
（
四
）（
佐
倉
牧
関
係
三
）』

（
酒
々
井
町
役
場
、一
九
八
〇
年
）
に
よ
り
、煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、該
当
巻
・

頁
の
み
を
表
記
す
る
。
同
様
の
理
由
に
よ
り
、藤
崎
牧
士
史
料
館
収
蔵
文
書
（
千

葉
県
文
書
館
架
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
紙
焼
き
を
使
用
）
は
、
藤
・
史
料
番

号
で
表
記
す
る
。

（
20
）
楠
瀬
良
ほ
か
「
育
成
期
の
馬
の
至
適
放
牧
地
条
件 

1
．放
牧
地
の
面
積
が

サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
種
育
成
馬
の
行
動
に
及
ぼ
す
影
響
」（『
日
本
中
央
競
馬
会
競

走
馬
総
合
研
究
所
報
告
』
二
二
、
一
九
八
五
年
）、
楠
瀬
良
ほ
か
「
育
成
期
の

馬
の
至
適
放
牧
地
条
件 

2
．サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
種
育
成
馬
の
行
動
か
ら
み
た
至

適
放
牧
頭
数
」（『
日
本
中
央
競
馬
会
競
走
馬
総
合
研
究
所
報
告
』
二
三
、
一

九
八
六
年
）。
な
お
、
三
頭
以
上
の
育
成
馬
が
、
自
発
的
運
動
を
十
分
確
保
で

き
る
こ
と
を
基
準
と
し
た
放
牧
面
積
で
あ
り
、
採
食
行
動
を
基
準
と
し
た
そ

れ
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

（
21
）
前
掲
註
（
1
）『
松
戸
市
史
』、『
千
葉
県
史
』、大
谷
前
掲
註
（
13
）
等
参
照
。

（
22
）
天
保
十
四
年
「
佐
倉
七
牧
附
村
々
高
帳
」（
藤
四
一
六
）。

（
23
）『
日
本
の
在
来
馬
―
そ
の
保
存
と
活
用
―
（
2
版
）』（
社
団
法
人
日
本
馬
事

協
会
、
二
〇
〇
七
年
）
一
七
一
頁
。

（
21
）
足
立
利
充
『
伯
楽
秘
鑑
』（
大
友
源
九
郎
編
『
馬
事
年
史 

第
二
巻
』
日
本

競
馬
会
、
一
九
四
七
年
、
に
収
録
）。
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、『
日
本
馬
術

史 

第
四
巻
』（
日
本
乗
馬
協
会
、
一
九
四
〇
年
）
一
三
六
頁
を
参
照
。

（
21
）
慶
応
四
年
「
御
用
留
」（『
酒
々
井
町
史
』
四
―
八
六
頁
）。

（
21
）
嘉
永
七
年
序
。
馬
の
博
物
館
所
蔵
、
整
理
番
号
七
〇
四
。

（
21
）
江
崎
孝
三
郎
ほ
か
「
木
曽
馬
集
団
に
お
け
る
毛
色
の
頻
度
の
推
移
」（『
日

本
畜
産
学
会
報
』
三
三
―
三
、
一
九
六
二
年
）。

（
28
）
慶
応
四
年
「
御
用
留
」（『
酒
々
井
町
史
』
四
―
一
〇
六
頁
）。
な
お
、
本
論

中
で
の
引
用
史
料
は
原
本
に
よ
る
が
、
参
照
の
便
を
考
え
て
、『
酒
々
井
町
史
』

で
の
該
当
頁
で
表
記
し
て
お
く
。

（
21
）
木
村
李
花
子
『
ウ
マ
社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
―
雌
は
ハ
レ
ム
に
隠

さ
れ
た
か
、
縄
張
り
に
呼
ば
れ
た
か
―
』（
神
奈
川
新
聞
社
、
二
〇
〇
二
年
）、

近
藤
誠
司
『
ウ
マ
の
動
物
学
［
第
2
版
］』（
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
一
九
年
）。

（
30
）
文
政
五
年
「
午
歳
御
用
日
記
」（『
酒
々
井
町
史
』
三
―
一
六
二
頁
）。

（
31
）
佐
倉
四
牧
全
体
で
、
父
馬
五
・
九
、
母
駄
五
七
・
一
、
二
歳
駒
六
、
二
歳

駄
六
・
六
、
当
歳
二
四
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
デ
ー
タ
の
出
典
に
つ
い
て
は
、

後
掲
の
図
3
参
照
。

（
32
）
ニ
ュ
ー
・
フ
ォ
レ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、TY
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、御
崎
馬
に
つ
い
て
は
、今
西
錦
司
『
今

西
錦
司
全
集 

第
六
巻 

御
崎
馬
の
社
会
調
査
／
村
と
人
間
』（
講
談
社
、
一
九

七
五
年
）。
加
世
田
雄
時
朗
「「
野
生
馬
」
の
研
究
に
つ
い
て
」（『
家
畜
の
管
理
』

二
一
―
二
、
一
九
八
五
年
）
も
参
照
。
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（
33
）
天
明
五
年
「
御
用
日
記
」（『
酒
々
井
町
史
』
二
―
一
五
頁
）、寛
政
七
年
「
御

鹿
狩
并
野
馬
御
用
留
」（『
酒
々
井
町
史
』
二
―
二
〇
五
頁
）。

（
31
）
前
掲
註
（
33
）「
御
鹿
狩
并
野
馬
御
用
留
」。
な
お
、
こ
の
牧
替
え
は
第
五

章
で
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
31
）
一
九
七
三
〜
九
〇
年
に
か
け
て
、
御
崎
馬
の
頭
数
変
動
を
検
討
し
た
加
世

田
雄
時
朗
は
、
種
雄
馬
が
安
定
し
て
ハ
ー
レ
ム
群
を
形
成
す
る
こ
と
が
、
出

生
頭
数
の
増
加
に
影
響
し
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
加
世
田
「
御

崎
馬
に
お
け
る
小
松
群
と
扇
山
群
の
頭
数
の
変
動
要
因
」（『
日
本
畜
産
学
会
報
』

六
二
―
一
二
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

（
31
）
木
村
李
花
子
は
、
北
海
道
・
ユ
ル
リ
島
の
ハ
ー
レ
ム
群
を
対
象
と
し
て
、

雄
馬
の
社
会
行
動
を
観
察
し
て
い
る
。
木
村
『
ユ
ル
リ
島
の
馬
―
動
物
行
動

学
的
接
近
の
愉
楽
―
』（
財
団
法
人
馬
事
文
化
財
団
、
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
31
）
白
井
前
掲
註
（
11
）。

（
38
）
加
世
田
雄
時
朗
「
都
井
岬
に
お
け
る
御
崎
馬
の
群
の
構
造
」（『
日
本
畜
産

学
会
報
』
五
二
―
三
、
一
九
八
一
年
）、
同
「
御
崎
馬
のHarem G

roup

の
行

動
圏
及
び
群
の
大
き
さ
の
季
節
的
変
化
」（『
日
本
畜
産
学
会
報
』
五
四
―
四
、

一
九
八
三
年
）。

（
31
）
菊
池
勇
夫
「
盛
岡
藩
牧
の
野
焼
き
」（『
東
北
地
方
に
お
け
る
環
境
・
生
業
・

技
術
に
関
す
る
歴
史
動
態
的
総
合
研
究
』
東
北
芸
術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究

セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
二
年
。
の
ち
加
筆
修
正
の
上
、
同
『
東
北
か
ら
考
え
る
近

世
史
―
環
境
・
災
害
・
食
料
、
そ
し
て
東
北
史
像
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
二

年
、
に
収
録
）。

（
10
）
享
保
十
七
年
「
野
馬
一
件
覚
書
」（『
鎌
ヶ
谷
市
史 

資
料
編
Ⅲ
・
下
（
近
世

2
）』
鎌
ヶ
谷
市
、
一
九
九
二
年
、
史
料
番
号
二
一
五
）。

（
11
）
加
世
田
雄
時
朗
・
野
澤
謙
・
茂
木
一
重
「
御
崎
馬
に
お
け
る
子
馬
の
ハ
ー

レ
ム
群
か
ら
の
独
立
」（『
日
本
畜
産
学
会
報
』
五
五
―
一
、
一
九
八
四
年
）。

（
12
）
馬
の
博
物
館
編
『
フ
ェ
ラ
ル
の
場
景
―
カ
ナ
ダ
・
セ
ー
ブ
ル
島
の
再
野
生

馬
群
―
』（
財
団
法
人
馬
事
文
化
財
団
、
一
九
九
四
年
）。

（
13
）
馬
の
博
物
館
編
前
掲
註
（
12
）。

（
11
）TY

LER S.J.

前
掲
註
（
32
）、
今
西
前
掲
註
（
32
）。

（
11
）
文
政
五
年
「
午
歳
御
用
日
記
」（『
酒
々
井
町
史
』
三
―
一
六
〇
頁
）。

（
11
）
以
下
、
取
香
牧
の
捕
込
に
つ
い
て
は
、
財
団
法
人
千
葉
県
教
育
振
興
財
団

編
『
県
内
遺
跡
詳
細
分
布
調
査
報
告
書 

房
総
の
近
世
牧
跡
』（
千
葉
県
教
育

委
員
会
、
二
〇
〇
六
年
）
五
九
〜
六
〇
頁
に
よ
る
。

（
11
）
久
留
島
浩
は
、
近
世
後
期
に
は
、
野
馬
追
い
や
鹿
狩
り
を
通
じ
て
、
御
用

馬
供
給
地
よ
り
も
「
江
戸
近
郊
の
名
所
と
し
て
の
牧
の
姿
」
が
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
同
「
近
世
下
総
の
牧
に
関
す
る
一
考
察
」（
入

間
田
宣
夫
・
谷
口
一
夫
編
『
牧
の
考
古
学
』
高
志
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
に
収

録
）
参
照
。

（
18
）
払
い
馬
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
お
り
、
詳
細
な
デ
ー
タ
は
そ
ち
ら

で
示
し
た
い
。

（
11
）
寛
政
五
年
「
丑
年
御
用
日
記
」（『
酒
々
井
町
史
』
二
―
五
六
頁
）。

（
10
）
寛
政
の
制
度
改
正
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
1
）『
松
戸
市
史 

中
巻 

近
世

編
』、『
千
葉
県
の
歴
史 

通
史
編 

近
世
1
』、
大
谷
前
掲
註
（
13
）
参
照
。

（
11
）
前
掲
註
（
1
）『
松
戸
市
史 

中
巻 

近
世
編
』
二
三
五
頁
。

（
12
）
前
掲
註
（
1
）『
千
葉
県
の
歴
史 

通
史
編 

近
世
1
』
七
六
〇
頁
。

（
13
）
愛
鷹
牧
の
記
述
に
つ
い
て
は
、『
沼
津
市
史 

通
史
編 

近
世
』（
沼
津
市
、

二
〇
〇
六
年
）
二
六
一
〜
二
七
五
頁
を
参
照
し
た
。

（
11
）「
野
馬
焼
印
之
図
」（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
請
求
記
号W

313-N
21

）。

（
11
）
前
掲
註
（
13
）『
沼
津
市
史 

通
史
編 

近
世
』
二
六
一
頁
。

（
11
）
な
お
、
ト
カ
ラ
馬
の
場
合
、
一
九
五
五
年
時
点
で
は
、
鹿
毛
が
二
一
頭
、

栗
毛
が
二
一
頭
で
あ
っ
た
が
、
一
九
八
四
年
頃
に
は
、
鹿
毛
と
黒
鹿
毛
が
四
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二
頭
、
栗
毛
と
栃
栗
毛
が
二
二
頭
（
内
栗
毛
は
三
頭
の
み
）
と
な
っ
て
い
る
。

鹿
毛
・
青
毛
・
栃
栗
毛
と
い
っ
た
黒
っ
ぽ
い
毛
色
の
遺
伝
子
構
成
を
も
た
ら

し
た
理
由
と
し
て
、
遺
伝
的
浮
動
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
野
沢
謙
ほ
か
「
日

本
在
来
家
畜
に
関
す
る
遺
伝
学
的
研
究 

1
．島
嶼
型
在
来
馬
の
遺
伝
子
構
成
」

（『
日
本
畜
産
学
会
報
』
三
六
―
六
、
一
九
六
五
年
）、
前
掲
註
（
23
）『
日
本

の
在
来
馬
』一
二
五
〜
六
・
一
七
二
頁
参
照
。

（
11
）
寛
政
九
年
「
野
馬
方
諸
御
用
日
記
」（『
酒
々
井
町
史
』
二
―
二
九
八
頁
）。

（
18
）
寛
政
七
年
「
御
鹿
狩
并
野
馬
御
用
留
」（『
酒
々
井
町
史
』
二
―
二
〇
五
頁
）。

（
11
）
高
見
澤
美
紀
「
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
馬
事
儀
礼
と
そ
の
受
容
」（『
國

學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要
』
一
一
、
二
〇
一
九
年
）。

（
10
）
な
お
、
取
香
牧
の
花
松
鴾
毛
は
十
一
月
晦
日
に
、
矢
作
牧
の
大
越
鹿
毛
は

十
二
月
十
日
に
病
死
し
て
い
る
（
寛
政
七
年
「
御
鹿
狩
并
野
馬
御
用
留
」、『
酒
々

井
町
史
』
二
―
二
一
九
頁
）。
両
馬
は
牧
で
生
産
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、

人
為
的
管
理
下
に
一
度
置
か
れ
た
馬
は
、野
生
馬
の
社
会
に
再
適
応
で
き
な
か
っ

た
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
興
味
深
い
。

（
11
）
寛
政
八
年
「
御
鹿
狩
并
野
馬
御
用
留
」（『
酒
々
井
町
史
』
二
―
二
三
三
頁
）。

（
12
）
寛
政
七
年
「
卯
年
御
鹿
狩
幷
野
馬
御
用
留
」（『
酒
々
井
町
史
』
二
―
二
一

八
頁
）。

（
13
）
文
政
十
年
「
亥
歳
御
用
留
」（『
酒
々
井
町
史
』
三
―
一
九
三
頁
）。

（
11
）
柴
田
光
彦
新
訂
増
補
『
曲
亭
馬
琴
日
記 

第
一
巻
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇

〇
九
年
）
文
政
十
年
正
月
五
・
六
・
十
二
日
条
。

（
11
）
前
掲
註
（
23
）『
日
本
の
在
来
馬
』
三
四
〜
三
五
頁
。

（
11
）
林
俊
雄
『
ス
キ
タ
イ
と
匈
奴 

遊
牧
の
文
明
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
）。

引
用
は
、
講
談
社
学
術
文
庫
版
、
二
〇
一
七
年
、
二
六
五
頁
に
よ
る
。

（
11
）
な
お
、
血
尿
症
を
発
症
し
て
い
た
こ
と
が
史
料
に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、

血
尿
症
自
体
は
、
独
立
し
た
疾
病
で
は
な
く
、
諸
病
の
一
症
候
群
で
あ
る
た
め
、

本
史
料
だ
け
か
ら
原
因
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
18
）
前
掲
註
（
11
）『
曲
亭
馬
琴
日
記 

第
一
巻
』、
文
政
十
一
年
正
月
十
七
日
条
。

（
11
）
水
越
允
治
「
文
書
記
録
に
よ
る
小
氷
期
の
中
部
日
本
の
気
候
復
元
」（『
地

理
学
雑
誌
』
一
〇
二
―
五
、
一
九
九
三
年
）
に
掲
載
の
図
1
「
冬
型
気
圧
配

置
出
現
度
」
を
参
照
。

（
10
）
天
保
四
年
「
天
保
四
巳
歳
御
用
留
」（『
酒
々
井
町
史
』
三
―
二
八
八
頁
）。

（
11
）
柴
田
光
彦
新
訂
増
補
『
曲
亭
馬
琴
日
記 

第
三
巻
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇

〇
九
年
）
天
保
三
年
十
二
月
九
日
条
、
同
四
年
正
月
二
十
七
日
条
。

（
12
）Takehiko M

ikami,Long term variations of summer temperatures in 
tokyo since 1121, G

eographical Reports of T
okyo M

etropolitan 
U

niversity,V
ol.31,1111.

（
13
）
水
越
前
掲
註
（
11
）。

（
11
）
中
塚
武
「
気
候
変
動
と
歴
史
学
」（
平
川
南
編
『
環
境
の
日
本
史
1 

日
本

史
と
環
境
―
人
と
自
然
―
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
、
に
収
録
）。

（
11
）『
国
史
大
辞
典 

第
九
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）、「
天
保
の
飢
饉
」

の
項
（
衣
笠
安
喜
執
筆
）
参
照
。

（
11
）
加
世
田
前
掲
註
（
31
）。

（
11
）
文
政
二
年
「
卯
年
野
馬
御
用
日
記
」（『
酒
々
井
町
史
』
三
―
一
一
六
頁
）。

（
18
）
寛
政
五
年
「
丑
年
御
用
日
記
」（『
酒
々
井
町
史
』
二
―
七
三
頁
）。

（
11
）『
酒
々
井
町
史
』
の
主
な
該
当
箇
所
を
示
し
て
お
く
。
二
―
六
四
五
頁
、

三
―
七
三
・
一
一
六
・
一
三
七
・
一
四
四
・
二
四
一
頁
、
四
―
六
三
頁
。

（
80
）M

ikami

前
掲
註
（
12
）。

（
81
）
中
塚
前
掲
註
（
11
）。
平
野
哲
也
「
江
戸
時
代
後
期
下
野
国
に
お
け
る
旱

害
と
水
利
秩
序
―
明
和
七
年
・
八
年
と
文
政
四
年
の
大
旱
魃
の
事
例
か
ら
―
」

（『
栃
木
県
立
文
書
館
研
究
紀
要
』
二
〇
、
二
〇
一
六
年
）
掲
載
の
デ
ー
タ
も

参
照
し
た
。
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（
82
）
文
政
四
年
「
巳
歳
御
用
日
記
」（『
酒
々
井
町
史
』
三
―
一
三
七
頁
）。

（
83
）
文
政
四
年
「
巳
歳
御
用
日
記
」（『
酒
々
井
町
史
』
三
―
一
四
一
頁
）。

（
81
）
嘉
永
元
年
「
御
用
留
」（
藤
五
八
二
）。

（
81
）
明
治
五
年
「
御
用
留
」（『
酒
々
井
町
史
』
四
―
二
八
四
頁
）。

（
81
）
水
越
前
掲
註
（
11
）、M

ikami

前
掲
註
（
12
）、
三
上
岳
彦
・
財
城
真
寿
美
・

平
野
淳
平
「
歴
史
気
候
学
研
究
の
現
状
と
展
望
―
歴
史
気
候
記
録
と
古
気
象

観
測
記
録
の
デ
ー
タ
バ
ン
ク
構
築
に
向
け
て
―
」（『
歴
史
地
理
学
』
五
五
―
五
、

二
〇
一
三
年
）。

（
81
）
水
越
前
掲
註
（
11
）。

（
88
）
中
塚
武
「
高
分
解
能
古
気
候
デ
ー
タ
を
用
い
た
新
し
い
歴
史
学
研
究
の
可

能
性
」（『
日
本
史
研
究
』
六
四
六
、
二
〇
一
六
年
）。

［
付
記
］ 

史
料
の
閲
覧
に
際
し
て
は
、
酒
々
井
町
教
育
委
員
会
の
広
瀬
千
絵
氏
、

千
葉
県
文
書
館
の
皆
様
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
か
な
ざ
わ
ま
さ
つ
ぐ 　

馬
の
博
物
館
学
芸
員
）



四　校




